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「障 害 者
しょうがいしゃ

総合
そうごう

福祉法
ふくしほう

」（仮称
かしょう

）の論点
ろんてん

についての意見
い け ん

 

（分野
ぶ ん や

G 利用者
りようしゃ

負担
ふ た ん

) 

 

（分野
ぶんや

G 利用者
りようしゃ

負担
ふたん

) 

＜ 項 目
こうもく

G-1 応 益
おうえき

負担
ふたん

の問 題 点
もんだいてん

と 現 状
げんじょう

の 評 価
ひょうか

＞  

論 点
ろんてん

G-1-1) 「自立
じりつ

支援法
しえんほう

」で 導 入
どうにゅう

された自立
じりつ

支援
しえん

給 付
きゅうふ

（福祉
ふくし

サービス
さ ー び す

、

補装具
ほ そ う ぐ

)、自立
じりつ

支援
しえん

医 療
いりょう

の 応
おう

益
えき

負担
ふたん

の 問 題 点
もんだいてん

についてどう 考
かんが

えるか？

 ・・・２  

論 点
ろんてん

G-1-2) 「応 益
おうえき

負担
ふたん

の廃止
はいし

」方 針
ほうしん

に 基
もと

づく、今年
ことし

4月
がつ

からの福祉
ふくし

サービス
さ ー び す

と補装具
ほ そ う ぐ

の軽 減
けいげん

措置
そ ち

についてどう評 価
ひょうか

するか？  ・・・１６  

 

論 点
ろんてん

G-1-3) 基本
きほん

合意
ごうい

でも「当 面
とうめん

の 重 要
じゅうよう

な課題
かだい

」とされている自立
じりつ

支援
しえん

医 療
いりょう

に関
かん

する軽 減
けいげん

措置
そ ち

についてどう 考
かんが

えるか？  ・・・２４  

 

論 点
ろんてん

G-1-4) 「自立
じりつ

支援法
しえんほう

」では福祉
ふくし

サービス
さ ー び す

や医 療
いりょう

の応
おう

益
えき

負担
ふたん

以外
いがい

に、食 費
しょくひ

や 光 熱
こうねつ

水費
すいひ

等
とう

の実費
じっぴ

負担
ふたん

が 導 入
どうにゅう

されたが、これについてどう 考
かんが

えるか？

 ・・・３４  

＜ 項 目
こうもく

G-2 負担
ふたん

の範囲
はんい

＞  

論 点
ろんてん

G-2-1) 「応 益
おうえき

負担
ふたん

廃止
はいし

」後
ご

の負担
ふたん

のあり方
かた

として、サービス
さ ー び す

・支援
しえん

に関
かん

する負担
ふたん

と食 費
しょくひ

等
とう

の実費
じっぴ

負担
ふたん

について、それぞれどう 考
かんが

えるか？  

  ・・・４２  

論 点
ろんてん

G-2-2) 費用
ひよう

負担
ふたん

を 求
もと

める場合
ばあい

の仕組
し く

みとその 際
さい

の負担
ふたん

を 求
もと

める 範囲
はんい

（ 障 害 者
しょうがいしゃ

本 人
ほんにん

、同 居
どうきょ

家族
かぞく

等
とう

)についてどう 考
かんが

えるか？  ・・・５４  

 

＜ 項 目
こうもく

G-3 その他
た

＞  

論 点
ろんてん

G-3-1) 「分野
ぶんや

G
じー

 利用者
りようしゃ

負担
ふたん

」についてのその他
た

の論 点
ろんてん

及
およ

び意見
いけん

 

  ・・・６６  
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（分野
ぶんや

G 利用者
りようしゃ

負担
ふたん

) 

＜ 項 目
こうもく

G-1 応 益
おうえき

負担
ふたん

の問 題 点
もんだいてん

と 現 状
げんじょう

の 評 価
ひょうか

＞  

論 点
ろんてん

G-1-1) 「自立
じりつ

支援法
しえんほう

」で 導 入
どうにゅう

された自立
じりつ

支援
しえん

給 付
きゅうふ

（福祉
ふくし

サービス
さ ー び す

、

補装具
ほ そ う ぐ

)、自立
じりつ

支援
しえん

医 療
いりょう

の応
おう

益
えき

負担
ふたん

の 問 題 点
もんだいてん

についてどう 考
かんが

えるか？  

 

【荒井
あらい

委員
いいん

】  

○結 論
けつろん

 

 平 成
へいせい

２２ 年
ねん

４月
がつ

から実施
じっし

された 障 害
しょうがい

福祉
ふくし

サービス
さ ー び す

及
およ

び補装具
ほ そ う ぐ

の利用
りよう

に

係
かかわ

る利用者
りようしゃ

負担
ふたん

無料化
むりょうか

の 影 響
えいきょう

と効果
こうか

を 検 証
けんしょう

し、必 要
ひつよう

に応
おう

じた軽 減
けいげん

措置
そ ち

を 検 討
けんとう

するとともに、自立
じりつ

支援法
しえんほう

制度下
せ い ど か

における 軽 減
けいげん

措置
そ ち

のように 特 別
とくべつ

対 策
たいさく

や 緊 急
きんきゅう

措置
そ ち

などによらず、 法 律 上
ほうりつじょう

明確化
めいかくか

する必 要
ひつよう

がある。  

○理由
りゆう

 

 国
くに

において、障 害 者
しょうがいしゃ

の経 済 的
けいざいてき

な 状 況
じょうきょう

等
とう

をふまえ、必 要
ひつよう

な軽 減
けいげん

措置
そ ち

を

検 討
けんとう

し法 律
ほうりつ

に明記
めいき

するべきと 考
かんが

える。  

 

【伊澤
いざわ

委員
いいん

】  

○結論  

 自立
じりつ

支援
しえん

医 療
いりょう

を 含
ふく

めて 応 益
おうえき

負担
ふたん

は廃止
はいし

することを 方 向
ほうこう

として明確化
めいかくか

す

る。つまり 究 極 的
きゅうきょくてき

には社 会 的
しゃかいてき

支援
しえん

の徹 底
てってい

を 追 求
ついきゅう

することで、負担
ふたん

ゼロ
ぜ ろ

社 会
しゃかい

の実 現
じつげん

を目
め

指
ざ

す。  

○理由  

 障 害
しょうがい

は自己
じ こ

責 任
せきにん

ではない。福祉
ふくし

サービス
さ ー び す

、補
ほ

装具
そうぐ

、自立
じりつ

支援
しえん

医 療
いりょう

は普通
ふつう

の 生 活
せいかつ

に 支 障
ししょう

が 生
しょう

じていることへの 対 応
たいおう

であって、受
う

けることにより

本 人
ほんにん

に利益
りえき

がもたらされると 考
かんが

えるべきでは 断
だん

じてない。したがってそも

そも負担
ふたん

が 存 在
そんざい

すること自体
じたい

がおかしい．．、という国家
こっか

としての 見 識
けんしき

の

確 立
かくりつ

を強
つよ

く求
もと

める。  

 

【石 橋
いしばし

委員
いいん

】  

○結 論
けつろん

 

 自立
じりつ

支援
しえん

給 付
きゅうふ

（福祉
ふくし

サービス、 補
たすく

装具
そうぐ

) の応 益
おうえき

負担
ふたん

の問 題 点
もんだいてん
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１．負担増
ふたんぞう

の軽 減
けいげん

策
さく

実施後
じ っ し ご

も福祉
ふくし

サービスの利用
りよう

が改 善
かいぜん

されていない。  

２． 補
たすく

装具
そうぐ

の作
つく

り直
なお

しを負担増
ふたんぞう

から 躊 躇
ちゅうちょ

している。  

３． 補
たすく

装具
そうぐ

の事 業 所
じぎょうしょ

を選 択
せんたく

できるほど数
かず

が増
ふ

えていない。  

４．福祉
ふくし

サービスと 補
たすく

装具
そうぐ

の費用
ひよう

のそれぞれを１ 割
わり

負担
ふたん

としている  

 

自立
じりつ

支援
しえん

医 療
いりょう

の応
おう

益
えき

負担
ふたん

の問 題 点
もんだいてん

 

 負担
ふたん

に対
たい

するコンセンサスがないまま、新制度
しんせいど

でも負担増
ふたんぞう

とならないよう

な制度
せいど

設 計
せっけい

を求
もと

める。  

○理由
りゆう

 

 福祉
ふくし

サービスを使用
しよう

するほど費用
ひよう

負担
ふたん

多
おお

くなるため、 必 要
ひつよう

とするサービ

スまで利用
りよう

を控
ひか

えるようになった。  

 肢体
したい

が 成 長
せいちょう

する（変化
へんか

する）肢体
したい

不自由児者
ふじゆうじしゃ

にとって体 型
たいけい

に合
あ

わせて 補
たすく

装具
そうぐ

を造
つく

りなおす度
たび

に１割
わり

負担
ふたん

と 考
かんが

え、見直
みなお

す時期
じ き

を遅
おく

らせている。  

 現 物
げんぶつ

支 給
しきゅう

か ら 補
たすく

装具費
そ う ぐ ひ

支 給
しきゅう

と し た の は 、 補
たすく

装具
そうぐ

事 業
じぎょう

に 参加
さんか

す る

事 業 所
じぎょうしょ

を増
ふ

やすことにあるがこの 手 段
しゅだん

の支援
しえん

が見
み

えない。  

 

【氏
うじ

田
た

委員
いいん

】  

○結 論
けつろん

 

 応 益
おうえき

負担
ふたん

は廃
はい

止
よ

すべきである。  

○理由
りゆう

 

 「 国 民
こくみん

は 等
ひと

しく文化的
ぶんかてき

な 生 活
せいかつ

を 保 障
ほしょう

される」と 憲 法
けんぽう

にも 謳
うた

われている

が、 障 害
しょうがい

のある 人
ひと

が地域
ちいき

で暮
く

らしていくために 必 要
ひつよう

な支援
しえん

や 援 助
えんじょ

につい

ては、すべて権利
けんり

として保 障
ほしょう

すべきであり、受 益 者
じゅえきしゃ

負担
ふたん

の原 則
げんそく

はそぐわな

い。 障 害
しょうがい

が 重
おも

い 人
ひと

ほど福祉
ふくし

サービスや 医 療
いりょう

が 必 要
ひつよう

であり、 所 得
しょとく

保 障
ほしょう

が

不 十 分
ふじゅうぶん

な 現 状
げんじょう

の中
なか

での応
おう

益
えき

負担
ふたん

は、本 人
ほんにん

や家族
かぞく

に過度
か ど

の負担
ふたん

を強
し

いてい

る。  

 

【大久保
お お く ぼ

委員
いいん

】  

○結 論
けつろん

 

 理念的
りねんてき

には、応 益
おうえき

負担
ふたん

が 障 害
しょうがい

の重
おも

さ（ニーズの必要度
ひつようど

）に応
おう

じて負担
ふたん

が
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大
おお

きくなるという仕組
し く

みであり、違和感
い わ か ん

があるが、 最
もっと

も大
おお

きな問 題
もんだい

は、そ

の負担
ふたん

に見合
み あ

う 所 得
しょとく

保 障
ほしょう

がないまま、 拙 速
せっそく

に 導 入
どうにゅう

したことであると 考
かんが

える。  

 なお、「保護
ほ ご

の 対 象
たいしょう

から権利
けんり

の主 体
しゅたい

へ」ということからすれば、しっか

りとした所 得
しょとく

保 障
ほしょう

を背 景
はいけい

に、消 費 者
しょうひしゃ

として福祉
ふくし

サービスを利用
りよう

するという

観 点
かんてん

から、一部
いちぶ

を負担
ふたん

することは差
さ

し支
つか

えないと 考
かんが

える。  

 

【岡部
おかべ

委員
いいん

】  

○結 論
けつろん

 

 低 所 得 者 層
ていしょとくしゃそう

により 厳
きび

しい利用
りよう

抑 制
よくせい

が 働
はたら

くしくみである 点
てん

。  

○理由
りゆう

 

 詳
くわ

しくは拙 著
せっちょ

「ポスト 障 害 者
しょうがいしゃ

自立
じりつ

支援法
しえんほう

の福祉
ふくし

政 策
せいさく

」（明石
あかし

書 店
しょてん

）第
だい

２

章
しょう

を 参 照
さんしょう

のこと。  

 

【小澤
おざわ

委員
いいん

】  

○結 論
けつろん

 

 応 益
おうえき

負担
ふたん

に関
かん

しては、理念的
りねんてき

な問 題 点
もんだいてん

と現 実 的
げんじつてき

な問 題 点
もんだいてん

の２つがある。

理念的
りねんてき

な問 題
もんだい

は、「 障
しょう

がい」の自己
じ こ

責 任 論 的
せきにんろんてき

な価値観
か ち か ん

への疑問
ぎもん

。現 実 的
げんじつてき

な

問 題 点
もんだいてん

は特
とく

に低 所 得 者
ていしょとくしゃ

にとって過度
か ど

の負担
ふたん

になったこと。  

○理由
りゆう

 

 費用
ひよう

負担
ふたん

の 軽 減
けいげん

の 問 題
もんだい

だけでなく、 理念的
りねんてき

な 問 題
もんだい

も 含
ふく

めて 対 応
たいおう

する

必 要
ひつよう

がある。  

 

【河 崎
かわさき

（建
たつ

）委員
いいん

】  

○結 論
けつろん

 

 応 能
おうのう

負担
ふたん

にすべきである。  

○理由
りゆう

 

 低
てい

所 得
しょとく

者
しゃ

に対
たい

する 配 慮
はいりょ

が必 要
ひつよう

。  
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【川 崎
かわさき

（洋
よう

）委員
いいん

】  

○結論   

 応 益
おうえき

負担
ふたん

であってはならない。障
しょう

がい者
しゃ

の生 活
せいかつ

に必 要
ひつよう

なサービス
さ ー び す

は、国
くに

の 責 任
せきにん

においてその 必 要 性
ひつようせい

に応じて
お う じ て

サービス
さ ー び す

が豊か
ゆたか

に 提 供
ていきょう

されるべきで

ある。  

○理由  

 収 入
しゅうにゅう

の 状 況
じょうきょう

によって、利用
りよう

を制 限
せいげん

せざる得ない
え な い

ことは不適切
ふてきせつ

である。 

 

【北 浦
きたうら

委員
いいん

】  

○結論  

 応 益
おうえき

負担
ふたん

の考 え 方
かんがえかた

は、介護
かいご

保険
ほけん

との 統 合
とうごう

を視野
し や

に 導 入
どうにゅう

されたと思
おも

われ

るが、福祉
ふくし

給 付
きゅうふ

制度
せいど

における場合
ばあい

には、負担
ふたん

能 力
のうりょく

に応
おう

じた負担
ふたん

とする 必 要
ひつよう

がある。これは補
ほ

装具
そうぐ

、自立
じりつ

支援
しえん

医 療
いりょう

についても 同 様
どうよう

である。  

○理由  

 障 害 者
しょうがいしゃ

に関
かか

わる 福
ふく

祉
し

サービスについては、 応 益
おうえき

という概 念
がいねん

を取
と

り入
い

れ

るべきではない。  

 

【倉田
くらた

委員
いいん

】  

○結 論
けつろん

 

 制度
せいど

を持続
じぞく

可能
かのう

なものとするためには、 受 益 者
じゅえきしゃ

負担
ふたん

も 一 定
いってい

採り入れた
と り い れ た

制度
せいど

構 築
こうちく

が必 要
ひつよう

と考 え る
かんが   

。  

○理由
りゆう

 

 当部会
とうぶかい

での 検 討
けんとう

内 容
ないよう

を盛り込み
も  こ  

、できるだけ当事者
とうじしゃ

の視点
してん

にたった、き

めこまかい制度
せいど

構 築
こうちく

をめざしていくとすれば、膨 大
ぼうだい

な財 源
ざいげん

が必 要
ひつよう

になるこ

と は 不可避
ふ か ひ

で あ り 、 税
ぜい

財 源
ざいげん

配 分
はいぶん

も 含めた
ふ く   

財 源
ざいげん

確保
かくほ

方 策
ほうさく

を視野
し や

に入れる
い   

必 要
ひつよう

がある。また、応
おう

能
のう

負担
ふたん

だけでは、利用
りよう

したサービス 量
りょう

にかかわらず、

負担
ふたん

は変わらない
か     

こととなるため、なんらかの 応 益
おうえき

負担
ふたん

の要素
ようそ

を取り入れる
と  い   

必
ひつ

要
よう

はある。  
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【近 藤
こんどう

委員
いいん

】  

○結 論
けつろん

 

 福祉
ふくし

サービス等
とう

は、「益
えき

」ではない。応 益
おうえき

負担
ふたん

制度
せいど

は、障 害
しょうがい

を個人
こじん

の 責 任
せきにん

とする制度
せいど

であるところに問 題
もんだい

がある。  

また、「 働
はたら

く場
ば 

」における利用
りよう

者
しゃ

負担
ふたん

は 解 消
かいしょう

されるべきである。  

なお、介護
かいご

保険
ほけん

優 先
ゆうせん

規定
きてい

の見直
みなお

しが必 要
ひつよう

である。  

○理由
りゆう

 

 ＩＬＯ国 際
こくさい

基 準
きじゅん

に基
もと

づき、職 業
しょくぎょう

リハビリテーションは無 料
むりょう

で 提 供
ていきょう

さ

れるべきである。  

 満
まん

6 5
ろくじゅうご

歳
さい

になった時点
じてん

で、 障 害 者
しょうがいしゃ

も介護
かいご

保険
ほけん

の 対 象
たいしょう

となり、ホー

ムヘルプサービス等
とう

に１
いち

割
わり

負担
ふたん

が生じない
しょうじない

ために、規定
きてい

の見直
みなお

しが必 要
ひつよう

で

ある。  

 

【齋 藤
さいとう

委員
いいん

】  

○結論  

 介護
かいご

保険
ほけん

制度
せいど

との一体化
いったいか

をめざして、 同 一
どういつ

の制度
せいど

にしたことに 根 本 的
こんぽんてき

な

誤
あやま

りがある。 障 害 者
しょうがいしゃ

へのサービスの意味
い み

、 障 害 者
しょうがいしゃ

の 所 得
しょとく

状 況
じょうきょう

をふ

まえた負担
ふたん

のしくみでなければならない。  

 

【坂 本
さかもと

委員
いいん

】  

○結 論
けつろん

 

 自立
じりつ

支援法
しえんほう

において 所 得
しょとく

保 障
ほしょう

のないまま利用者
りようしゃ

負担
ふたん

を大 幅
おおはば

に引
ひ

き上
あ

げた

ことは 問 題
もんだい

であったが、今後
こんご

障 害
しょうがい

福祉
ふくし

サービス
さ ー び す

を 充 実
じゅうじつ

していくために

町 民
ちょうみん

に負担
ふたん

をお願
ねが

いする上
うえ

で、本 当
ほんとう

に利 用 料
りようりょう

が無 料
むりょう

でよいのか議論
ぎろん

する

必 要
ひつよう

がある。また、他
ほか

の要支援者
ようしえんしゃ

（高 齢
こうれい

の要介護者
ようかいごしゃ

や母
ぼ

子
し

世帯
せたい

等 々
とうとう

）との

バランス
ば ら ん す

も考 慮
こうりょ

する 必 要
ひつよう

がある。  

 

【佐野
さ の

委員
いいん

】  

○結 論
けつろん

 

 コミュニケーション支援
しえん

事 業
じぎょう

に対
たい

する応 益
おうえき

負担
ふたん

は、 情 報
じょうほう

保 障
ほしょう

は権利
けんり

と
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いう利用者
りようしゃ

の立場
たちば

からは、間違
まちが

った法 律
ほうりつ

、制度
せいど

である。補
ほ

装具
そうぐ

(補聴器
ほちょうき

)の応
おう

能
のう

負担
ふたん

は実 質 的
じっしつてき

に負担増
ふたんぞう

となったことから、デジタル化
か

や各 種
かくしゅ

機能
きのう

装備
そうび

に

よる高価格化
こうかかくか

が 進
すす

んだこともあり、 装 用
そうよう

効果
こうか

を 高
たか

めるためには、基本
きほん

機能
きのう

以外
いがい

の機能
きのう

も付
つ

けざるを得
え

ず、応
おう

能
のう

負担分
ふたんぶん

以外
いがい

の自己
じ こ

負担
ふたん

も増
ふ

えた。  

 

【清水
しみず

委員
いいん

】  

○結論  

 応 益
おうえき

負担
ふたん

という発 想
はっそう

自体
じたい

が問 題
もんだい

であったと 考
かんが

える。  

○理由  

 一人
ひとり

ひとりが価値的
か ち て き

存 在
そんざい

として、一人
ひとり

ひとりが居
い

ることそのままが 大 切
たいせつ

なことであることを 共
とも

に実 感
じっかん

していこうとして、措置
そ ち

から契 約
けいやく

へと仕
し

組
く

み

を変
か

えたのであれば、そこに 応
おう

益
えき

負
ふ

担
たん

はそぐわないように 思
おも

える。  

 

【末 光
すえみつ

委員
いいん

】  

○結 論
けつろん

 

 基本的
きほんてき

に応
おう

能
のう

負担
ふたん

とされるべきである。  

 

【田中
たなか

（伸
のぶ

）委員
いいん

】  

○結 論
けつろん

 

 障 害
しょうがい

の 重
おも

い 人
ひと

ほど、生
い

きるために 必 要
ひつよう

な支援
しえん

を受
う

けるための 経 済 的
けいざいてき

負担
ふたん

が増加
ぞうか

した結果
けっか

、障 害 者
しょうがいしゃ

が支援
しえん

を受
う

けることを差
さ

し控
ひか

えることとなり、

事 実 上
じじつじょう

、支援
しえん

に対
たい

する「利用
りよう

抑 制
よくせい

」がかけられているのと 同
おな

じ 状 態
じょうたい

を生
う

み

出
だ

している。速
すみ

やかに撤 廃
てっぱい

されるべきである。  

○理由
りゆう

 

 障 害 者
しょうがいしゃ

の「個人
こじん

の尊 厳
そんげん

」（憲 法
けんぽう

１３ 条
じょう

）の保 障
ほしょう

は、憲 法 上
けんぽうじょう

の要 請
ようせい

で

ある。障 害 者
しょうがいしゃ

が生
い

きるために必 要
ひつよう

な支援
しえん

は、障 害 者
しょうがいしゃ

が 十 分
じゅうぶん

に受
う

けるこ

とができる制度
せいど

としなければならない。経 済 的
けいざいてき

負担
ふたん

の重
おも

さから、障 害 者
しょうがいしゃ

が

必 要
ひつよう

な支援
しえん

を受
う

けることを差
さ

し 控
ひか

え、その結果
けっか

、「個人
こじん

の 尊 厳
そんげん

」が 保 障
ほしょう

さ

れないのであれば、制度
せいど

自体
じたい

の違憲性
いけんせい

が 強
つよ

く 疑
うたが

われる。  
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【田中
たなか

（正
まさ

）委員
いいん

】  

○結 論
けつろん

 

 応 益
おうえき

負担
ふたん

により措置
そ ち

制度下
せいどした

の 応
おう

能
のう

負担
ふたん

で、 一 定
いってい

以 上
いじょう

所 得
しょとく

がある 人
ひと

の

負担
ふたん

が 重
おも

くなりすぎていた課題
かだい

は 解 消
かいしょう

された。そのため 応
おう

能
のう

に 戻
もど

す議論
ぎろん

においては、当時
とうじ

の 応
おう

能
のう

による負担
ふたん

基 準
きじゅん

ではない、新
あら

たな負担
ふたん

の基 準
きじゅん

を作
つく

るべき。その際
さい

、負担
ふたん

できる 者
もの

は適 切
てきせつ

な範囲
はんい

で負担
ふたん

を担
にな

うべきとして、あ

り方
かた

の検 討
けんとう

が必 要
ひつよう

と 考
かんが

える。  

○理由
りゆう

 

 利用
りよう

の負担
ふたん

に関
かん

しては、過 重
かじゅう

な負担
ふたん

と社 会 性
しゃかいせい

の欠 如
けつじょ

とのバランス
ば ら ん す

で議論
ぎろん

や 検 討
けんとう

が 必 要
ひつよう

である。また 公 的
こうてき

責 任
せきにん

による仕組
し く

みの 構 築
こうちく

・維持
い じ

の視点
してん

も

必 要
ひつよう

である。所 得
しょとく

と負担
ふたん

については多制度
た せ い ど

との整 合 性
せいごうせい

も 重 要
じゅうよう

である。加齢
かれい

による支援
しえん

の 必 要
ひつよう

な 者
もの

と 障 害
しょうがい

による支援
しえん

が必 要
ひつよう

な 者
もの

の区分
く わ

けは、 慎 重
しんちょう

に議論
ぎろん

が必 要
ひつよう

である。そもそもで言
い

えば必 要
ひつよう

な支援
しえん

の利用
りよう

が、年 齢
ねんれい

等
とう

によ

って利用
りよう

のあり方
かた

、負担
ふたん

等
とう

の基 準
きじゅん

が違
ちが

わないようにするべきである。  

 

【中 西
なかにし

委員
いいん

】  

○結 論
けつろん

 

 障 害
しょうがい

に基
もと

づく福祉
ふくし

サービス
さ ー び す

、補
ほ

装具
そうぐ

、医 療
いりょう

などすべて 所 得
しょとく

に関 係
かんけい

なく

全 額
ぜんがく

国
くに

の負担
ふたん

とし、 障 害 者
しょうがいしゃ

に一 切
いっさい

負担
ふたん

を負
お

わせないようにすべきである  

○理由
りゆう

 

 国家
こっか

にとっての福祉
ふくし

サービス
さ ー び す

というのは 税
ぜい

をもって 行
おこな

う 最 優 先
さいゆうせん

課題
かだい

で

あり、それが 弱 者
じゃくしゃ

においてどれだけできているかによって国家
こっか

の品 格
ひんかく

が決
けっ

せられる。先 進 国
せんしんこく

として途 上
とじょう

国
くに

への模範
もはん

を示
しめ

さなければいけない。  

 

【中 原
なかはら

委員
いいん

】  

○結 論
けつろん

 

 自立
じりつ

支援
しえん

給 付
きゅうふ

（ 福祉
ふくし

サービス
さ ー び す

及
およ

び 補
ほ

そ う 具
ぐ

） に つ い て は 、 低 所 得 者
ていしょとくしゃ

（市 町 村
しちょうそん

民 税
みんぜい

非課税
ひ か ぜ い

）の利用者
りようしゃ

負担
ふたん

が無料化
むりょうか

されているが、今後
こんご

について

は、 現 状
げんじょう

の負担額
ふたんがく

を上 回
うわまわ

らないことを前 提
ぜんてい

とした応 能
おうのう

負担
ふたん

とすべき。  

 自立
じりつ

支援
しえん

医 療
いりょう

については 所
しょ

得
とく

水
すい

準
じゅん

に応じた負担
ふたん

の 上 限 額
じょうげんがく

があるもの
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の原 則
げんそく

１割
わり

負担
ふたん

となっており、 収 入
しゅうにゅう

認 定
にんてい

の際
さい

の世帯
せたい

の 考 え 方
かんが かた

について

も、自立
じりつ

支援
しえん

給 付
きゅうふ

が 障 害 者
しょうがいしゃ

本 人
ほんにん

とその 配 偶 者
はいぐうしゃ

へと見直
みなお

されたのに 対 し
たい  

て、

自立
じりつ

支援
しえん

医 療
いりょう

は同じ
おな  

医 療
いりょう

保険
ほけん

に 加 入
かにゅう

している家族
かぞく

によって範囲
はんい

を 設 定
せってい

し

ていることから見直
みなお

しが必 要
ひつよう

。  

 

【奈良崎
な ら ざ き

委員
いいん

】  

○結 論
けつろん

 

 医 療
いりょう

は１割
わり

負担
ふたん

に。  

○理由
りゆう

 

 知的
ちてき

障 害 者
しょうがいしゃ

への 医 療
いりょう

が、３割
わり

は高
たか

い。同
おな

じ 障 害 者
しょうがいしゃ

と認
みと

めるなら、全部
ぜんぶ

障 害 者
しょうがいしゃ

を１割
わり

負担
ふたん

にしてほしいです。  

 

【西 滝
にしたき

委員
いいん

】  

○結 論
けつろん

  

①  応 益
おうえき

負担
ふたん

を 求
もと

める 考
かんが

え 方
かた

は福祉
ふくし

を 市 場
しじょう

で買
か

うサービス
さ ー び す

商 品
しょうひん

に変
か

え

て社 会
しゃかい

保 障
ほしょう

を削 減
さくげん

しようとするものであり 排 除
はいじょ

すべきである。  

○理由
りゆう

  

①  障 害
しょうがい

があることに 対
たい

して、サービス
さ ー び す

を受
う

ける度
たび

に負担
ふたん

が 生
しょう

じる応
おう

益
えき

負担
ふたん

の制度
せいど

は、完 全
かんぜん

参加
さんか

と 平
びょう

等
どう

という理念
りねん

に反
はん

している。 障 害
しょうがい

は個人
こじん

の責
せき

に帰
き

するものではない。 障 害 者
しょうがいしゃ

施策
しさく

にかかる費用
ひよう

は 社 会
しゃかい

の責 任
せきにん

と

して用意
ようい

すべきである。  

 

【野原
のはら

委員
いいん

】  

○結 論
けつろん

 

 重 症
じゅうしょう

で支援
しえん

の 必 要
ひつよう

な 人
ひと

ほど負担
ふたん

が 重
おも

くなる 応 益
おうえき

負担
ふたん

のしくみは、

新 政 権
しんせいけん

の「 命
いのち

を守
まも

る」政 策
せいさく

と相容
あいい

れないしくみです。自立
じりつ

支援
しえん

給 付
きゅうふ

、自立
じりつ

支援
しえん

医 療
いりょう

ともに、応 益
おうえき

のしくみはすぐに 撤 廃
てっぱい

すべきです。自立
じりつ

支援
しえん

医 療
いりょう

の

低 所 得 者
ていしょとくしゃ

負担
ふたん

は直
ただ

ちに撤
てつ

廃
はい

し、さらに、障 害 者
しょうがいしゃ

福祉
ふくし

施策
しさく

だけでなく、医 療
いりょう

保険
ほけん

、介護
かいご

保険
ほけん

など 社 会
しゃかい

保 障
ほしょう

の自己
じ こ

負担
ふたん

制度
せいど

における 応 益
おうえき

負担
ふたん

のしくみも

あわせてなくすべきです。  
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○理由
りゆう

 

 本 来
ほんらい

、同世代
どうせだい

の市民
しみん

と同 等
どうとう

の生 活
せいかつ

を送
おく

るために必 要
ひつよう

な施策
しさく

を受
う

けるのに、

本 人
ほんにん

が費用
ひよう

を負担
ふたん

しなくてはならないこと自体
じたい

がおかしいことです。とくに

自立
じりつ

支援
しえん

医 療
いりょう

（更 生
こうせい

医 療
いりょう

）は 中 間
ちゅうかん

所 得 層
しょとくそう

への負担
ふたん

軽 減
けいげん

措置
そ ち

（ 上 限
じょうげん

）も

なく、早 急
さっきゅう

な改 善
かいぜん

が必 要
ひつよう

です。「基本
きほん

合意
ごうい

」に基
もと

づき低 所 得 者
ていしょとくしゃ

の自立
じりつ

支援
しえん

医 療
いりょう

負担
ふたん

は 早 急
さっきゅう

に撤
てつ

廃
はい

し、さらに、障 害 者
しょうがいしゃ

制度
せいど

だけでなく、日本
にほん

の社 会
しゃかい

保 障
ほしょう

制度
せいど

における利用者
りようしゃ

負担
ふたん

についても「原 則
げんそく

無 料
むりょう

」とし、応 益
おうえき

負担
ふたん

のし

くみについてはただちに 撤 廃
てっぱい

すべきと思
おも

います。  

 

【 東 川
ひがしがわ

委員
いいん

】  

○結 論
けつろん

  

 財 源
ざいげん

確保
かくほ

と利用
りよう

抑 制
よくせい

のための 手 段
しゅだん

として 応 益
おうえき

負担
ふたん

を 導 入
どうにゅう

したことに

大
おお

きな問 題
もんだい

があった。そもそも 応 益
おうえき

負担
ふたん

なくして財 源
ざいげん

確保
かくほ

はあり得
え

なかっ

たのか。 新
あら

たな制度
せいど

創 設
そうせつ

にあたっても 財 源 論
ざいげんろん

は切
き

り離
はな

せない 問 題
もんだい

であり、

きちんと 検 証
けんしょう

すべき。  

○理由
りゆう

 

 応 益
おうえき

負担
ふたん

は 障 害 者
しょうがいしゃ

福祉
ふくし

に自己
じ こ

責 任 論
せきにんろん

を持
も

ち込
こ

むこととなり、これまで

培
つちか

われてきた 社 会
しゃかい

福祉
ふくし

理念
りねん

の 根 底
こんてい

を 覆
くつがえ

すものである。 障 害 者
しょうがいしゃ

福祉
ふくし

の

支援
しえん

は、当事者
とうじしゃ

が 主 張
しゅちょう

するように「 障 害
しょうがい

がない人
ひと

と同
おな

じスタートライン

に着
つ

く」ためのものであり、権利
けんり

条 約
じょうやく

でいう合理的
ごうりてき

配 慮
はいりょ

などに当
あ

たる。す

なわち、「差別
さべつ

」を 解 消
かいしょう

する手 段
しゅだん

とも言
い

え、これを「サービス」と呼
よ

ぶこ

と自体
じたい

も問 題
もんだい

である。  

 

【広田
ひろた

委員
いいん

】  

○結 論
けつろん

 

 応
おう

能
のう

負担
ふたん

にすればいい（ 医 療
いりょう

）。  

○理由
りゆう

 

 自立
じりつ

支援法
しえんほう

廃止
はいし

の最 大
さいだい

の論 点
ろんてん

だから。  
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【福井
ふくい

委員
いいん

】  

○結 論
けつろん

 

 「 障 害 者
しょうがいしゃ

自立
じりつ

支援法
しえんほう

」は、社 会
しゃかい

福祉
ふくし

基礎
き そ

構 造
こうぞう

改 革
かいかく

の 障 害 者
しょうがいしゃ

版
ばん

ともい

えるので、障 害 者
しょうがいしゃ

福祉
ふくし

を介護
かいご

保険化
ほ け ん か

するための布石
ふせき

であったと考えられる
かんがえられる

。

福祉
ふくし

サービスなどの利用
りよう

における 原 則
げんそく

一
いち

割
わり

の利用者
りようしゃ

負担
ふたん

（ 応 益
おうえき

負担
ふたん

）は、

「 障 害 者
しょうがいしゃ

が人 間
にんげん

として生きる
い き る

最 低 限
さいていげん

の保 障
ほしょう

を益
えき

・サービスというのか」

と、大きな
お お き な

批判
ひはん

が 噴 出
ふんしゅつ

する最 大
さいだい

の理由
りゆう

になった。違憲
いけん

訴 訟
そしょう

でも 主 張
しゅちょう

され

たように、 根 本 的
こんぽんてき

には 必 要
ひつよう

な福祉
ふくし

サービスは 全 額
ぜんがく

公費
こうひ

で負担
ふたん

し、利用者
りようしゃ

負担
ふたん

は無 料
むりょう

とするべきである。  

○理由
りゆう

 

 こうした利用者
りようしゃ

補助
ほじょ

・現 金
げんきん

給 付
きゅうふ

方 式
ほうしき

のもとでは、行 政
ぎょうせい

はサービスの費用
ひよう

さえ 給 付
きゅうふ

すればよいので、サービスの 提 供
ていきょう

については 責 任
せきにん

をもたない。

つまり、現 物
げんぶつ

給 付
きゅうふ

の措置
そ ち

制度
せいど

と比べて
く ら べ て

、公 的
こうてき

責 任
せきにん

が大 幅
おおはば

に 縮 小
しゅくしょう

される

の で あ る 。 障 害
しょうがい

が 重い
おもい

ほ ど 負担
ふたん

が 増える
ふ え る

こ の 仕組み
し く み

は 、 憲 法
けんぽう

違反
いはん

だ と

当事者
とうじしゃ

の怒り
いかり

は 集 中
しゅうちゅう

したのは 当 然
とうぜん

であり、それが 訴 訟
そしょう

に 発 展
はってん

し廃止
はいし

を

決 定 的
けっていてき

にする運 動
うんどう

の引き金
ひ き が ね

になったのは、当 然
とうぜん

のことといわなければなら

ない。  

 

【藤井
ふじい

委員
いいん

】  

○結 論
けつろん

 

 低 所 得
ていしょとく

の、または、 多
おお

くのサービスを 必 要
ひつよう

とする 障 害 者
しょうがいしゃ

の負担
ふたん

を増
ふ

や

す間違
まちが

った制度
せいど

であると 考
かんが

える。  

○理由
りゆう

 

 生
い

きていく 上
うえ

で必 要
ひつよう

なサービスに費用
ひよう

を一 律
いちりつ

に払
はら

わせるということは、

日 常
にちじょう

生 活
せいかつ

、社 会
しゃかい

生 活
せいかつ

に大
おお

きな経 済 的
けいざいてき

負担
ふたん

を与
あた

え、障 害
しょうがい

のない人
ひと

と 平
びょう

等
どう

な生 活
せいかつ

を送
おく

る権利
けんり

を侵
おか

害
がい

する。また、応 益
おうえき

負担
ふたん

は原理
げんり

として 障 害
しょうがい

によ

っ て 生 活
せいかつ

に 必 要
ひつよう

な サ ー ビ ス が 増
ふ

え る ほ ど 負担
ふたん

も 増
ふ

え る 制度
せいど

で あ っ た 。

障 害
しょうがい

の 社 会
しゃかい

モデルの 考
かんが

え 方
かた

から見
み

て 根 本 的
こんぽんてき

に間違
まちが

った制度
せいど

であるとい

える。  
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【藤 岡
ふじおか

委員
いいん

】  

○結 論
けつろん

 

 応 益
おうえき

負担
ふたん

は憲 法
けんぽう

違反
いはん

である。個人
こじん

の尊 厳
そんげん

（憲 法
けんぽう

１３条
１３じょう

），平 等 権
びょうどうけん

（憲 法
けんぽう

１４条
１４じょう

）， 生 存 権
せいぞんけん

（ 憲 法
けんぽう

２５条
２５じょう

）を 侵 害
しんがい

している。さらに、 障 害 者
しょうがいしゃ

権利
けんり

条 約
じょうやく

にも違反
いはん

している。  

○理由
りゆう

 

 障 害 者
しょうがいしゃ

にとって 社 会
しゃかい

参加
さんか

し自己
じ こ

実 現
じつげん

する権利
けんり

行使
こうし

（ 憲 法
けんぽう

1 3
１３

条
じょう

）の

前 提
ぜんてい

となる 自立
じりつ

支援
しえん

給 付
きゅうふ

や自立
じりつ

支援
しえん

医 療
いりょう

が、 応 益
おうえき

負担 となるこ とは、

生きる
い き る

こと自体
じたい

に課金
かきん

されることであり、 社 会
しゃかい

参加
さんか

し自己
じ こ

実 現
じつげん

する機会
きかい

を

奪われる
う ば わ れ る

ことである。  

 応 益
おうえき

負担
ふたん

制度下
ど し た で

では、 障 害 者
しょうがいしゃ

は費用
ひよう

負担
ふたん

をしなければ 社 会
しゃかい

参加
さんか

が実 現
じつげん

できないこととなり、 障 害
しょうがい

の無い
な い

人
ひと

が費用
ひよう

負担
ふたん

無く
な く

可能
かのう

なこと
な こ

と比較
ひかく

して、

自己
じ こ

の 責 任
せきにん

で は な い 障 害
しょうがい

ゆ え に 不合理
ふ ご う り

な 差別
さべつ

を 受けて
う け て

い る と い え 、

平 等 権
びょうどうけん

侵 害
しんがい

に当たる
あ た る

。  

 また 障 害 者
しょうがいしゃ

の大多数
だいたすう

が貧 困 層
ひんこんそう

である 現 状
げんじょう

、憲 法
けんぽう

は生 存
せいぞん

ライン
ら い ん

ぎりぎ

りではなく「 健 康
けんこう

で文化的
ぶんかてき

」な生 活
せいかつ

を保 障
ほしょう

していることからすれば、応 益
おうえき

負担
ふたん

は 障 害 者
しょうがいしゃ

に 「 健 康
けんこう

で 文化的
ぶんかてき

な 最 低
さいてい

限度
げんど

の 生 活
せいかつ

」 を 下回る
したまわる

生 活
せいかつ

を

強いる
し い る

もので、生 存 権
せいぞんけん

侵 害
しんがい

にもあたる。  

 応 益
おうえき

負担
ふたん

制度
せいど

は、 障 害
しょうがい

のある 人
ひと

が 他
ほか

の 者
もの

との 平 等
びょうどう

の 選 択
せんたく

の自由
じゆう

を

持って
も っ て

地域
ちいき

社 会
しゃかい

で生 活
せいかつ

する権利
けんり

を侵 害
しんがい

し、合理的
ごうりてき

配 慮
はいりょ

を尽くさない
つ く さ な い

もので

あって、権利
けんり

条 約
じょうやく

1 9
１９

条
じょう

、合理的
ごうりてき

配 慮
はいりょ

義務
ぎ む

（ 2
２

条
じょう

、 5
５

条
じょう

）に違反
いはん

する。  

 

【増田
ますだ

委員
いいん

】  

○結論  

 障 害
しょうがい

のゆえにかかる経費
けいひ

は 無 料
むりょう

とすることが 原 則
げんそく

である．自立
じりつ

支援
しえん

医 療
いりょう

についても 応 益
おうえき

の 考 え 方
かんがえかた

は改める
あらためる

べきである．また精神科
せいしんか

の 入 院
にゅういん

医 療
いりょう

についても含めて
ふ く め て

医療費
いりょうひ

の自己
じ こ

負担
ふたん

問 題
もんだい

を考える
かんがえる

必 要
ひつよう

がある．  

○理由
りゆう

 

 必 要
ひつよう

な支援
しえん

やサービス
さ ー び す

，補
ほ

装具
そうぐ

などを利用
りよう

することで他
た

の者
もの

との 平 等
びょうどう

が

担保
たんぽ

されるのである．そうした支援
しえん

やサービス
さ ー び す

を「益
えき

」とすることに大きな
お お き な
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誤 り
あやまり

があった．  

 

【三浦
みうら

委員
いいん

】  

○結論  

 障 害
しょうがい

の あ る 人
ひと

の 生 命
せいめい

と 生 活
せいかつ

の 維持
い じ

に 不可欠
ふ か け つ

で あ る 、 障 害
しょうがい

福祉
ふくし

サービス
さ ー び す

、補
ほ

装具
そうぐ

、自立
じりつ

支援
しえん

医 療
いりょう

について、これらを必 要
ひつよう

とすることを利益
りえき

とは言えない
い    

。また、各 種
かくしゅ

負担
ふたん

軽 減
けいげん

策
さく

等
とう

も講じられて
こう       

いるものの、支援
しえん

を

必 要
ひつよう

とすればするほど負担
ふたん

が重 く
おも  

なるという根 本 的
こんぽんてき

な考 え 方
かんが かた

に問 題
もんだい

があ

る 。 今後
こんご

、 障 害
しょうがい

の あ る 人
ひと

の 生 活
せいかつ

実 態
じったい

や 所 得
しょとく

保 障
ほしょう

制度
せいど

の 現 状
げんじょう

等
とう

を

踏まえつつ
ふ    

、現 実 的
げんじつてき

に負担
ふたん

可能
かのう

な仕組み
し く  

を 考 え る
かんが    

べき。  

○理由  

 必 要
ひつよう

な支援
しえん

を利益
りえき

と捉 え る
とら    

ことは問 題
もんだい

である。また、多 く
おお  

の支援
しえん

を必 要
ひつよう

とする 障 害
しょうがい

の 重 い
おも  

人 々
ひとびと

等
など

の 現 状
げんじょう

を踏まえる
ふ    

と、 就 労
しゅうろう

がきわめて困 難
こんなん

であることや、限られた
かぎ    

年 金
ねんきん

収 入
しゅうにゅう

等
とう

で生 活
せいかつ

している 現 状
げんじょう

を直 視
ちょくし

して、

負担
ふたん

のあ り 方
    かた

を 考 え る
かんが    

べきであると 思 う
おも  

ため。  

 

【光 増
みつます

委員
いいん

】  

○結 論
けつろん

 

 自立
じりつ

支援
しえん

給 付
きゅうふ

、自立
じりつ

支援
しえん

医 療
いりょう

も含
ふく

めて低 所 得 者
ていしょとくしゃ

（市 町
しちょう

村 民
そんみん

税
ぜい

非課税
ひ か ぜ い

）

は、応
おう

能
のう

負担
ふたん

にしかつ、 利 用 料
りようりょう

は 0円
えん

にすべきである。  

○理由
りゆう

 

 障 害
しょうがい

基礎
き そ

年 金
ねんきん

も含
ふく

めて所 得
しょとく

保 障
ほしょう

が尐
すく

ない中
なか

での負担
ふたん

は、するべきでな

い。  

 

【宮田
みやた

委員
いいん

】  

○結論  

① 一 般
いっぱん

医 療
いりょう

機関
きかん

に お け る 医療費
いりょうひ

と の 逆 転
ぎゃくてん

が 起こって
お こ っ て

い る 乳幼児期
にゅうようじき

の

医 療 型
いりょうがた

施設
しせつ

における医療費
いりょうひ

自己
じ こ

負担
ふたん

（応 益
おうえき

負担
ふたん

：障 害 児
しょうがいじ

施設
しせつ

医療費
いりょうひ

）の

廃止
はいし

が必 要
ひつよう

。  

② 成 長 期
せいちょうき

の補
ほ

装具
そうぐ

の 給 付
きゅうふ

のあり方
あ り か た

（短期間
たんきかん

での 再 作 製
さいさくせい

）を 検 討
けんとう

するとと
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もに、補
ほ

装具
そうぐ

や生 活
せいかつ

機器
き き

のリサイクル
り さ い く る

の仕組み
し く み

をつくる。また、幼 尐 期
ようしょうき

か

らの 電 動 車
でんどうくるま

いすの 給 付
きゅうふ

を可能
かのう

にする。  

○理由  

① 乳 幼 児
にゅうようじ

や 重 度
じゅうど

障 害 児
しょうがいじ

は、 一 般
いっぱん

医 療
いりょう

機関
きかん

では医療費
いりょうひ

がほぼ 無 料
むりょう

（ 重 度
じゅうど

障 害 児
しょうがいじ

等
など

医療費
いりょうひ

助 成
じょせい

・乳 幼 児
にゅうようじ

医療費
いりょうひ

助 成
じょせい

）であるにもかかわらず、施設
しせつ

での医療費
いりょうひ

は応 益
おうえき

負担
ふたん

になるという矛 盾
むじゅん

があるので、国
くに

事 業
じぎょう

・県
けん

事 業
じぎょう

の

垣根
かきね

を越えて
こ え て

これを是正
ぜせい

する必 要
ひつよう

がある。  

②乳幼児期
にゅうようじき

の補
ほ

装具
そうぐ

は、成 長
せいちょう

や 運 動 量
うんどうりょう

の関 係
かんけい

で使用
しよう

できなくなる期間
きかん

が

短 い
みじかい

。短期間
たんきかん

での作り変え
つ く り か え

を可能
かのう

にするとともに、安易
あんい

な作り替え
つ く り か え

を防止
ぼうし

し資源
しげん

を再利用
さいりよう

する 観 点
かんてん

からリサイクル
り さ い く る

の仕組み
し く み

を 積 極 的
せっきょくてき

に 検 討
けんとう

する

必 要
ひつよう

がある。また、幼 尐 期
ようしょうき

からの 積 極 的
せっきょくてき

な移動
いどう

手 段
しゅだん

の確保
かくほ

は、子ども
こ ど も

の 社 会 性
しゃかいせい

の 発 達
はったつ

に 有 益
ゆうえき

なものであるので、早期
そうき

の 電 動 車
でんどうくるま

いす 支 給
しきゅう

を

可能
かのう

にする。  

 

【森
もり

委員
いいん

】  

○結論  

 応 益
おうえき

負担
ふたん

を廃止
はいし

して、 応
おう

能
のう

負担
ふたん

制度
せいど

にかえるべきである。  

○理由  

 障 害 者
しょうがいしゃ

自立
じりつ

支援法
しえんほう

の 制 定
せいてい

により、これまでの措置
そ ち

制度
せいど

から利用
りよう

契 約
けいやく

制度
せいど

へと仕組み
し く み

が変
か

わったことは、 障 害 者
しょうがいしゃ

が受
う

ける支
し

援
えん

（サービス
さ ー び す

）と事
じ

業 者
ぎょうしゃ

が 提 供
ていきょう

する支援
しえん

（サービス
さ ー び す

）のあり方
かた

というものは、双 方
そうほう

が対 等
たいとう

な

立場
たちば

で契 約
けいやく

を結
むす

び、双 方
そうほう

が納
なっ

得
とく

してそれぞれその価格
かかく

で授 受
じゅじゅ

を 行
おこな

うとい

うものが本 来
ほんらい

のあるべき 姿
すがた

である。しかし、障 害 者
しょうがいしゃ

に、この原理
げんり

に対 応
たいおう

する 収 入
しゅうにゅう

（ 障 害
しょうがい

基礎
き そ

年 金
ねんきん

等
など

）が保 障
ほしょう

されない 現 況
げんきょう

を、 障 害
しょうがい

は周 囲
しゅうい

の無理解
む り か い

や 環 境
かんきょう

に 関
かん

する 障
しょう

壁
へき

から 生
しょう

じるとする 社 会
しゃかい

モデル
も で る

の定義
ていぎ

を

考
かんが

えた時
とき

、やはり 応 益
おうえき

負担
ふたん

ではなく、 応
おう

能
のう

負担
ふたん

とするべきである。  

 

【山 本
やまもと

委員
いいん

】  

○結 論
けつろん

 

 障 害
しょうがい

ゆえにかかる費用
ひよう

については原 則
げんそく

無料化
むりょうか

すべき  
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○理由
りゆう

 

 他
ほか

のものと 平 等
びょうどう

な人 権
じんけん

享 受
きょうじゅ

のためであるから  

 

【渡井
わたい

委員
いいん

】  

○結 論
けつろん

 

 応 益
おうえき

負担
ふたん

は廃止
はいし

すべき。  

○理由
りゆう

 

 障 害 者
しょうがいしゃ

の多
おお

くは 収 入
しゅうにゅう

が尐
すく

なく、経 済 的
けいざいてき

圧 迫
あっぱく

を強
し

いられているから。 
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論 点
ろんてん

G-1-2) 「応 益
おうえき

負担
ふたん

の廃止
はいし

」方 針
ほうしん

に 基
もと

づく、今年
ことし

4月
がつ

からの福祉
ふくし

サービス
さ ー び す

と補装具
ほ そ う ぐ

の軽 減
けいげん

措置
そ ち

についてどう評 価
ひょうか

するか？  

 

【伊澤
いざわ

委員
いいん

】  

○結論  

 軽 減
けいげん

措置
そ ち

に 対
たい

しては 一 定
いってい

の 評 価
ひょうか

をもつが、負担
ふたん

の廃止
はいし

が基本
きほん

であり、

条件付き
じょうけんつき

ではない「 応 益
おうえき

負担
ふたん

の廃止
はいし

」を実施
じっし

すべきである。  

○理由  

 軽 減
けいげん

策
さく

では応 益
おうえき

負担
ふたん

廃止
はいし

への道 筋
みちすじ

が明 確
めいかく

になっていない。「 応 益
おうえき

負担
ふたん

の

廃止
はいし

」方 針
ほうしん

に基
もと

づくのであれば「 軽 減
けいげん

措置
そ ち

」にする 必 要
ひつよう

もないという理屈
りくつ

である。  

 

【石 橋
いしばし

委員
いいん

】  

○結 論
けつろん

 

 補
たすく

装具
そうぐ

の負担
ふたん

軽 減
けいげん

策
さく

は、評 価
ひょうか

する。しかし、事 業 所 数
じぎょうしょすう

が増
ふ

えていない

ため、事 業 所
じぎょうしょ

の選 定
せんてい

が診 断
しんだん

機関
きかん

によって一 方 的
いっぽうてき

となっている。  

 

【氏
うじ

田
た

委員
いいん

】  

○結 論
けつろん

 

 経過
けいか

措置
そ ち

としては、 評 価
ひょうか

できる。  

○理由
りゆう

 

 応 益
おうえき

負担
ふたん

廃止
はいし

に向
む

けた一歩
いっぽ

と 評
ひょう

価
か

している。応
おう

能
のう

負担
ふたん

という 考
かんが

え 方
かた

に

転 換
てんかん

すべきである。  

 

【大久保
お お く ぼ

委員
いいん

】  

○結 論
けつろん

 

 今 般
こんぱん

の負担
ふたん

軽 減
けいげん

措置
そ ち

は妥当
だとう

と 考
かんが

える。障 害
しょうがい

基礎
き そ

年 金
ねんきん

の増 額
ぞうがく

等
とう

の所 得
しょとく

保 障
ほしょう

の 拡 充
かくじゅう

が 行
おこな

われないなかでは、負担
ふたん

軽 減
けいげん

措置
そ ち

を 強 化
きょうか

するしかない

と 考
かんが

える。  
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【岡部
おかべ

委員
いいん

】  

○結 論
けつろん

 

 法
ほう

改 正
かいせい

をまたずに 当 面
とうめん

の対 応
たいおう

を 行
おこな

ったことについては評 価
ひょうか

できる。  

 

【小澤
おざわ

委員
いいん

】  

○結 論
けつろん

 

 できれば、低 所 得 者
ていしょとくしゃ

だけでなく、 対 象
たいしょう

の拡 大
かくだい

を図
はか

るべきである。  

 

【河 崎
かわさき

（建
たつ

）委員
いいん

】  

○結 論
けつろん

 

 評 価
ひょうか

はするが、 新 法
しんぽう

では 応 能
おうのう

負担
ふたん

とし 低
てい

所 得
しょとく

者
しゃ

に対
たい

する 配 慮
はいりょ

を 行
おこな

う

べきである。  

 

【川 崎
かわさき

（洋
よう

）委員
いいん

】  

○結論  

 軽 減
けいげん

されたことは良い
よ い

こととはいえるが、 障
しょう

がい 者
しゃ

の福祉
ふくし

サービス
さ ー び す

と

舗装
ほそう

具
ぐ

に関して
か ん し て

は無 料
むりょう

とすべきである。  

○理由  

 現 在
げんざい

障
しょう

がい 者
しゃ

に対して
た い し て

、 適 切
てきせつ

な 所 得
しょとく

保 障
ほしょう

がされていない 状 況
じょうきょう

であ

る。  

 

【北 浦
きたうら

委員
いいん

】  

○結論  

 低 所 得
ていしょとく

利用者
りようしゃ

の負担
ふたん

の軽 減
けいげん

は、安 心
あんしん

してサービスを受
う

けられることとな

ったと評 価
ひょうか

している。  

○理由  

 今
いま

までの負 担 料
ふたんりょう

では、サービスを抑
よく

制
せい

せざるを得
え

ない 状
じょう

態
たい

にあった。  
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【近 藤
こんどう

委員
いいん

】  

○結 論
けつろん

 

 軽 減
けいげん

措置
そ ち

は評 価
ひょうか

できるが、「世帯
せたい

」の 収 入
しゅうにゅう

状 況
じょうきょう

によって、負担
ふたん

上 限
じょうげん

額
がく

を設 定
せってい

しているところに問 題
もんだい

がある。 障 害 者
しょうがいしゃ

本 人
ほんにん

の 収 入
しゅうにゅう

状 況
じょうきょう

の

みを基 準
きじゅん

とするべきである。  

○理由
りゆう

 

 障 害 者
しょうがいしゃ

で は 配 偶 者
はいぐうしゃ

、 障 害 児
しょうがいじ

で は 家族
かぞく

全 体
ぜんたい

の 収 入
しゅうにゅう

状 況
じょうきょう

で 負担
ふたん

上 限
じょうげん

額
がく

を設 定
せってい

することは、 徒
いたずら

に家族
かぞく

に負担
ふたん

を負
お 

わせるものであり、改 善
かいぜん

が必 要
ひつよう

である。  

 

【齋 藤
さいとう

委員
いいん

】  

○結論  

 まずは応 益
おうえき

負担
ふたん

の 撤 廃
てっぱい

に向
む

けて、 住 民 税
じゅうみんぜい

非課税
ひ か ぜ い

世帯
せたい

の無料化
むりょうか

を行
おこ

なっ

たことは評 価
ひょうか

する。  

 

【佐野
さ の

委員
いいん

】  

○結 論
けつろん

 

 低 所 得 者 層
ていしょとくしゃそう

への 応
おう

能
のう

負担
ふたん

が軽 減
けいげん

されたことは、 評 価
ひょうか

に 値
あたい

する。  

 また、補聴器
ほちょうき

は耳
みみ

かけ 形
かたち

を基 準
きじゅん

とすることと、新電波帯
しんでんぱたい

による FM補聴器
ほちょうき

(送信機
そうしんき

・受信機
じゅしんき

)が追加
ついか

されたことは、評 価
ひょうか

できる。反 面
はんめん

、補聴器
ほちょうき

給 付
きゅうふ

時
とき

におけるフィッティング 料 金
りょうきん

等
とう

が加味
か み

されておらず、アナログ機種
きしゅ

からデ

ジタル機種
きしゅ

移行
いこう

に 伴
ともな

う 調 整 料
ちょうせいりょう

・ 技 術 料
ぎじゅつりょう

を設 定
せってい

することが 必 要
ひつよう

である。 

 

【清水
しみず

委員
いいん

】  

○結論  

 よかった。  

○理由  

 応
おう

益
えき

負
ふ

担
たん

という 考
かんが

え方
かた

がなくなったから。  
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【末 光
すえみつ

委員
いいん

】  

○結 論
けつろん

 

 評 価
ひょうか

する。継 続
けいぞく

されるべきである。  

 

【田中
たなか

（伸
のぶ

）委員
いいん

】  

○結 論
けつろん

 

 一 定
いってい

の評 価
ひょうか

をすることができる。  

○理由
りゆう

 

 応 益
おうえき

負担
ふたん

廃止
はいし

の方 向
ほうこう

に沿
そ

った取
と

り組
く

みである。今後
こんご

も、障 害 者
しょうがいしゃ

の「個人
こじん

の 尊 厳
そんげん

」（ 憲 法
けんぽう

１３ 条
じょう

）の 保 障
ほしょう

とともに、 障 害 者
しょうがいしゃ

の「地域
ちいき

で 生 活
せいかつ

する

権利
けんり

」（ 障 害 者
しょうがいしゃ

権利
けんり

条 約
じょうやく

１９ 条
じょう

）を実 現
じつげん

するため、 障 害
しょうがい

当事者
とうじしゃ

の意見
いけん

を聞
き

き取
と

りながら、制度
せいど

の 充 実
じゅうじつ

をはかる 必 要
ひつよう

がある。  

 

【中 西
なかにし

委員
いいん

】  

○結 論
けつろん

 

 形 式 的
けいしきてき

な負担
ふたん

を課
か

すと言
い

うことで 国
くに

のサービス
さ ー び す

負担
ふたん

を 障 害 者
しょうがいしゃ

もできる

範囲
はんい

で 行
おこな

うという 論理
ろんり

を 通
とお

した 形
かたち

であるが、 もとも と 実 質 的
じっしつてき

な 国家
こっか

収 益
しゅうえき

が得
え

られないのであれば、 煩 雑
はんざつ

な 収 入 認 定 作 業
しゅうにゅうにんていさぎょう

など 給 付
きゅうふ

におけ

る 選 別
せんべつ

負担
ふたん

システム
し す て む

など 行 政
ぎょうせい

システム
し す て む

の無駄
む だ

を生
う

み出
だ

すだけに終
お

わった

自立
じりつ

支援法
しえんほう

の負担
ふたん

論議
ろんぎ

というのは 改
あらた

めて 考
かんが

え直
なお

す時期
じ き

にきている。  

○理由
りゆう

 

 障 害
しょうがい

当事者
とうじしゃ

に 対
たい

する 実 質 的
じっしつてき

なサービス
さ ー び す

を増
ふ

やし国家
こっか

の負担
ふたん

をへらすた

めには 障 害 者
しょうがいしゃ

の負担
ふたん

を増
ふ

やすより、アセスメント
あ せ す め ん と

や 収 入
しゅうにゅう

認 定
にんてい

制度
せいど

など

の業 務
ぎょうむ

を簡 略 化
かんりゃくか

して、実 質 的
じっしつてき

なサービス
さ ー び す

提 供
ていきょう

にその費用
ひよう

を回
まわ

すべきであ

る。  

 

【中 原
なかはら

委員
いいん

】  

○結 論
けつろん

 

 実 質 的
じっしつてき

な応 能
おうのう

負担
ふたん

化
か

として 評 価
ひょうか

はするが、 法 律
ほうりつ

（理念
りねん

）としては 応 益
おうえき

負担
ふたん

のままであることから、 新 法
しんぽう

制 定
せいてい

の際
さい

には 条 文
じょうぶん

の見直
みなお

しが必 要
ひつよう

。  
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【西 滝
にしたき

委員
いいん

】  

○結 論
けつろん

   

①  軽 減
けいげん

措置
そ ち

も 原 則
げんそく

は応
おう

益
えき

負担
ふたん

であり、 本 来
ほんらい

は 応
おう

益
えき

負担
ふたん

を廃
はい

止
し

すべきで

あるが、軽 減
けいげん

措置
そ ち

は 緊 急 的
きんきゅうてき

な措置
そ ち

として一 定
いってい

の評 価
ひょうか

はできる。  

○理由
りゆう

  

①  入 所
にゅうしょ

施設
しせつ

支援
しえん

と、 就 労
しゅうろう

移行
いこう

支援
しえん

及
およ

び生 活
せいかつ

介護
かいご

を 行
おこな

う多機能型
たきのうがた

の 1

施設
しせつ

を例
れい

にとれば、これまで７０００ 円
えん

から２４０００円
えん

の利用者
りようしゃ

負担
ふたん

で

あったのが、軽 減
けいげん

措置後
そ ち ご

は利用者
りようしゃ

全 員
ぜんいん

利用
りよう

負担
ふたん

が０円
えん

となった。  

 

【野原
のはら

委員
いいん

】  

○結 論
けつろん

 

 緊 急
きんきゅう

措置
そ ち

としては 当 然
とうぜん

のことですが、負担
ふたん

上 限
じょうげん

までは事 実 上
じじつじょう

「 応 益
おうえき

負担
ふたん

」が残
のこ

っており、 現 行
げんこう

制度
せいど

のような 粗
あら

い負担
ふたん

上 限
じょうげん

区分
くぶん

では不 十 分
ふじゅうぶん

で

す。「 限
かぎ

りなく応 益
おうえき

負担
ふたん

の廃止
はいし

に近
ちか

づける」というなら、無料化
むりょうか

の 対 象
たいしょう

を

もっと広
ひろ

げ、「 中 間
ちゅうかん

所 得 層
しょとくそう

」に対
たい

する負担
ふたん

をさらに軽 減
けいげん

すべきです。  

○理由
りゆう

 

 今 回
こんかい

の無料化
むりょうか

は低 所 得 層
ていしょとくそう

（低 所 得
ていしょとく

１、低 所 得
ていしょとく

２）に限
かぎ

られた措置
そ ち

であ

り、市 町
しちょう

村 民
そんみん

税
ぜい

課税
かぜい

世帯
せたい

（ 中 間
ちゅうかん

所 得 層
しょとくそう

）に対
たい

しては 上 限
じょうげん

額
がく

の軽 減
けいげん

策
さく

は

ありません。難 病
なんびょう

をもつ 障 害 者
しょうがいしゃ

は 就 労
しゅうろう

ができない人
ひと

たちも多
おお

く、現 行
げんこう

の 経 済 的
けいざいてき

負担
ふたん

は「 命
いのち

を 守
まも

る政治
せいじ

」に 逆 行
ぎゃっこう

し、「 弱 者
じゃくしゃ

切
き

り捨
す

て」と言
い

わ

ざるをえません。先 天 性
せんてんせい

疾 患
しっかん

は医学
いがく

の進歩
しんぽ

により成人期
せいじんき

を迎
むか

えられる患 者
かんじゃ

が多
おお

くなりました。 重 症 化
じゅうしょうか

、再 発
さいはつ

、 合 併 症
がっぺいしょう

などへの医 療
いりょう

保 障
ほしょう

が不可欠
ふ か け つ

であり自立
じりつ

、社 会
しゃかい

参加
さんか

にむけて軽 減
けいげん

措置
そ ち

は喫 緊
きっきん

の課題
かだい

です。  

 

【 東 川
ひがしがわ

委員
いいん

】  

○結 論
けつろん

 

 評 価
ひょうか

はするが、あくまでも 暫 定
ざんてい

措置
そ ち

であり、根 本
こんぽん

の法
ほう

規定
きてい

が応
おう

益
えき

負担
ふたん

の

ままであることに大
おお

きな問 題
もんだい

がある。  

 



21 

 

【福井
ふくい

委員
いいん

】  

○結 論
けつろん

 

 廃止
はいし

の方 針
ほうしん

をとっても、まだ 今
いま

は実施
じっし

に至っ
いたっ

ておらず、 現 実
げんじつ

には「自立
じりつ

支援法
しえんほう

」の下
もと

で、多く
おおく

の 障 害 者
しょうがいしゃ

と家族
かぞく

が、困 難
こんなん

な生 活
せいかつ

を余儀なく
よ ぎ な く

されて

いる。最 も
もっとも

大 変
たいへん

である 低 所 得 者
ていしょとくしゃ

の利用者
りようしゃ

負担
ふたん

を無 料
むりょう

にしたのは 当 然
とうぜん

のこ

とであり、今後
こんご

も 一 般
いっぱん

の 人
ひと

などさらに 対 象
たいしょう

を拡げた
ひ ろ げ た

経過
けいか

措置
そ ち

を講じて
こ う じ て

、

尐し
すこし

でも負担
ふたん

の軽 減
けいげん

をはかるべきである。  

○理由
りゆう

 

 「自立
じりつ

支援法
しえんほう

」の根 幹
こんかん

をなす問 題 点
もんだいてん

であり、部分
ぶぶん

改 善
かいぜん

とはいえ、応 益
おうえき

負担
ふたん

を 解 消
かいしょう

していく第
だい

一
いち

歩
ぽ 

である。  

 

【藤井
ふじい

委員
いいん

】  

○結 論
けつろん

 

 評 価
ひょうか

する。さらに、 一 般
いっぱん

世帯
せたい

となった場合
ばあい

、一 割
いちわり

負担
ふたん

となることににつ

いては、 低 所 得
ていしょとく

２の 人
ひと

とのバランスから手
て

元 金
もときん

が 低 所 得
ていしょとく

２を 下 回
したまわ

らない

軽 減
けいげん

策
さく

が必 要
ひつよう

。  

○理由
りゆう

 

 上 記
じょうき

の 通
とお

り 問 題
もんだい

のある 応 益
おうえき

負担
ふたん

制度
せいど

については、 法
ほう

改 正
かいせい

を待
ま

つまでも

無
な

く 早 急
さっきゅう

に改 善
かいぜん

すべきだからであり、ボーダーライン 層
そう

への配 慮
はいりょ

も求
もと

め

られるから。  

 

【藤 岡
ふじおか

委員
いいん

】  

○結 論
けつろん

 

 あくまで過渡的
か と て き

な措置
そ ち

にすぎない。「応 益
おうえき

負担
ふたん

の廃止
はいし

」が実 現
じつげん

されるべき

である。  

○理由
りゆう

 

 軽 減
けいげん

措置
そ ち

が採られた
と ら れ た

とはいえ、 応 益
おうえき

負担
ふたん

制度
せいど

は残って
の こ っ て

おり、 低 所 得 者
ていしょとくしゃ

以外
いがい

の利用者
りようしゃ

については「福祉
ふくし

サービス
さ ー び す

」の利用
りよう

や補
ほ

装具
そうぐ

の 受 給
じゅきゅう

の 際
さい

に

自己
じ こ

負担
ふたん

を求められる
も と め ら れ る

以 上
いじょう

、現 在
げんざい

の制度
せいど

は憲 法
けんぽう

違反
いはん

である。  

 障
しょう

がいのある 人
ひと

は「福祉
ふくし

サ
さ

ービス
び す

」を利用
りよう

したり補装具
ほ そ う ぐ

を使用
しよう

すること
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によって初めて
は じ め て

障
しょう

がいのない 人
ひと

と 同 様
どうよう

に 日 常
にちじょう

生 活
せいかつ

を送る
おくる

ことができた

り社 会
しゃかい

参加
さんか

が可能
かのう

になったりするのであるから、「福祉
ふくし

サービス
さ ー び す

」や補
ほ

装具
そうぐ

に

ついては公 的
こうてき

に保障されるべきである。  

 特
とく

に現 在
げんざい

、補
ほ

装具
そうぐ

については、一 定
いってい

の基
き

準 額
じゅんがく

以 上
いじょう

の金 額
きんがく

のものを希望
きぼう

すると、基
き

準 額
じゅんがく

以 上
いじょう

については全 額
ぜんがく

自己
じ こ

負担
ふたん

となってしまう。そのため、

一人
ひとり

ひとりにあった補
ほ

装具
そうぐ

の利用
りよう

が 困 難
こんなん

となるケース
け ー す

がある（例えば
た と え ば

、脳
のう

脊 髄
せきずい

液
えき

減 尐 症
げんしょうしょう

の た め 揺れ
ゆ れ

の 尐ない
す く な い

電 動 車
でんどうくるま

い す が 必 要
ひつよう

で あ る が 、基
き

準 額
じゅんがく

を超えて
こ え て

しまうために 別
べつ

の 車
くるま

いすを利用
りよう

せざるを得なく
せ ざ る を え な く

なるケース
け ー す

などが想 定
そうてい

できる）が、このような状況は速やかに解消されなければならな

い。  

 

【増田
ますだ

委員
いいん

】  

○結論  

 新 法
しんほう

が 制 定
せいてい

されるまでの 緊 急 的
きんきゅうてき

な措置
そ ち

としては 必 要
ひつよう

で， 新 法
しんほう

が制 定
せいてい

されるまでの 間
あいだ

継 続
けいぞく

していく必 要
ひつよう

がある．また，今 回
こんかい

の 対 象
たいしょう

から外れて
は ず れ て

しまっている人
ひと

の中
なか

に重い
おもい

負担
ふたん

を負って
お っ て

いる人
ひと

もおり，その 実 態
じったい

を把握
はあく

し，

早 急
そうきゅう

に対 策
たいさく

を行 う
おこなう

必 要
ひつよう

がある．  

○理由
りゆう

 

 低 所 得
ていしょとく

の人
ひと

の負担
ふたん

がゼロ
ぜ ろ

になったことは 評 価
ひょうか

するが，障 害
しょうがい

ゆえに必 要
ひつよう

な支援
しえん

を受ける
う け る

際
さい

に自己
じ こ

負担
ふたん

している 状 況
じょうきょう

は予算
よさん

措置
そ ち

などで早く
はやく

解 消
かいしょう

する必 要
ひつよう

がある．  

 

【三浦
みうら

委員
いいん

】  

○結論  

 軽 減
けいげん

措置
そ ち

により、地域
ちいき

で生 活
せいかつ

する多 く
おお  

の 障 害
しょうがい

のある人
ひと

の負担
ふたん

の緩和
かんわ

に

つながっているものと 評 価
ひょうか

できる。ただし、 同 様
どうよう

のサービス
さ ー び す

を利用
りよう

してい

る場合
ばあい

においても、 一 般
いっぱん

世帯
せたい

とその他
  た

の世帯
せたい

（無 料
むりょう

）との差異
さ い

について、

利用者間
りようしゃかん

に不公平感
ふこうへいかん

が 生 じ て
しょう    

いることは否めない
いな     

。  

 今後
こんご

の 制度
せいど

構 築
こうちく

においては 、 各 種
かくしゅ

負担
ふたん

軽 減
けいげん

措置
そ ち

が 複 雑
ふくざつ

になっ ている

現 状
げんじょう

を見直し
みなお  

、 応
おう

能
のう

負担
ふたん

を 原 則
げんそく

としつつ可能
かのう

な 限 り
かぎ  

シンプル
し ん ぷ る

な負担
ふたん

の
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仕組み
し く  

とするべきである。  

○理由  

 地域
ちいき

で生 活
せいかつ

する 障 害
しょうがい

のある人
ひと

の 現 状
げんじょう

をみると、現 在
げんざい

の所 得
しょとく

保 障
ほしょう

等
とう

の

みでは、常 に
つね  

厳 し い
きび    

生 活
せいかつ

を送 っ て
おく    

いるため、軽 減
けいげん

措置
そ ち

は必 要
ひつよう

不可欠
ふ か け つ

であ

る。また、利用者
りようしゃ

、事
じ

業 者
ぎょうしゃ

、市 町 村
しちょうそん

行 政
ぎょうせい

等
とう

が、複 雑
ふくざつ

な負担
ふたん

（軽 減
けいげん

）の

仕組み
し く  

をより分かりやすく
わ     

することを求めて
もと   

いるものと 考 え る
かんが    

ため。  

 

【光 増
みつます

委員
いいん

】  

○結 論
けつろん

 

 評 価
ひょうか

する。しかし、補装具
ほ そ う ぐ

は 所 得
しょとく

保 障
ほしょう

を 前 提
ぜんてい

に自己
じ こ

負担
ふたん

をして自分
じぶん

で

必 要
ひつよう

なものを選
えら

べるようにすべき。  

○理由
りゆう

 

 低 所 得 者
ていしょとくしゃ

の 利 用 料
りようりょう

負担
ふたん

が 軽 減
けいげん

されることは 望
のぞ

ましいが、自己
じ こ

負担
ふたん

がな

いことにより質
しつ

がよいから 高 額
こうがく

とは限
かぎ

らず、質
しつ

が悪
わる

くても 同
おな

じ額
がく

になって

いる。障 害 者
しょうがいしゃ

も一 律
いちりつ

無 料
むりょう

ということで、質
しつ

を 考
かんが

えて選
えら

ぶということが身
み

についていないことが多
おお

い。  

 

【森
もり

委員
いいん

】  

○結論  

 一 定
いってい

の評 価
ひょうか

に 値
あたい

する。また、自立
じりつ

支援
しえん

医 療
いりょう

に関
かん

する 軽
けい

減
げん

措
そ

置
ち

を含
ふく

め、

応
おう

能
のう

負担
ふたん

制度
せいど

への早期
そうき

実 現
じつげん

を強
つよ

く願
ねが

うものである。  

○理由  

 今 回
こんかい

の措置
そ ち

は軽 減
けいげん

措置
そ ち

であり、応 益
おうえき

負担
ふたん

制度
せいど

にはなっていない。  

 

【渡井
わたい

委員
いいん

】  

○結 論
けつろん

 

 評 価
ひょうか

する。  

○理由
りゆう

 

 G-1-1 の理由
りゆう

と同
おな

じ。  
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論 点
ろんてん

G-1-3) 基本
きほん

合意
ごうい

でも「当 面
とうめん

の 重 要
じゅうよう

な課題
かだい

」とされている自立
じりつ

支援
しえん

医 療
いりょう

に関
かん

する軽 減
けいげん

措置
そ ち

についてどう 考
かんが

えるか？  

 

【荒井
あらい

委員
いいん

】  

○結 論
けつろん

 

 現 行
げんこう

の負担
ふたん

軽 減
けいげん

策
さく

措置
そ ち

の効果
こうか

等
とう

を 十 分
じゅうぶん

検 証
けんしょう

の上
うえ

、低 所 得 者
ていしょとくしゃ

において

も必 要
ひつよう

な医 療
いりょう

を継 続
けいぞく

して利用
りよう

できるよう、利用者
りようしゃ

負担
ふたん

額
がく

の軽 減
けいげん

を 行
おこな

うこ

と や 自立
じりつ

支援
しえん

医療費
いりょうひ

と 障 害
しょうがい

福祉
ふくし

サービス費
さ ー び す ひ

と の 合 算
がっさん

に よ る 負担
ふたん

上 限
じょうげん

月 額
げつがく

の設 定
せってい

などを 検 討
けんとう

する必 要
ひつよう

がある。  

○理由
りゆう

 

 自立
じりつ

支援
しえん

医 療
いりょう

が 障 害
しょうがい

の 状 態
じょうたい

の軽 減
けいげん

を図
はか

り、 障 害 者
しょうがいしゃ

が自立
じりつ

して生 活
せいかつ

を送
おく

るために必 要
ひつよう

な医 療
いりょう

であるため。  

 

【伊澤
いざわ

委員
いいん

】  

○結論  

 応 益
おうえき

（応
おう

能
のう

でも）負担
ふたん

の必 要
ひつよう

はない。  

○理由  

 軽 減
けいげん

策
さく

では応 益
おうえき

負担
ふたん

廃止
はいし

への道 筋
みちすじ

が明 確
めいかく

になっていない。障 害
しょうがい

を有
ゆう

す

ることによって不自由
ふ じ ゆ う

なことは 国
くに

の 責 任
せきにん

で 社 会
しゃかい

保 障
ほしょう

として 対 応
たいおう

するべき

で、 本 人
ほんにん

の負担
ふたん

にすべきでない。また負担
ふたん

を回避
かいひ

するために精神科
せいしんか

医 療
いりょう

か

ら 遠
とお

のくことにメリット
め り っ と

はない。場合
ばあい

によってはさらに 病 状
びょうじょう

の悪化
あっか

にも

つながり、社 会
しゃかい

との 関 係
かんけい

を途絶
とぜつ

させ、孤立
こりつ

、社 会 的
しゃかいてき

無支援
む し え ん

＝重度化
じゅうどか

に 陥
おちい

る

恐
おそ

れがある。 受 診
じゅしん

、 通 院
つういん

医 療
いりょう

利用
りよう

のインセンティブ
い ん せ ん て ぃ ぶ

確保
かくほ

の 観 点
かんてん

から自立
じりつ

支援
しえん

医 療
いりょう

は負担
ふたん

ゼロ
ぜ ろ

が基本
きほん

 

 

【石 橋
いしばし

委員
いいん

】  

○結 論
けつろん

 

 １ 割
わり

負担
ふたん

を 前 提
ぜんてい

としている。何故
な ぜ

１ 割
わり

なのかの議論
ぎろん

が 必 要
ひつよう

だが、 軽 減
けいげん

措置
そ ち

は 評
ひょう

価
あたい

する。  

 また、医 療
いりょう

保険
ほけん

制度
せいど

の絡
から

みもあり、利用者
りようしゃ

にとっては複 雑
ふくざつ

な制度
せいど

と思
おも

わ
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れる。 障 害 者
しょうがいしゃ

本 人
ほんにん

にとっての 最 適
さいてき

な 医 療
いりょう

を 確 実
かくじつ

に 提 供
ていきょう

できる 体 制
たいせい

が

必 要
ひつよう

であり、負担
ふたん

だけが課題
かだい

ではない。  

○理由
りゆう

 

 包 括 的
ほうかつてき

な医 療
いりょう

支援
しえん

制度
せいど

を創 設
そうせつ

すべきである。医 療
いりょう

・福祉
ふくし

・ 教 育
きょういく

その他
た

が横 断 的
おうだんてき

な連 携
れんけい

体 制
たいせい

がとれるもので、その為
ため

には制度的
せいどてき

、財 政 的
ざいせいてき

な支援
しえん

が

必 要
ひつよう

と 考
かんが

える。  

 

【氏
うじ

田
た

委員
いいん

】  

○結 論
けつろん

 

 軽 減
けいげん

措置
そ ち

が 早 急
さっきゅう

に必 要
ひつよう

である。  

○理由
りゆう

 

 基礎
き そ

年 金
ねんきん

の 増 額
ぞうがく

等
とう

の 本 人
ほんにん

の 所 得
しょとく

保 障
ほしょう

の 充 実
じゅうじつ

がないと医療費
いりょうひ

負担
ふたん

は

困 難
こんなん

である。 薬
くすり

を飲
の

まない人
ひと

が出
で

ているなど、負担増
ふたんぞう

は生 存 権
せいぞんけん

や生 活 権
せいかつけん

を 脅
おびや

かす危険性
きけんせい

がある。入 所
にゅうしょ

施設
しせつ

でも低 所 得 層
ていしょとくそう

において負担
ふたん

が大
おお

きくな

っている 現 状
げんじょう

がある。  

 

【大久保
お お く ぼ

委員
いいん

】  

○結 論
けつろん

 

 現 在
げんざい

、自立
じりつ

支援法
しえんほう

の枠組
わくぐ

みに位置
い ち

づけられているところからも、自立
じりつ

支援
しえん

医 療
いりょう

についても 軽 減
けいげん

措置
そ ち

を 講
こう

ずることが 求
もと

められると 考
かんが

える。また、

利用者
りようしゃ

負担
ふたん

上 限
じょうげん

額
がく

の 設 定
せってい

の 中
なか

に自立
じりつ

支援
しえん

医 療
いりょう

も 合
がっ

算
さん

することが 望
のぞ

まし

いと 考
かんが

える。  

 特
とく

に育 成
いくせい

医 療
いりょう

については、子
こ

どもの 発 達
はったつ

保 障
ほしょう

の観 点
かんてん

から、低 所 得 層
ていしょとくそう

の

負担
ふたん

無償化
むしょうか

のみならず、中 間
ちゅうかん

所 得 層
しょとくそう

の負担
ふたん

軽 減
けいげん

を強 化
きょうか

すべきと 考
かんが

える。 

○理由
りゆう

 

 育 成
いくせい

医 療
いりょう

については、子
こ

どもの発 達
はったつ

を最 大 限
さいだいげん

図
はか

る観 点
かんてん

からも、より多
おお

くの子
こ

どもが 適 切
てきせつ

な 医 療
いりょう

を受
う

けられるようにする 必 要
ひつよう

があると 考
かんが

える。

なお、今後
こんご

、医 療
いりょう

サービスを 総 合
そうごう

福祉法
ふくしほう

（仮 称
かしょう

）でどのように 扱
あつか

うかは、

さらに検 討
けんとう

が必 要
ひつよう

と 考
かんが

える。  
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【岡部
おかべ

委員
いいん

】  

○結 論
けつろん

 

 福祉
ふくし

サービスと 補
たすく

装具
そうぐ

と同 等
どうとう

の軽 減
けいげん

措置
そ ち

が来 年
らいねん

予算
よさん

措置
そ ち

される必 要
ひつよう

が

ある。  

 

【小澤
おざわ

委員
いいん

】  

○結 論
けつろん

 

 福祉
ふくし

サービス
さ ー び す

と補
ほ

装具
そうぐ

の 軽 減
けいげん

措置
そ ち

に 準
じゅん

ずる 対 策
たいさく

を 講
こう

じるべきである。

特
とく

に、 精 神 障
せいしんしょう

がいのある 人
ひと

にとって、もっとも 重 要
じゅうよう

な施策
しさく

である。  

 

【河 崎
かわさき

（建
たつ

）委員
いいん

】  

○結論  

 自立
じりつ

支援
しえん

医 療
いりょう

に係
かか

る利用
りよう

者
しゃ

負担
ふたん

については廃止
はいし

すべきである。  

○理由  

 精 神
せいしん

障 害 者
しょうがいしゃ

の通 院
つういん

医 療
いりょう

の継 続
けいぞく

を担保
たんぽ

する視点
してん

から当 然
とうぜん

である。  

 

【川 崎
かわさき

（洋
よう

）委員
いいん

】  

○結論  

 現 在
げんざい

各 県
かくけん

、市 町 村
しちょうそん

で実施
じっし

されている重 度
じゅうど

心 身
しんしん

障 害 者
しょうがいしゃ

医療費
いりょうひ

助 成
じょせい

制度
せいど

を統 一
とういつ

し、国
くに

の制度
せいど

として再 構 築
さいこうちく

すべきである。  

○理由  

 精 神 障
せいしんしょう

がいの 入 院
にゅういん

医療費
いりょうひ

は３割
３わり

負担
ふたん

のままである。また各自治体
かくじちたい

での

障 害 者
しょうがいしゃ

医療費
いりょうひ

助 成
じょせい

の制度
せいど

の内 容
ないよう

にもバラつき
ば ら つ き

がある。これを 国
くに

の制度
せいど

と

して統 一
とういつ

し、 障 害
しょうがい

別
べつ

の格差
かくさ

をなくすべきと考える
かんがえる

。  

 

【倉田
くらた

委員
いいん

】  

○結 論
けつろん

 

 自立
じりつ

支援
しえん

医 療
りょうに

については医療費
いりょうひ

負担
ふたん

の適正化
てきせいか

の 観 点
かんてん

から、 一 定
いってい

の 患 者
かんじゃ

負担
ふたん

は維持
い じ

すべきと 考 え る
かんが   

。  

○
 

理由
りゆう
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 定 率
ていりつ

負担
ふたん

を基本
きほん

とする 医 療
いりょう

制度
せいど

であるが、自立
じりつ

支援
しえん

医 療
いりょう

の適用後
てきようご

には

医療費
いりょうひ

の負担
ふたん

割 合
わりあい

を 軽 減
けいげん

させつつ、 患 者
かんじゃ

本 人
ほんにん

の課税
かぜい

状 況
じょうきょう

に応じた
お う   

負担
ふたん

上 限
じょうげん

額
がく

を設けて
も う   

おり、 応
おう

能
のう

負担
ふたん

制度化
せ い ど か

はされている。  

 これ 以 上
いじょう

の医療費
いりょうひ

の負担
ふたん

軽 減
けいげん

は、 定 率
ていりつ

負担
ふたん

を 原 則
げんそく

とする 医 療
いりょう

制度
せいど

にお

いて 患 者
かんじゃ

負担
ふたん

に不均衡
ふきんこう

を生じる
しょうじる

ため、さらなる利用者
りようしゃ

負担
ふたん

の措置
そ ち

を講じる
こう   

必 要
ひつよう

はないと考 え る
かんが   

。  

 

【近 藤
こんどう

委員
いいん

】  

○結 論
けつろん

 

 低
てい

所 得
しょとく

者
しゃ

の負担
ふたん

がなくなるような軽 減
けいげん

措置
そ ち

を講
こう

ずるべきである。  

○理由
りゆう

 

 継 続
けいぞく

し医 療
いりょう

を受
う 

けなければならない場合
ばあい

、そのための負担
ふたん

は大 変
たいへん

大
おお

きい。

医 療
いりょう

費
ひ 

が払
はら

えないために、 治 療
ちりょう

できないという事態
じたい

は避
さ 

けるべきである。  

 

【齋 藤
さいとう

委員
いいん

】  

○結論  

 予 算 上
よさんじょう

の問 題
もんだい

で自立
じりつ

支援
しえん

医 療
いりょう

のみが置
お

き去
ざ

りにされたのであるが、当 面
とうめん

の 対 策
たいさく

としてすみやかに自立
じりつ

支援
しえん

給 付
きゅうふ

と 同 様
どうよう

の 軽 減
けいげん

措置
そ ち

をとるべきであ

る。  

 

【佐野
さ の

委員
いいん

】  

○結 論
けつろん

 

 実施
じっし

すべきである。  

 

【清水
しみず

委員
いいん

】  

○結論  

 早
はや

くしないといけない。  

○理由  

 不安
ふあん

な気
き

持
も

ちでとても生
い

きづらい 状
じょう

況
きょう

におかれている 方
かた

の不安
ふあん

をでき

るだけ早
はや

く軽
けい

減
げん

しないといけない。  
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【末 光
すえみつ

委員
いいん

】  

○結 論
けつろん

 

 軽 減
けいげん

措置
そ ち

が継 続
けいぞく

されるべきである。  

 

【田中
たなか

（伸
のぶ

）委員
いいん

】  

○結 論
けつろん

 

 継 続
けいぞく

すべきである。  

○理由
りゆう

 

 特
とく

に、利用
りよう

の多
おお

い 精 神
せいしん

通 院
つういん

医 療
いりょう

に対
たい

して「軽 減
けいげん

措置
そ ち

」が継 続
けいぞく

されるこ

とは、「地域
ちいき

で生 活
せいかつ

する権利
けんり

」を実質化
じっしつか

することにつながる。  

 

【中 西
なかにし

委員
いいん

】  

○結 論
けつろん

 

 障 害 者
しょうがいしゃ

に関
かん

する負担
ふたん

はゼロ
ぜ ろ

にすべきである。  

○理由
りゆう

 

 自立
じりつ

支援
しえん

医 療
いりょう

は 障 害 者
しょうがいしゃ

にとって非 常
ひじょう

な負担
ふたん

となっている。医療費
いりょうひ

で 7

万 円
まんえん

、介 助
かいじょ

サービス
さ ー び す

の自己
じ こ

負担
ふたん

で 3万 円
まんえん

7千 円
せんえん

、補
ほ

装具
そうぐ

の給 付
きゅうふ

でさらに自己
じ こ

負担分
ふたんぶん

3万 円
まんえん

を負担
ふたん

させられている例
れい

もあり、これは 生 活
せいかつ

を 圧 迫
あっぱく

している

ことは明
めい

かである。  

 

【中 原
なかはら

委員
いいん

】  

○結 論
けつろん

 

 現 状
げんじょう

の自立
じりつ

支援
しえん

給 付
きゅうふ

（福祉
ふくし

サービス
さ ー び す

、補
ほ

そう具
ぐ

)と同 等
どうとう

の負担
ふたん

軽 減
けいげん

策
さく

が

必 要
ひつよう

。  

 また、 障 害 者
しょうがいしゃ

の医 療
いりょう

費
ひ

制度
せいど

が複 雑
ふくざつ

とならないように、 推 進
すいしん

会議
かいぎ

のもと

に発 足
ほっそく

する「医 療
いりょう

」の合 同
ごうどう

作 業
さぎょう

チーム
ち ー む

において、重 度
じゅうど

障 害 者
しょうがいしゃ

医 療
いりょう

費
ひ

助 成
じょせい

制度
せいど

なども含
ふく

めた総 合 的
そうごうてき

な検 討
けんとう

が必 要
ひつよう

である。  

○理由
りゆう

 

 障 害
しょうがい

ゆえに医 療
いりょう

機
き

関
かん

を継 続 的
けいぞくてき

に利用
りよう

しなければならない 人
ひと

も多くいる
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ことから、過重な 医 療
いりょう

費
ひ

負担
ふたん

とならないような負担
ふたん

軽 減
けいげん

措置
そ ち

が必 要
ひつよう

である

が、国民への説明と理解を得る 必 要
ひつよう

がある。  

 

【西 滝
にしたき

委員
いいん

】  

○結 論
けつろん

  

①  自立
じりつ

支援
しえん

医 療
いりょう

も、福祉
ふくし

サービス
さ ー び す

、補
ほ

装具
そうぐ

に 対
たい

する 軽 減
けいげん

措置
そ ち

と 同 様
どうよう

、

緊 急 的
きんきゅうてき

な措置
そ ち

として実施
じっし

すべきである。  

○理由
りゆう

 

 自立
じりつ

支援
しえん

医 療
いりょう

は補
ほ

装具
そうぐ

同 様
どうよう

に 障 害
しょうがい

を軽 減
けいげん

するものであり自己
じ こ

負担
ふたん

はな

じまない。  

 

【野原
のはら

委員
いいん

】  

○結 論
けつろん

 

 不 十 分
ふじゅうぶん

な 緊
みしと

急 対 策
きゅうたいさく

（負担
ふたん

軽 減
けいげん

措置
そ ち

）ですが、今年度
こんねんど

の予算
よさん

策
さく

定時
ていじ

に、

そこからも自立
じりつ

支援
しえん

医 療
いりょう

に 関
かん

する 軽 減
けいげん

措置
そ ち

が 除
じょ

外
がい

されたことは、 医 療
いりょう

を

伴
ともな

う 障 害
しょうがい

をもつ 難 病
なんびょう

・ 慢 性
まんせい

疾 患
しっかん

患 者
かんじゃ

にとって 許
ゆる

し 難
がた

いことです。

低 所 得 層
ていしょとくそう

の無料化
むりょうか

は最 低 限
さいていげん

、来年度
らいねんど

予算
よさん

では当 然
とうぜん

のこと、補正
ほせい

予算
よさん

を組
く

ん

ででも 早 急
さっきゅう

に実施
じっし

されるべきです。合
あ

わせて、自立
じりつ

支援
しえん

医 療
いりょう

（更 生
こうせい

医 療
いりょう

）

には自立
じりつ

支援
しえん

給 付
きゅうふ

や 育 成
いくせい

医 療
いりょう

同 様
どうよう

に 中 間
ちゅうかん

所 得 層
しょとくそう

への負担
ふたん

上 限
じょうげん

を 設
もう

け

るべきです。  

○理由
りゆう

 

 医療費
いりょうひ

の負担
ふたん

は、かかった 医 療
いりょう

機関
きかん

への保険
ほけん

適 用 分
てきようぶん

の支払
しはら

い（３ 割
わり

負担
ふたん

）

以外
いがい

にも、差額
さがく

ベッド 代
だい

に 代 表
だいひょう

される保険外
ほけんがい

負担
ふたん

費用
ひよう

、また 遠
とお

くの 専 門
せんもん

医 療
いりょう

機関
きかん

まで行
い

くための交通費
こうつうひ

や、付
つ

き添
そ

う家族
かぞく

等
とう

のための滞在費
たいざいひ

などを

あわせると、高 額
こうがく

の費用
ひよう

負担
ふたん

がかかります。自立
じりつ

支援
しえん

医 療
いりょう

は、保険
ほけん

適 用 分
てきようぶん

の自己
じ こ

負担分
ふたんぶん

にしか 適 用
てきよう

されません。 障 害 者
しょうがいしゃ

の医 療
いりょう

保 障
ほしょう

を 考
かんが

えた場合
ばあい

に、せめて保険
ほけん

適 用 分
てきようぶん

の負担
ふたん

はなくす方 向
ほうこう

にむかうべきと思
おも

います。  
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【 東 川
ひがしがわ

委員
いいん

】  

○結 論
けつろん

 

 暫 定
ざんてい

措置
そ ち

として負担
ふたん

軽 減
けいげん

が 早 急
さっきゅう

に図
はか

られるべきであるが、長 期 的
ちょうきてき

には

精 神 障 害 者
せいしんしょうがいしゃ

が 入 院
にゅういん

医療費
いりょうひ

の 対 象
たいしょう

とならないことの不整合性
ふせいごうせい

やどこま

でを自立
じりつ

支援
しえん

医 療
いりょう

がカバーすべきであるのかといった 問 題
もんだい

を整理
せいり

すべきで

ある。  

 

【広田
ひろた

委員
いいん

】  

○結 論
けつろん

 

 現 状
げんじょう

でゆく。  

○理由
りゆう

 

 お金
かね

がない。  

 

【福井
ふくい

委員
いいん

】  

○結 論
けつろん

 

 前 述
ぜんじゅつ

の福祉
ふくし

サービスなどとともに、自立
じりつ

支援
しえん

医 療
いりょう

も今年度
こんねんど

の 軽 減
けいげん

措置
そ ち

の 対 象
たいしょう

に な っ て い た の だ が 、 予算
よさん

が 計 上
けいじょう

さ れ ず 対 象
たいしょう

か ら 除か
のぞか

れ 、

中途半端
ちゅうとはんぱ

なものになったのは遺憾
いかん

である。  

 しかも、来年度
らいねんど

予算
よさん

の概 算
がいさん

要 求
ようきゅう

でも 年 末
ねんまつ

に向けて
む け て

検 討
けんとう

することになっ

ているので、基本
きほん

合意
ごうい

に基づく
も と づ く

重 要
じゅうよう

課題
かだい

であることを再度
さいど

強 調
きょうちょう

し、予算
よさん

措置
そ ち

をさせていくことが差し迫っ
さ し せ ま っ

て必 要
ひつよう

である。  

○理由
りゆう

 

 私
わたし

たちてんかん 患 者
かんじゃ

にとって、自立
じりつ

支援
しえん

医 療
いりょう

は経 済 的
けいざいてき

負担
ふたん

軽 減
けいげん

のため

の貴 重
きちょう

な制度
せいど

で、「 医 療
いりょう

」と「福祉
ふくし

」の双 方
そうほう

が 充 実
じゅうじつ

することで初めて
は じ め て

安 全
あんぜん

で安 定
あんてい

した地域
ちいき

生 活
せいかつ

が送れる
お く れ る

。適 切
てきせつ

な医 療
いりょう

を継 続
けいぞく

して受ける
う け る

ために、通 院
つういん

医 療
いりょう

の 公 的
こうてき

な 助 成
じょせい

制度
せいど

は欠かす
か か す

ことのできないサービスである。そこで

日本
にほん

てんかん 協 会
きょうかい

は、去る
さ る

５月 31日
にち

に厚 生
こうせい

労 働
ろうどう

大 臣
だいじん

に対し
たいし

「『自立
じりつ

支援
しえん

医 療
いりょう

』制度
せいど

における利用者
りようしゃ

負担
ふたん

軽 減
けいげん

を求める
も と め る

要 望 書
ようぼうしょ

」を、 提 出
ていしゅつ

したとこ

ろである。  
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【藤井
ふじい

委員
いいん

】  

○結 論
けつろん

 

 至 急
しきゅう

、実施
じっし

すべきである。  

○理由
りゆう

 

 自立
じりつ

支援法
しえんほう

訴 訟 団
そしょうだん

と政府
せいふ

の「基本
きほん

合意
ごうい

」の完 全
かんぜん

実施
じっし

のため。平 成
へいせい

23年度
ねんど

概 算
がいさん

要 求
ようきゅう

で「検 討
けんとう

」とされているのは基本
きほん

合意
ごうい

に反
はん

する。  

 

【藤 岡
ふじおか

委員
いいん

】  

○結 論
けつろん

 

 自立
じりつ

支援
しえん

医 療
いりょう

の無償化
むしょうか

を含めた
ふ く め た

早 急
さっきゅう

な「 応 益
おうえき

負担
ふたん

の廃止
はいし

」が必 要
ひつよう

であ

る。  

尐なく
す く な く

とも、低 所 得 者
ていしょとくしゃ

については 早 急
さっきゅう

に、平 成
へいせい

２２年
２ ２ ね ん

６月
６がつ

７日付
７ ひ づ け

「 障
しょう

が

い者
しゃ

総 合
そうごう

福祉法
ふくしほう

（仮 称
かしょう

）の制 定
せいてい

以前
いぜん

に 早 急
さっきゅう

に対 応
たいおう

を要する
よ う す る

課題
かだい

」にまと

めたとおり、自立
じりつ

支援
しえん

医 療
いりょう

を無料化
むりょうか

する軽 減
けいげん

措置
そ ち

をとるべきである。  

○理由
りゆう

 

 主
しゅ

に自立
じりつ

支援
しえん

医 療
いりょう

を利用
りよう

している精 神
せいしん

障 害
しょうがい

の方
ほう

にとっては、継 続 的
けいぞくてき

な

通 院
つういん

が 安 定 的
あんていてき

な 日 常
にちじょう

生 活
せいかつ

の 維持
い じ

に と っ て 重 要
じゅうよう

で あ る 。 ま た 、 精 神
せいしん

障 害
しょうがい

の 方
ほう

も 継 続 的
けいぞくてき

就 労
しゅうろう

が難しく
むずかしく

、 年 金
ねんきん

収 入
しゅうにゅう

のみの 低 所 得
ていしょとく

の 方
ほう

も

多い
おおい

。そのため、利用者
りようしゃ

負担
ふたん

なく通 院
つういん

できることは継 続 的
けいぞくてき

な通
つう

院
いん

を確保
かくほ

し

て 日 常
にちじょう

生 活
せいかつ

を支援
しえん

するために極めて
き わ め て

有 効
ゆうこう

といえる。  

 また、平 成
へいせい

２２年
２ ２ ね ん

４月
４がつ

から、低 所 得 者
ていしょとくしゃ

の 障 害
しょうがい

福祉
ふくし

サービス
さ ー び す

につき新た
きあら

な

軽 減
けいげん

措置
そ ち

がとられて無償化
むしょうか

されているにもかかわらず、 同 様
どうよう

の 重 要 性
じゅうようせい

を

持つ
も つ

自立
じりつ

支援
しえん

医 療
いりょう

につき 軽 減
けいげん

措置
そ ち

が無い
な い

ことは、不合理
ふ ご う り

な差別
さべつ

といえる。  

 

【増田
ますだ

委員
いいん

】  

○結論  

 障 害
しょうがい

福祉
ふくし

サービス
さ ー び す

と同 様
どうよう

に 低 所 得 者
ていしょとくしゃ

（市 町
しちょう

村 税
そんぜい

非課税者
ひかぜいしゃ

）については

無 料
むりょう

とするように来年度
らいねんど

の概 算
がいさん

要 求
ようきゅう

に 反 映
はんえい

する．また精神科
せいしんか

への 入 院
にゅういん

医療費
いりょうひ

の負担
ふたん

についても負担
ふたん

軽 減
けいげん

を検 討
けんとう

する必 要
ひつよう

がある．  

○理由  
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 精神科
せいしんか

への 入 院
にゅういん

治 療
ちりょう

が自立
じりつ

支援
しえん

医 療
いりょう

に含まれて
ふ く ま れ て

いないことに 問 題
もんだい

があ

る．当事者
とうじしゃ

・家族
かぞく

の負担
ふたん

は重い
おもい

．  

 

【三浦
みうら

委員
いいん

】  

○結論  

 軽 減
けいげん

措置
そ ち

は 必 要
ひつよう

であると思われる
おも     

が、 障 害
しょうがい

福祉
ふくし

サービス
さ ー び す

、補
ほ

装具
そうぐ

等
とう

に

関わる
かか   

軽 減
けいげん

措置
そ ち

等
とう

を含めた
ふく   

基本的
きほんてき

な制度
せいど

設 計
せっけい

の議論
ぎろん

と整 合
ごう

を図りながら
はか      

具体化
ぐ た い か

する必 要
ひつよう

がある。また、非課税
ひ か ぜ い

世帯
せたい

への軽 減
けいげん

措置
そ ち

とともに、課税
かぜい

世帯
せたい

への配 慮
はいりょ

についても 検 討
けんとう

するべきである。  

○理由  

 総 合
そうごう

福祉法
ふくしほう

の 範囲
はんい

と な る 各 種
かくしゅ

サービス
さ ー び す

全 体
ぜんたい

に 関わる
かか   

負担
ふたん

の 在り方
あ  かた

の

基本的
きほんてき

な 設 計
せっけい

を 視野
し や

に い れ つ つ 、 医 療
いりょう

へ の アクセス
あ く せ す

を 確 実
かくじつ

に 保 障
ほしょう

する

観 点
かんてん

か ら 、 当 面
とうめん

必 要
ひつよう

と さ れ る 軽 減
けいげん

措置
そ ち

は 着 実
ちゃくじつ

に 実施
じっし

さ れ る べ き と

考 え る
かんが    

ため。  

 

【光 増
みつます

委員
いいん

】  

○結 論
けつろん

 

 軽 減
けいげん

措置
そ ち

は実施
じっし

するべきだ。ただ 障 害
しょうがい

のある人
ひと

でも 病 弱
びょうじゃく

で医 療
いりょう

機関
きかん

に常 時
じょうじ

通 院
つういん

、 入 院
にゅういん

する人
ひと

で重 度
じゅうど

医 療
いりょう

の助 成
じょせい

から外
はず

れている人
ひと

の医療費
いりょうひ

負担
ふたん

の軽 減
けいげん

も実 現
じつげん

すべきだ。  

○理由
りゆう

 

 障 害
しょうがい

のある人
ひと

で低 所 得
ていしょとく

の人
ひと

の費用
ひよう

負担
ふたん

は軽
かる

くすべきだ  

 

【森
もり

委員
いいん

】  

○結論  

 自立
じりつ

支援
しえん

医 療
いりょう

に関
かん

する軽
けい

減
げん

措
そ

置
ち

については、速
すみ

やかに実施
じっし

すべきである。 

○理由  

 本 来
ほんらい

、応 益
おうえき

負担
ふたん

を廃止
はいし

して、応
おう

能
のう

負担
ふたん

制度
せいど

にかえるべきである。  
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【山 本
やまもと

委員
いいん

】  

○結 論
けつろん

 

 必 要
ひつよう

 

 なおすでに述
の

べたように「 重 度
じゅうど

かつ 継 続
けいぞく

」という 烙 印
らくいん

の 反 医 療 性
はんいりょうせい

につ

いても配 慮
はいりょ

が必 要
ひつよう

 

○理由
りゆう

 

 他
ほか

のものと 平 等
びょうどう

な人 権
じんけん

享 受
きょうじゅ

のため、 服 薬
ふくやく

は補
ほ

そう具
ぐ

同 様
どうよう

に位置
い ち

づけ

られるべき  

 

【渡井
わたい

委員
いいん

】  

○結 論
けつろん

 

 至 急
しきゅう

、軽 減
けいげん

措置
そ ち

をとるべき。  
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論 点
ろんてん

G-1-4) 「自立
じりつ

支援法
しえんほう

」では福祉
ふくし

サービス
さ ー び す

や医 療
いりょう

の応
おう

益
えき

負担
ふたん

以外
いがい

に、食 費
しょくひ

や光 熱
こうねつ

水費
すいひ

等
とう

の実費
じっぴ

負担
ふたん

が導 入
どうにゅう

されたが、これについてどう考
かんが

えるか？  

 

【荒井
あらい

委員
いいん

】  

○結 論
けつろん

 

 食 費
しょくひ

は、義務
ぎ む

教 育
きょういく

である学 校
がっこう

給 食
きゅうしょく

でも実費
じっぴ

を 徴 収
ちょうしゅう

するなど、広
ひろ

く

「受 益 者
じゅえきしゃ

負担
ふたん

」のもとに立
た

っている負担
ふたん

であり、自己
じ こ

負担
ふたん

が適 当
てきとう

である。  

 光
こう

熱水費
ねっすいひ

も、個人
こじん

に 係
かかわ

る分
ぶん

は個人
こじん

負担
ふたん

とすべきだが、事務費
じ む ひ

部分
ぶぶん

との振
ふ

り分
わ

け等
とう

、調 整
ちょうせい

が 難
むずか

しい面
めん

があるので、現 行
げんこう

のように一 定
いってい

の 上 限
じょうげん

を設
もう

けての対 応
たいおう

が適 当
てきとう

である。  

○理由
りゆう

 

 他
た

制度
せいど

や、在 宅
ざいたく

と 入 院
にゅういん

・ 入 所
にゅうしょ

との均 衡
きんこう

を考 慮
こうりょ

する必 要
ひつよう

がある。  

 

【石 橋
いしばし

委員
いいん

】  

○結 論
けつろん

 

 食 費
しょくひ

の材 料 費
ざいりょうひ

は、実費
じっぴ

負担
ふたん

と 考
かんが

える。しかし、光
ひかり

熱水費
ねっすいひ

は、定 額
ていがく

で施設
しせつ

運営費
うんえいひ

に含
ふく

ませる。  

○理由
りゆう

 

 実費
じっぴ

負担
ふたん

に相 当
そうとう

する 光 熱
こうねつ

水費
みずひ

は、個人
こじん

としての分
ぶん

を特 定
とくてい

することは 難
むずか

しい。  

 

【大久保
お お く ぼ

委員
いいん

】  

○結 論
けつろん

 

 「食 費
しょくひ

・光熱費
こうねつひ

」はいわゆるホテルコスト（どこでどのような暮
く

らしをし

てもかかる費用
ひよう

）といえる。「保護
ほ ご

の 対 象
たいしょう

から権利
けんり

の主 体
しゅたい

へ」の方 向
ほうこう

のな

かで、しっかりとした 所 得
しょとく

保 障
ほしょう

を背 景
はいけい

に市民
しみん

としてあるいは消 費 者
しょうひしゃ

として、

一 般
いっぱん

市民
しみん

と 同 様
どうよう

にかかる費用
ひよう

については、 原 則
げんそく

として 払
はら

うという 方 向
ほうこう

を

目指
め ざ

すべきではないかと 考
かんが

える。  

 なお、食 費
しょくひ

のうち、栄 養
えいよう

管理
かんり

や調 理
ちょうり

等
とう

に 係
かかわ

る費用
ひよう

は、福祉
ふくし

サービスと

位置
い ち

づけるべきであると 考
かんが

える。  
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【河 崎
かわさき

（建
たつ

）委員
いいん

】  

○結 論
けつろん

 

 食 費
しょくひ

や 光
こう

熱 水
ねつすい

費
ひ 

についても 本 来
ほんらい

は 応 能
おうのう

負担
ふたん

にすべきと 考
かん

えるが、地域
ちいき

移行
いこう

を推 進
すいしん

するために 障 害
しょうがい

基礎
き そ

年 金
ねんきん

の引
ひ 

き上
あ 

げ等
とう

、 障 害 者
しょうがいしゃ

の所 得
しょとく

確保
かくほ

に係
かか

る施策
しさく

も並 行
へいこう

して 行
おこな

うべきである。  

○理由
りゆう

 

 国
くに

の 障 害 者
しょうがいしゃ

施策
しさく

として当 然
とうぜん

である。  

 

【川 崎
かわさき

（洋
よう

）委員
いいん

】  

○結論  

 食 費
しょくひ

や光 熱
こうねつ

水道費
すいどうひ

を負担
ふたん

とすべきではない。  

○理由  

 所 得
しょとく

保 障
ほしょう

が確 立
かくりつ

されていない。  

 無年金
むねんきん

障 害 者
しょうがいしゃ

はさらに苦しい
く る し い

生 活
せいかつ

を強いられて
し い ら れ て

いる。  

 

【北 浦
きたうら

委員
いいん

】  

○結論  

 食 事
しょくじ

や光 熱
こうねつ

水費
すいひ

等
など

は、本 来
ほんらい

どこで生 活
せいかつ

していても自分
じぶん

で負担
ふたん

しているも

のであるから、基本的
きほんてき

には、自 ら
みずか 

負担
ふたん

するのが自然
しぜん

の 姿
すがた

である。これが負担
ふたん

できない事 情
じじょう

にある者
もの

については、生 活
せいかつ

支援
しえん

を目 的
もくてき

とする 生 活
せいかつ

保護費
ほ ご ひ

から

給 付
きゅうふ

を行 う
おこな 

べきものであると 考
かんが

えるが、障 害
しょうがい

福祉
ふくし

サービス 給 付
きゅうふ

も、公 的
こうてき

に支援
しえん

するということには変り
かわ  

はないので、福祉
ふくし

サービスの 中
なか

で 給 付
きゅうふ

する

ことがあってもよいと思
おも

う。なお、年 金
ねんきん

等
など

の所 得
しょとく

保 障
ほしょう

の 充 実
じゅうじつ

が必 要
ひつよう

であ

ることは言
い

うまでもない。  

○理由  

 本 人
ほんにん

の生活費
せいかつひ

は、本 人
ほんにん

が自己
じ こ

選 択
せんたく

で負担
ふたん

するのが基本
きほん

であるからである。 
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【近 藤
こんどう

委員
いいん

】  

○結 論
けつろん

 

 食
しょく

材 料
ざいりょう

費
ひ 

については実費
じっぴ

負担
ふたん

とするが、人件費
じんけんひ

、光 熱
こうねつ

水
すい

費
ひ 

については、

負担
ふたん

対 象
たいしょう

とするべきではない。現 行
げんこう

通
つう

所
しょ

事 業
じぎょう

所
しょ

への食 費
しょくひ

提 供
ていきょう

体 制
たいせい

加算
かさん

を 入 所
にゅうしょ

施設
しせつ

にも及ば
およば

せるべきである。  

○理由
りゆう

 

 所 得
しょとく

保 障
ほしょう

の 充 実
じゅうじつ

がないまま、 障 害 者
しょうがいしゃ

自立
じりつ

支援
しえん

法
ほう

による 食 費
しょくひ

負担
ふたん

は、

日々
ひ び

の暮らし
く ら し

に重く
おもく

のしかかるようになった。人件費
じんけんひ

、 高
こう

熱 水
ねっすい

費
ひ 

は福祉
ふくし

サ

ービスの範囲
はんい

とし、軽 減
けいげん

策
さく

を講
こう

ずべきである。  

 

【齋 藤
さいとう

委員
いいん

】  

○結論  

 食 費
しょくひ

等
とう

の実費
じっぴ

負担
ふたん

についても 低 所 得 層
ていしょとくそう

( 住 民 税
じゅうみんぜい

非課税
ひ か ぜ い

世帯
せたい

)について

は無 料
むりょう

扱
あつか

いとすべきである。  

 

【清水
しみず

委員
いいん

】  

○結論  

 それはそれでよいのではないかと 思
おも

う。  

○理由  

 自
じ

分
ぶん

でお金
かね

を使
つか

うこと、当
あ

たり前
まえ

に 消
しょう

費
ひ

の主
しゅ

体
たい

となることは 大
たい

切
せつ

。消
しょう

費
ひ

こそが生
せい

活
かつ

主
しゅ

体
たい

者
しゃ

を立
た

ち上
あ

がらせるところもある。もちろん 所
しょ

得
とく

保
ほ

障
しょう

、

暮
く

らしていくお金
かね

がちゃんと 確
かく

保
ほ

されないとだめですが・・・。  

 

【末 光
すえみつ

委員
いいん

】  

○結 論
けつろん

 

 合理的
ごうりてき

な「応
おう

能
のう

負担
ふたん

」の全 体
ぜんたい

の中
なか

で、 扱
あつか

われるべきである。  

 

【田中
たなか

（伸
のぶ

）委員
いいん

】  

○結 論
けつろん

 

 障 害 者
しょうがいしゃ

にとっては 重
おも

い負担
ふたん

であり、 軽 減
けいげん

措置
そ ち

を講
こう

じるべきである。  
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○理由
りゆう

 

 安易
あんい

な 導 入
どうにゅう

は、施設
しせつ

入 居 者
にゅうきょしゃ

の生 活
せいかつ

実 態
じったい

を考 慮
こうりょ

しないものであり問 題
もんだい

が多
おお

い。食 費
しょくひ

は食 材 費
しょくざいひ

に限
かぎ

ること、光
こう

熱水費
ねっすいひ

については 収 入
しゅうにゅう

に応
おう

じた

軽 減
けいげん

措置
そ ち

をはかるなどの 対 策
たいさく

を講
こう

じるべきである。  

 

【田中
たなか

（正
まさ

）委員
いいん

】  

○結 論
けつろん

 

 多制度
た せ い ど

との比較
ひかく

をし、 障 害
しょうがい

であるが 故
ゆえ

に不利益
ふ り え き

な 状 況
じょうきょう

に置
お

かれてい

るのかの 検 証
けんしょう

が必 要
ひつよう

。  

 入 所
にゅうしょ

施設
しせつ

における補足
ほそく

給 付
きゅうふ

と 在 宅
ざいたく

支援
しえん

のホーム
ほ ー む

利用
りよう

には 特 別
とくべつ

な 給 付
きゅうふ

がない 状 態
じょうたい

など、制度間
せいどかん

に矛 盾
むじゅん

がある 状 況
じょうきょう

も踏
ふ

まえて、あり方
かた

の検 討
けんとう

をすべきである。  

○理由
りゆう

 

 社 会
しゃかい

全 体
ぜんたい

の課題
かだい

として整 合 性
せいごうせい

をとり、あり方
かた

の検 討
けんとう

が必 要
ひつよう

。生 活
せいかつ

保護
ほ ご

以下
い か

の 状 態
じょうたい

では 食 費
しょくひ

の 徴 収
ちょうしゅう

は 困 難
こんなん

である 等
とう

の具体的
ぐたいてき

な整理
せいり

が 必 要
ひつよう

で

ある。  

 

【中 西
なかにし

委員
いいん

】  

○結 論
けつろん

 

 同意
どうい

しがたい。  

○理由
りゆう

 

 在 宅
ざいたく

でかかるのと 同
おな

じ食 費
しょくひ

、水
すい

光熱費
こうねつひ

を、利用者
りようしゃ

に負担
ふたん

させるという論理
ろんり

はその施設
しせつ

への 入 居
にゅうきょ

選 択
せんたく

がサービス
さ ー び す

の 中
なか

で 真
まこと

の 選 択
せんたく

がなされているな

ら許
ゆる

せることもあるが、選択肢
せんたくし

がない中
なか

での 強 制 的
きょうせいてき

選 択
せんたく

が 行
おこな

われている

現 状
げんじょう

では負担
ふたん

に同意
どうい

しがたい。特
とく

に 調 理 人
ちょうりじん

や 職 員
しょくいん

の人件費
じんけんひ

まで 頭 割
あたまわ

り

で負担
ふたん

させられるのは家庭
かてい

では 考
かんが

えられない 話
はな

しで負担
ふたん

過 剰
かじょう

である。  

 

【中 原
なかはら

委員
いいん

】  

○結 論
けつろん

 

 所 得
しょとく

保 障
ほしょう

が担保
たんぽ

されてない 現 状
げんじょう

においては、すべて利用者
りようしゃ

から 徴 収
ちょうしゅう
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することには無理
む り

がある。  

○理由
りゆう

 

 所 得
しょとく

保 障
ほしょう

とあわせて 考
かんが

えるべきである。  

 

【西 滝
にしたき

委員
いいん

】  

○結 論
けつろん

 

 以前
いぜん

のように利用者
りようしゃ

負担
ふたん

は 廃
はい

止
よ

すべきであるが、 当 面
とうめん

、 食 費
しょくひ

の実費分
じっぴぶん

（ 食
しょく

材 料 費
ざいりょうひ

）に負担
ふたん

を制 限
せいげん

し、食 費
しょくひ

に 係
かかわ

る人件費
じんけんひ

や光 熱
こうねつ

水費
すいひ

について

は、負担
ふたん

をなくし、 国
くに

が補
ほ

てんする等
とう

の措置
そ ち

が必 要
ひつよう

である。  

○理由
りゆう

 

 今年
ことし

４月
がつ

から、定 率
ていりつ

負担
ふたん

（１割
わり

負担
ふたん

）については、市 町
しちょう

村 民
そんみん

税
ぜい

非課税
ひ か ぜ い

の

利用者
りようしゃ

の場合
ばあい

、原 則
げんそく

０円
えん

となった。しかし、食 費
しょくひ

、光
こう

熱水費
ねつすいひ

等
とう

の自己
じ こ

負担
ふたん

については改 善
かいぜん

が図
はか

られていない。  

 施設
しせつ

入 所 者
にゅうしょしゃ

の場合
ばあい

、 将 来
しょうらい

、地域
ちいき

での自立
じりつ

生 活
せいかつ

（地域
ちいき

移行
いこう

）、 入 院
にゅういん

時
じ

（ 緊 急
きんきゅう

時
じ

）の必 要
ひつよう

経
けい

費
ひ

の貯 蓄
ちょちく

等
とう

を行
おこ

なうためにも、利用者
りようしゃ

負担
ふたん

の軽 減
けいげん

策
さく

を講
こう

ずる必 要
ひつよう

がある。  

 地域
ちいき

での自立
じりつ

生 活
せいかつ

をしたくても、 住 宅
じゅうたく

インフラ
い ん ふ ら

、支援
しえん

体 制
たいせい

などがない

ため、やむを得
え

ず施設
しせつ

入 所
にゅうしょ

、グループホーム
ぐ る ー ぷ ほ ー む

等
とう

の 居 住
きょじゅう

支援
しえん

を受
う

けている

面
めん

がある。そのため 社 会
しゃかい

として負担
ふたん

することが必 要
ひつよう

である。  

 

【野原
のはら

委員
いいん

】  

○結 論
けつろん

 

 自立
じりつ

支援
しえん

医 療
いりょう

（育 成
いくせい

医 療
いりょう

、更 生
こうせい

医 療
いりょう

）における 入 院
にゅういん

時
じ

の食 費
しょくひ

自己
じ こ

負担
ふたん

については、管理
かんり

栄 養
えいよう

指導
しどう

のあるなしにかかわらず、治 療
ちりょう

の一 環
いっかん

として公費
こうひ

負担
ふたん

とすべきです。  

○理由
りゆう

 

 入 院
にゅういん

時
じ

の食 事
しょくじ

については、自宅
じたく

で食
た

べる食 事
しょくじ

と違
ちが

い、 体 力
たいりょく

の回 復
かいふく

と

同時
どうじ

に、 入 院
にゅういん

治 療
ちりょう

における指導
しどう

も 含
ふく

まれたものと 考
かんが

えるべきであり、

自立
じりつ

支援法
しえんほう

施行前
しこうまえ

同 様
どうよう

、公費
こうひ

負担
ふたん

とすべきです。  
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【 東 川
ひがしがわ

委員
いいん

】  

○結 論
けつろん

 

 所 得
しょとく

に応
おう

じた措置
そ ち

を検 討
けんとう

してほしい。  

○理由
りゆう

 

 どこで暮
く

らしてもかかる費用
ひよう

であり、その負担
ふたん

の 導 入
どうにゅう

はやむを得
え

ないと

考
かんが

えるも、現 在
げんざい

の 障 害 者
しょうがいしゃ

の所 得
しょとく

状 況
じょうきょう

からは大 変
たいへん

に厳
きび

しく、先
さき

に所 得
しょとく

保 障
ほしょう

の手立
て だ

てを講
こう

じるべきと 考
かんが

える。  

 食 費
しょくひ

等
とう

の負担
ふたん

の 導 入
どうにゅう

は 当 然
とうぜん

という 考
かんが

え 方
かた

もある。しかし、そのため

に 障 害 者
しょうがいしゃ

の生 活
せいかつ

は 非 常
ひじょう

に厳
きび

しいものとなり、生 存 権
せいぞんけん

保 障
ほしょう

を求
もと

める裁 判
さいばん

を起
お

こすことにもなった。 今
いま

の 障 害 者
しょうがいしゃ

の 生 活
せいかつ

を 脅
おびや

かした 現 実
げんじつ

があり、

食 費
しょくひ

等
とう

の負担
ふたん

を求
もと

めるのであれば、現 在
げんざい

の所 得
しょとく

保 障
ほしょう

制度
せいど

の抜
ぬ

本 的
ほんてき

改 正
かいせい

が

前 提
ぜんてい

となる。  

 

【広田
ひろた

委員
いいん

】  

○結 論
けつろん

 

 食 費
しょくひ

は実費
じっぴ

でいいと 思
おも

う。  

○理由
りゆう

 

 在 宅
ざいたく

でも食 事
しょくじ

をするので。  

 

【福井
ふくい

委員
いいん

】  

○結 論
けつろん

 

 実費
じっぴ

負担
ふたん

相 当 分
そうとうぶん

は、当 然
とうぜん

負担
ふたん

すべきと考える
かんがえる

。ただし、所 得
しょとく

保 障
ほしょう

のしく

みを整備
せいび

することが 当 然
とうぜん

必 要
ひつよう

ではある。  

○理由
りゆう

 

 社 会
しゃかい

常 識 的
じょうしきてき

な負担
ふたん

は、国 民
こくみん

の一人
ひとり

として求められる
も と め ら れ る

ものと考える
かんがえる

から。 

 

【藤 岡
ふじおか

委員
いいん

】  

○結 論
けつろん

 

 障 害
しょうがい

のある者
もの

と 障 害
しょうがい

のない者
もの

の 共 生
きょうせい

社 会
しゃかい

の実 現
じつげん

という観 点
かんてん

からす

れ ば 、 障 害
しょうがい

の あ る 者
しゃ

の 社 会
しゃかい

参加
さんか

の 機会
きかい

を 奪う
うばう

実費
じっぴ

負担
ふたん

は 、 早 急
さっきゅう

に
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改められる
あらためられる

べきである。  

 いっけんもっともらしい「実費
じっぴ

」と称する負担
ふたん

についても 応 益
おうえき

負担
ふたん

と同 様
どうよう

に、 障 害
しょうがい

のある者
しゃ

の生 存 権
せいぞんけん

を侵 害
しんがい

している 状 況
じょうきょう

であると考える
かんがえる

。  

○理由
りゆう

 

 平 成
へいせい

2 1
２１

年
ねん

1 1
１１

月
がつ

2 6
２６

日
び

厚 労 省
こうろうしょう

発 表
はっぴょう

の「 障 害 者
しょうがいしゃ

自立
じりつ

支援法
しえんほう

の施行
しこう

前後
ぜんご

に

おける利用者
りようしゃ

の負担
ふたん

等
とう

に係る
かかる

実 態
じったい

調 査
ちょうさ

結果
けっか

について」によっても、自立
じりつ

支援法
しえんほう

施行前後
しこうぜんご

で低 所 得 者
ていしょとくしゃ

の負担
ふたん

が重く
おもく

なり、実費
じっぴ

負担
ふたん

を含めた
ふ く め た

実
み

負担
ふたん

額
がく

が、工 賃
こうちん

を上回る
うわまわる

状 況
じょうきょう

が拡 大
かくだい

したことが明らか
あ き ら か

である。  

 実費
じっぴ

負担
ふたん

が 導 入
どうにゅう

された結果
けっか

、それまで利用
りよう

していた施策
せさく

の利用
りよう

を中 止
ちゅうし

せ

ざるをえなくなり、障 害
しょうがい

のある者
しゃ

の社 会
しゃかい

参加
さんか

が事 実 上
じじつじょう

阻害
そがい

される 状 況
じょうきょう

が現
げん

に 出 現
しゅつげん

した。障 害
しょうがい

のある者
しゃ

が家
いえ

の中
なか

に抑え込まれる
お さ え こ ま れ る

ことになってし

まった。  

 職 員
しょくいん

やヘルパーの給 与
きゅうよ

も「実費
じっぴ

」に 他
ほか

ならず、「実費
じっぴ

は福祉
ふくし

を受ける
う け る

人
ひと

の 全 額
ぜんがく

自己
じ こ

負担
ふたん

」という論理
ろんり

を突き詰めれば
つ き つ め れ ば

社 会
しゃかい

保 障
ほしょう

否
ひ

定 論
ていろん

を意味する。 

 障 害
しょうがい

のある 者
しゃ

の 活 動
かつどう

範囲
はんい

を 制 限
せいげん

することにつながる実費
じっぴ

負担
ふたん

制度
せいど

は、

障 害
しょうがい

のある 者
しゃ

の生 活
せいかつ

や生きる
い き る

ことそのものを阻害
そがい

する 実 態
じったい

がある以上、

障 害
しょうがい

のある者
しゃ

の生 存 権
せいぞんけん

を侵 害
しんがい

するものというべきである。  

 

【増田
ますだ

委員
いいん

】  

○結論  

 障 害
しょうがい

のある人
ひと

にとって，食 事
しょくじ

や 食 材
しょくざい

への配 慮
はいりょ

も生きる
い き る

上
うえ

での必 要
ひつよう

な

支援
しえん

として捉える
と ら え る

必 要
ひつよう

がある．実費
じっぴ

負担
ふたん

の中に 障 害
しょうがい

のあるために 必 要
ひつよう

な

負担
ふたん

があるとすれば，その実費
じっぴ

負担
ふたん

については 原 則
げんそく

無 料
むりょう

とするべきである． 

○理由  

 障 害
しょうがい

のある人
ひと

の食 事
しょくじ

については，障 害
しょうがい

ゆえに必 要
ひつよう

な配 慮
はいりょ

を伴 う
ともなう

支援
しえん

が必 要
ひつよう

である．食べやすい
た べ や す い

食 事
しょくじ

，飲み込みやすい
の み こ み や す い

食 事
しょくじ

，食 事
しょくじ

を通して
と お し て

生 活
せいかつ

リズム
り ず む

を整えたり
ととのえたり

， 食
しょく

の楽しみ
た の し み

を味わう
あ じ わ う

ことで，生 活
せいかつ

を豊か
ゆたか

にしてきてい

た．必 要
ひつよう

な支援
しえん

として位置
い ち

づけていくべきである．  
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【三浦
みうら

委員
いいん

】  

○結論  

 食 費
しょくひ

の実費
じっぴ

負担
ふたん

の 導 入
どうにゅう

は、 適 当
てきとう

である。ただし、人件費部分
じんけんひぶぶん

について

は、現 行
げんこう

の食 事
しょくじ

提 供
ていきょう

体 制
たいせい

加算
かさん

等
とう

の方 法
ほうほう

により、負担
ふたん

の 対 象
たいしょう

外
がい

とするこ

とが必 要
ひつよう

である。  

 なお、 実 質 的
じっしつてき

に負担
ふたん

を可能
かのう

とする 所 得
しょとく

保 障
ほしょう

についてのことが、 前 段
ぜんだん

で

議論
ぎろん

されるべき 重 要
じゅうよう

な課題
かだい

である。  

○理由  

 食 事
しょくじ

の実費
じっぴ

負担
ふたん

については、 一 定
いってい

の合理性
ごうりせい

があるものと 考 え ら れ る
かんが       

が、

低 所 得 者
ていしょとくしゃ

への配 慮
はいりょ

は不可欠
ふ か け つ

であると思われる
おも     

ため。また、負担
ふたん

の有無
う む

、ま

たは、どの程度
ていど

負担
ふたん

するのかについての 前 提
ぜんてい

として、負担
ふたん

能 力
のうりょく

を担保
たんぽ

する

所 得
しょとく

保 障
ほしょう

がまず考 え ら れ る
かんが       

べきであると 考 え る
かんが    

ため。  

 

【光 増
みつます

委員
いいん

】  

○結 論
けつろん

 

 実費
じっぴ

負担
ふたん

は 必 要
ひつよう

。しかし、 低 所 得 者
ていしょとくしゃ

には 軽 減
けいげん

措置
そ ち

が 必 要
ひつよう

。ただし、そ

れに 伴
ともな

う所 得
しょとく

保 障
ほしょう

(生 活
せいかつ

保 障
ほしょう

)を考 慮
こうりょ

しないといけない。  

○理由
りゆう

 

 所 得
しょとく

保 障
ほしょう

の実 現
じつげん

までは、補足
ほそく

給 付 的
きゅうふてき

考
かんが

え方
かた

は維
い

持
じ

すべきだ。所 得
しょとく

保 障
ほしょう

をしないでの実費
じっぴ

負担
ふたん

には、生 活
せいかつ

保護
ほ ご

基 準
きじゅん

を 遙
はるか

かに満
み

たさないものになっ

てしまう。  

 

【山 本
やまもと

委員
いいん

】  

○結 論
けつろん

 

 自分
じぶん

の住
す

んでいる部屋
へ や

の 水
みず

光熱費
こうねつひ

は実費
じっぴ

負担
ふたん

であるべきだが、その他
た

の

事務室
じ む し つ

ほかの部分
ぶぶん

の水
みず

光熱費
こうねつひ

については実費
じっぴ

負担
ふたん

されるべきではない  

○理由  

 施設
しせつ

にいることによって、自宅
じたく

にいる 以 上
いじょう

の 水
みず

光熱費
こうねつひ

を負担
ふたん

すべきでは

ないから  
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＜ 項 目
こうもく

G-2 負担
ふたん

の範囲
はんい

＞  

論 点
ろんてん

G-2-1) 「応 益
おうえき

負担
ふたん

廃止
はいし

」後
ご

の負担
ふたん

のあり方
かた

として、サービス
さ ー び す

・支援
しえん

に関
かん

する負担
ふたん

と食 費
しょくひ

等
とう

の実費
じっぴ

負担
ふたん

について、それぞれどう 考
かんが

えるか？  

 

【荒井
あらい

委員
いいん

】  

○結 論
けつろん

 

 食 費
しょくひ

・光
こう

熱水費
ねっすいひ

の負担
ふたん

は実費
じっぴ

負担
ふたん

であり、負担
ふたん

能 力
のうりょく

に 関
かか

わらず一 定
いってい

の

費用
ひよう

がかかるため、 所 得
しょとく

に応
おう

じた負担
ふたん

軽 減
けいげん

策
さく

を実施
じっし

すべきであり、負担
ふたん

が

必 要
ひつよう

と な る グループホーム
ぐ る ー ぷ ほ ー む

・ ケアホーム
け あ ほ ー む

も 含
ふく

む 居 住
きょじゅう

系
けい

サービス
さ ー び す

全
すべ

て に

適 応
てきおう

すべきである。  

○理由
りゆう

 

 実費
じっぴ

負担
ふたん

が過大
かだい

にならないよう、一 定
いってい

の軽 減
けいげん

措置
そ ち

が必 要
ひつよう

であり、現 行
げんこう

の

補足
ほそく

給 付
きゅうふ

では、施設
しせつ

のみが 対 象
たいしょう

で、グループホーム
ぐ る ー ぷ ほ ー む

・ケアホーム
け あ ほ ー む

は 対 象
たいしょう

となっていないため。  

 

【伊澤
いざわ

委員
いいん

】  

○結論  

 所 得
しょとく

保 障
ほしょう

を前 提
ぜんてい

とするが、食 費
しょくひ

等
など

は実費
じっぴ

自己
じ こ

負担
ふたん

で良
よ

いと 考
かんが

える。  

○理由  

 所 得
しょとく

水 準
すいじゅん

が低
ひく

いままでは 恒 常 的
こうじょうてき

支 出
ししゅつ

としての食 費
しょくひ

の負担
ふたん

は重
おも

い。よ

って所 得
しょとく

保 障
ほしょう

を前 提
ぜんてい

とし、そのうえで普通
ふつう

（社 会 的
しゃかいてき

常 識
じょうしき

範囲
はんい

）の負担
ふたん

を

求
もと

めることは無理
む り

のない 内 容
ないよう

と思
おも

える（ 障 害
しょうがい

があろうが無
な

かろうが食 事
しょくじ

は必 要
ひつよう

）。所 得
しょとく

の足
た

りない人
ひと

は、公 的
こうてき

扶助
ふじょ

の活 用
かつよう

により対 応
たいおう

する。  

 

【石 橋
いしばし

委員
いいん

】  

○結 論
けつろん

 

 当事者
とうじしゃ

個人
こじん

の所 得
しょとく

に応
おう

じた応
おう

能
のう

負担
ふたん

を前 提
ぜんてい

とする。  

 食 費
しょくひ

については材 料 費
ざいりょうひ

のみを自己
じ こ

負担
ふたん

とし、関 係
かんけい

する光熱費
こうねつひ

等
とう

は、一 般
いっぱん

管理費
か ん り ひ

とする。  

○理由
りゆう
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 食 事
しょくじ

等
とう

に 関
かん

しては、 栄 養
えいよう

管理
かんり

を 保 障
ほしょう

し、 強 化
きょうか

する場合
ばあい

はサービス個人
こじん

計 画
けいかく

に組
く

まれてしかるべきと考
かんが

える。特
とく

に栄 養
えいよう

管理
かんり

されない場合
ばあい

との違
ちが

い

も一 考
いっこう

すべきかと思
おも

われる。  

 もちろん食 事
しょくじ

の選 択
せんたく

の自由
じゆう

も保 障
ほしょう

されなければならないと考
かんが

える。  

 

【氏
うじ

田
た

委員
いいん

】  

○結 論
けつろん

 

 サービス・支援
しえん

に関
かん

する負担
ふたん

は応
おう

能
のう

負担
ふたん

に変 更
へんこう

すべきである。  

 食 費
しょくひ

等
とう

（ 食 材 費
しょくざいひ

、光
ひかり

熱水費
ねっすいひ

、人件費
じんけんひ

）のうち、 食 材 費
しょくざいひ

の実費
じっぴ

徴 収
ちょうしゅう

につ

いては自然
しぜん

であると考
かんが

えるが、福祉
ふくし

施設
しせつ

における障 害
しょうがい

のある人
ひと

の「食 生 活
しょくせいかつ

」

への 配 慮
はいりょ

と支援
しえん

もまた 大 変
たいへん

重 要
じゅうよう

であるので（ 定 員
ていいん

40人
にん

未満
みまん

のところでは

栄養士
えいようし

もいないという 現 状
げんじょう

がある）、この視点
してん

を忘
わす

れずに今後
こんご

、検 討
けんとう

してほ

しい。障 害
しょうがい

のある人
ひと

の健 康
けんこう

維持
い じ

、増 進
ぞうしん

のために食 生 活
しょくせいかつ

は大 変
たいへん

重 要
じゅうよう

である。 

○理由
りゆう

 

 地域
ちいき

で生 活
せいかつ

するために受
う

ける支援
しえん

の量
りょう

（時間
じかん

、回 数
かいすう

）により自己
じ こ

負担
ふたん

が増
ふ

えるということは、支援
しえん

の必 要
ひつよう

な人
ひと

の負担
ふたん

が多
おお

くなることであり、障
さわ

がい

のある人
ひと

の基本的
きほんてき

な人 権
じんけん

が保 障
ほしょう

されないことになる。  

 社 会
しゃかい

参加
さんか

のひとつとして 障 害
しょうがい

のある 人
ひと

が福祉
ふくし

施設
しせつ

を利用
りよう

しているが、

福祉
ふくし

施設
しせつ

の 役 割
やくわり

として、 障 害
しょうがい

のある 人
ひと

の 食 生 活
しょくせいかつ

への 配 慮
はいりょ

もまた欠
か

かせな

い重 要
じゅうよう

な支援
しえん

であると考
かんが

える。現 状
げんじょう

では、栄養士
えいようし

による昼 食
ちゅうしょく

を提
つつみ

供
きょう

してい

る 事 業 所
じぎょうしょ

とそうでない 事 業 所
じぎょうしょ

を利用
りよう

している 人
ひと

の肥満度
ひ ま ん ど

の差
さ

は 著
いちじる

しく、

健 康 面
けんこうめん

への支援
しえん

が 必 要
ひつよう

である（知的
ちてき

障 害
しょうがい

や自 閉 症
じへいしょう

などの 人
ひと

の中
なか

には言葉
ことば

もなく不定
ふてい

愁 訴
しゅうそ

を 訴
うった

えられない 人
ひと

たちが 多
おお

い。 障 害
しょうがい

のある 人
ひと

の 健 康
けんこう

に

配 慮
はいりょ

をした支援
しえん

が食 生 活
しょくせいかつ

の面
めん

からも必 要
ひつよう

であると考
かんが

える）。  

 

【大久保
お お く ぼ

委員
いいん

】  

○結 論
けつろん

 

 理念的
りねんてき

には、 障 害
しょうがい

に係
かかわ

るサービス・支援
しえん

に関
かん

する負担
ふたん

は 無 償
むしょう

とすべきで

あろうが、無 拠 出 性
むきょしゅつせい

の障 害
しょうがい

基礎
き そ

年 金
ねんきん

や手当
てあて

などがある我
わ

が国
く

において、こ

とさら無償化
むしょうか

を 求
もと

めることは、 現 行
げんこう

の 所 得
しょとく

保 障
ほしょう

の 改 善
かいぜん

が 望
のぞ

めなくなるの



44 

 

ではないかと思
おも

われる。  

 また、「保護
ほ ご

の対 象
たいしょう

から権利
けんり

の主 体
しゅたい

へ」という流
なが

れからすれば、負担
ふたん

でき

る 所 得
しょとく

保 障
ほしょう

を確保
かくほ

し、 消 費 者
しょうひしゃ

として、 原 則 的
げんそくてき

に一部
いちぶ

を負担
ふたん

することのほ

うが望
のぞ

ましいと考
かんが

える。ただし、所 得
しょとく

保 障
ほしょう

の拡 充
かくじゅう

が困 難
こんなん

であれば、応
おう

能
のう

負担
ふたん

により負担
ふたん

軽 減
けいげん

を図
はか

ることになるものと考
かんが

える。  

 一 方
いっぽう

、食 費
しょくひ

等
とう

の実費
じっぴ

負担
ふたん

については、尐
すく

なくとも食
しょく

材 料 費
ざいりょうひ

は障 害
しょうがい

とは

直 接
ちょくせつ

関 係
かんけい

しないものであり、 一 般
いっぱん

市民
しみん

と同 様
どうよう

に、 原 則
げんそく

として負担
ふたん

するこ

とが妥当
だとう

と考
かんが

える。なお、福祉
ふくし

サービスにおける 食 事
しょくじ

提 供
ていきょう

の際
さい

の栄 養
えいよう

管理
かんり

や調 理
ちょうり

等
とう

に係
かかわ

る費用
ひよう

は、福祉
ふくし

サービスと位置
い ち

づけるべきであると 考
かんが

える。  

 

【大 濱
おおはま

委員
いいん

】  

○結 論
けつろん

 

▼食 費
しょくひ

等
とう

の実費
じっぴ

負担
ふたん

については、本 来
ほんらい

であれば本 人
ほんにん

の収 入
しゅうにゅう

から負担
ふたん

すべき。

但
ただ

し、収 入
しゅうにゅう

（年 金
ねんきん

等
とう

）が尐
すく

なすぎる（所 得
しょとく

保 障
ほしょう

がされていない）現 状
げんじょう

で

は、一部
いちぶ

の無年金
むねんきん

障 害 者
しょうがいしゃ

等
とう

に例 外
れいがい

を適 用
てきよう

すべき。  

 

【岡部
おかべ

委員
いいん

】  

○結 論
けつろん

 

 食 費
しょくひ

等
とう

の実費
じっぴ

負担
ふたん

は 適 切
てきせつ

な 所 得
しょとく

保 障
ほしょう

の 実 現
じつげん

を 前 提
ぜんてい

として 検 討
けんとう

される

べきである。  

 

【河 崎
かわさき

（建
たつ

）委員
いいん

】  

○結 論
けつろん

 

 障 害
しょうがい

福祉
ふくし

サービスや 食 費
しょくひ

等
とう

については 応 能
おうのう

負担
ふたん

とすべきであるが、

同時
どうじ

に 障 害 者
しょうがいしゃ

の所 得
しょとく

確保
かくほ

についての施策
しさく

も 行
おこな

わなければならない。  

○理由
りゆう

 

 国
くに

の 障 害 者
しょうがいしゃ

施策
しさく

として当 然
とうぜん

である。  
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【川 崎
かわさき

（洋
よう

）委員
いいん

】  

○結論  

 福祉
ふくし

サービス
さ ー び す

および 食 費
しょくひ

等
とう

の実費
じっぴ

負担
ふたん

を課す
か す

べきではない。  

○理由  

 障がい者
しゃ

の所 得
しょとく

保 障
ほしょう

制度
せいど

が確 立
かくりつ

していない。  

 

【北 浦
きたうら

委員
いいん

】  

○結論  

 障 害
しょうがい

福祉
ふくし

サービスの 利 用 料
りようりょう

は、負担
ふたん

能 力
のうりょく

に応じた
お う   

負担
ふたん

額
がく

とすべきであ

り、 低 所 得 者
ていしょとくしゃ

に対する
た い   

利 用 料
りようりょう

負担
ふたん

が 無 料
むりょう

とされたことは 評 価
ひょうか

できる。し

かし、食 事
しょくじ

等
など

の実費
じっぴ

については、本 来
ほんらい

どこで生 活
せいかつ

していても負担
ふたん

している

ものであるから、 自
みずか

ら負
ふ

担
たん

するのが自然
しぜん

の 姿
すがた

である。  

 そのためには、 障 害 者
しょうがいしゃ

の所 得
しょとく

保 障
ほしょう

を 充 実
じゅうじつ

させなければならない。  

○理由  

 本 人
ほんにん

の生活費
せいかつひ

は、本 人
ほんにん

が自己
じ こ

選 択
せんたく

で負担
ふたん

するのが基本
きほん

にあるからである。 

 

【近 藤
こんどう

委員
いいん

】  

○結 論
けつろん

 

○理由
りゆう

 

 論 点
ろんてん

G-1-4)と同じ
おなじ

 

 

【齋 藤
さいとう

委員
いいん

】  

○結論  

 サービス・支援
しえん

に関
かん

する負担
ふたん

は応
おう

能
のう

負担
ふたん

とすることでよいが、 食 費
しょくひ

等
とう

の

実費
じっぴ

負担
ふたん

についても 低 所 得 層
ていしょとくそう

(住 民 税
じゅうみんぜい

非課税
ひ か ぜ い

世帯
せたい

)については 無 料
むりょう

扱
あつか

いと

すべきである。  

 

【清水
しみず

委員
いいん

】  

○結論  

 サービス・支援
しえん

に関
かん

する負
ふ

担
たん

は、一部応
いちぶおう

能
のう

負担
ふたん

を除
のぞ

いて、原 則
げんそく

なし。食 費
しょくひ
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等
とう

は実費
じっぴ

負担
ふたん

。  

○理由  

 いずれにしても所
しょ

得
とく

保
ほ

障
しょう

抜
ぬ

きには 考
かんが

えられない。  

 

【末 光
すえみつ

委員
いいん

】  

○結 論
けつろん

 

 合理的
ごうりてき

な「応
おう

能
のう

負担
ふたん

」全 体
ぜんたい

の中
なか

で、考
かんが

えられるべきである。  

 

【田中
たなか

（伸
のぶ

）委員
いいん

】  

○結 論
けつろん

 

 サービス
さ ー び す

・支援
しえん

に関
かん

する負担
ふたん

については、当 該
とうがい

支援
しえん

により実 質 的
じっしつてき

に保 障
ほしょう

される障 害 者
しょうがいしゃ

の人 権
じんけん

の性 質
せいしつ

を考 慮
こうりょ

要素
ようそ

に入
い

れるべきである。基本的
きほんてき

には、

重 要
じゅうよう

な 人 権
じんけん

の保 障
ほしょう

に 関
かん

する支援
しえん

は負担
ふたん

を０とし、その他
た

の 人 権
じんけん

の保 障
ほしょう

に

関
かん

する支援
しえん

については 応
おう

能
のう

負担
ふたん

とすべきである。 食 費
しょくひ

等
とう

の実費
じっぴ

負担
ふたん

につい

ては、基本的
きほんてき

に食 材 費
しょくざいひ

のみの負担
ふたん

とし、この負担
ふたん

についても 応
おう

能
のう

負担
ふたん

とす

べきである。  

○理由
りゆう

 

 新 法
しんぽう

における支援
しえん

が、障 害 者
しょうがいしゃ

の人 権
じんけん

保 障
ほしょう

を実質化
じっしつか

するものである以 上
いじょう

、

精 神 的
せいしんてき

自由
じゆう

など 重 要
じゅうよう

な 人 権
じんけん

の 保 障
ほしょう

を 支
ささ

える支援
しえん

については、支援
しえん

を受
う

け

るための負担
ふたん

を障 害 者
しょうがいしゃ

に負
お

わせるべきではない。食 費
しょくひ

についても、食 材 費
しょくざいひ

のみの負担
ふたん

として 一 般 人
いっぱんじん

との 公 平
こうへい

をはかりつつ、 障 害 者
しょうがいしゃ

の 所 得
しょとく

水 準
すいじゅん

を

考 慮
こうりょ

要素
ようそ

とするよう、 応
おう

能
のう

負担
ふたん

の考
かんが

え方
かた

を導 入
どうにゅう

すべきと考
かんが

える。  

 

【田中
たなか

（正
まさ

）委員
いいん

】  

○結 論
けつろん

 

 多制度
た せ い ど

との整 合 性
せいごうせい

による課題
かだい

の整理
せいり

が必 要
ひつよう

。  

○理由
りゆう

 

 施設
しせつ

利用者
りようしゃ

に関
かん

しては、食 費
しょくひ

については食 材 費 分
しょくざいひぶん

の負担
ふたん

が望
のぞ

ましいと考
かんが

えるが、その枠
わく

に漏
も

れる在 宅
ざいたく

の支援
しえん

において、食 事
しょくじ

提 供
ていきょう

が 必 要
ひつよう

最 低 限
さいていげん

を

保 証
ほしょう

しているのかを 検 証
けんしょう

する方
ほう

が、緊 急 性
きんきゅうせい

が高
たか

く重 要
じゅうよう

な課題
かだい

と考
かんが

える。  
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【中 西
なかにし

委員
いいん

】  

○結 論
けつろん

 

 基本的
きほんてき

に福祉
ふくし

サービス
さ ー び す

における負担
ふたん

はゼロ
ぜ ろ

とすべきである。  

○理由
りゆう

 

 施設
しせつ

サービス
さ ー び す

をサービス
さ ー び す

として 障 害 者
しょうがいしゃ

は 認
みと

めていない。そこで 発 生
はっせい

す

る負担
ふたん

は国
くに

の責 任
せきにん

で対 処
たいしょ

すべきで利用者
りようしゃ

に負担
ふたん

させるべきではない。  

 

【中 原
なかはら

委員
いいん

】  

○結 論
けつろん

 

 サービス
さ ー び す

・支援
しえん

に 関
かん

する負担
ふたん

については「 応 能
おうのう

負担
ふたん

」とする。  

食
しょく

事
じ

に係る
かか  

実
じっ

費
ぴ

負担
ふたん

は 食
しょく

材
ざい

費
ひ

に限る
かぎ  

べきである。  

○理由
りゆう

 

 障 害 者
しょうがいしゃ

自立
じりつ

支援
しえん

法
ほう

の施行
しこう

により 食
しょく

費
ひ

等
とう

の実
じっ

費
ぴ

負担
ふたん

が 導 入
どうにゅう

され、それ

まで利用者
りようしゃ

負担
ふたん

のなかった 食
しょく

費
ひ

等
とう

について、 食
しょく

材
ざい

費
ひ

のほか 調 理 員
ちょうりいん

に係る
かか  

人 件
じんけん

費
ひ

も利用者
りようしゃ

負担
ふたん

となった。日 中
にっちゅう

活 動
かつどう

サービス
さ ー び す

の 昼
ちゅう

食
しょく

でみると、１日
１にち

あたり 食
しょく

材
ざい

費
ひ

として 240円
えん

と、人 件
じんけん

費
ひ

として 420円
えん

（ 上 限
じょうげん

）が自己
じ こ

負担
ふたん

と

なっており、サービス
さ ー び す

利用者
りようしゃ

にとって加重な負担
ふたん

となっている。栄 養
えいよう

管理
かんり

を

含
ふく

む 調 理
ちょうり

等
とう

に係る
かかる

費
ひ

用
よう

は 障 害
しょうがい

福祉
ふくし

サービス
さ ー び す

として位置
い ち

づけるべきである

と 考
かんが

える。  

 現 在
げんざい

は 激 変
げきへん

緩和
かんわ

のために、 低 所 得 者
ていしょとくしゃ

に 対 し
たい  

ては 平 成
へいせい

24年
ねん

３ 月
がつ

までの

間
あいだ

、食
しょく

事 提 供
じていきょう

加算
かさん

を設けて
も う   

調 理 員
ちょうりいん

にかかる 人 件
じんけん

費
ひ

相 当 分
そうとうぶん

が支 給
しきゅう

されて

いるが、加算
かさん

措置
そ ち

が終わる
お   

平 成
へいせい

24年
ねん

４月
がつ

以降
いこう

の 早 急
さっきゅう

な対 応
たいおう

が必 要
ひつよう

である。 

 

【奈良崎
な ら ざ き

委員
いいん

】  

○結 論
けつろん

 

 食 費
しょくひ

、光
こう

熱水費
ねつすいひ

は実費
じっぴ

負担
ふたん

はしかたがない。  

○理由
りゆう

 

 食 事
しょくじ

はふつうに暮
くら

してもかかる。  
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【西 滝
にしたき

委員
いいん

】  

○結 論
けつろん

   

①  自立
じりつ

支援
しえん

給 付
きゅうふ

、自立
じりつ

支援
しえん

医 療
いりょう

のそれぞれにおいて、障 害 者
しょうがいしゃ

本 人
ほんにん

の負担
ふたん

が本 当
ほんとう

に必 要
ひつよう

なのかどうか 検 証
けんしょう

していくべきである。負担
ふたん

が必 要
ひつよう

な場合
ばあい

は応
おう

能
のう

負担
ふたん

とするが、 原 則
げんそく

無 料
むりょう

とすべきである。  

②  食 費
しょくひ

の実費
じっぴ

負担
ふたん

は、人件費
じんけんひ

を除
のぞ

く「食 材 費
しょくざいひ

の実費
じっぴ

のみ」とすべきであ

る。  

○理由
りゆう

   

①  障 害
しょうがい

があることに 対
たい

して、サービス
さ ー び す

を受
う

ける度
たび

に負担
ふたん

が生
しょう

じる制度
せいど

は、

完 全
かんぜん

参加
さんか

と 平
びょう

等
どう

という理念
りねん

に反
はん

している。 障 害
しょうがい

は個人
こじん

の 責
せき

に帰
き

するも

のではない。障 害 者
しょうがいしゃ

施策
しさく

にかかる費用
ひよう

は社 会
しゃかい

の責 任
せきにん

として用意
ようい

すべきで

ある。  

②  やむを得
え

ず負担
ふたん

が必 要
ひつよう

な場合
ばあい

は、応
おう

能
のう

負担
ふたん

にすることが、所 得
しょとく

に応
おう

じ

た負担
ふたん

であり、公 平 性
こうへいせい

がある。  

 

【野原
のはら

委員
いいん

】  

○結 論
けつろん

 

 サービス・支援
しえん

に 関
かん

する 利 用 料
りようりょう

は 将 来 的
しょうらいてき

には 無 料
むりょう

をめざすこととし、

当 面
とうめん

、低 額
ていがく

の応
おう

能
のう

負担
ふたん

を原 則
げんそく

とすべきです。食 費
しょくひ

等
とう

の実費
じっぴ

については、尐
すく

なくとも 入 院 中
にゅういんちゅう

の 食 費
しょくひ

は 医 療
いりょう

の 一 環
いっかん

として 無 料
むりょう

とすべきです。また、

入 院
にゅういん

医療費
いりょうひ

の公費
こうひ

負担
ふたん

（育 成
いくせい

医 療
いりょう

、更 生
こうせい

医 療
いりょう

）に患 者
かんじゃ

負担
ふたん

を設
もう

ける場合
ばあい

については、 同 一
どういつ

入 院
にゅういん

期間
きかん

であれば、 暦
れき

月
げつ

（月 内
げつない

） 入 院
にゅういん

でも 月
つき

をまたが

る入 院
にゅういん

でも負担
ふたん

が同
おな

じになるよう公 平
こうへい

なしくみとすべきです。  

 また、都道府県
とどうふけん

で実施
じっし

されている障 害 者
しょうがいしゃ

医療費
いりょうひ

助 成
じょせい

制度
せいど

を国
くに

の制度
せいど

とし

て 新 法
しんぽう

に位置
い ち

づけて、風邪
か ぜ

などの 一 般
いっぱん

医 療
いりょう

、内科的
ないかてき

治 療
ちりょう

にも負担
ふたん

軽 減
けいげん

で

きる制度
せいど

を 国
くに

が実施
じっし

すべきです。  

○理由
りゆう

 

 尐
すく

なくとも、国 民
こくみん

皆
かい

保険
ほけん

制度
せいど

によって健 康
けんこう

保 険 料
ほけんりょう

を 平
びょう

等
どう

に負担
ふたん

してい

る障 害 者
しょうがいしゃ

にとって、障 害
しょうがい

の除 去
じょきょ

・軽 減
けいげん

のための 医 療
いりょう

を受
う

ける際
さい

の利 用 料
りようりょう

を負担
ふたん

することは「 公 平
こうへい

・平 等
びょうどう

」の原 則
げんそく

に反
はん

します。また、入 院 中
にゅういんちゅう

の食 事
しょくじ
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については、 回 復
かいふく

にむけての 医 療
いりょう

の一 環
いっかん

として、自立
じりつ

支援法
しえんほう

施行前
しこうまえ

までは

公費
こうひ

負担
ふたん

で行
おこな

っていたことから、 患 者
かんじゃ

負担
ふたん

はなくすべきです。  

 現 行
げんこう

の自立
じりつ

支援
しえん

医 療
いりょう

は、障 害 者
しょうがいしゃ

が障 害
しょうがい

ゆえに 必 要
ひつよう

とする 医 療
いりょう

のうち、

ごくわずかしか支援
しえん

されていません。育 成
いくせい

・更 生
こうせい

医 療
いりょう

は「明 確
めいかく

な改 善
かいぜん

を行
おこな

うための外科的
げ か て き

治 療
ちりょう

」が原 則
げんそく

（人 工
じんこう

透 析
とうせき

や移植後
いしょくご

の免 疫
めんえき

抑 制
よくせい

療 法
りょうほう

などは

例 外 的
れいがいてき

）、精 神
せいしん

は通 院
つういん

治 療
ちりょう

のみで入 院
にゅういん

治 療
ちりょう

には適 用
てきよう

されません。障 害 者
しょうがいしゃ

は、軽
かる

い風邪
か ぜ

などでも 障 害
しょうがい

を進 行
しんこう

させたり 治 療
ちりょう

を長引
ながび

かせたりします。ま

た 障 害
しょうがい

をこれ 以 上
いじょう

進 行
しんこう

させないための維持的
い じ て き

な 治 療
ちりょう

やリハビリなどへの

負担
ふたん

軽 減
けいげん

もありません。これらをふくめた 軽 減
けいげん

策
さく

により 障 害 者
しょうがいしゃ

の医療費
いりょうひ

負担
ふたん

の軽 減
けいげん

をはかるべきです。  

 在 宅
ざいたく

の 重 度
じゅうど

障 害 者
しょうがいしゃ

、 難 病
なんびょう

をもつ 人
ひと

が生
い

きていくうえで 必 要
ひつよう

な 物 品
ぶっぴん

は

無 料
むりょう

で 支 給
しきゅう

すべきです。 医 療
いりょう

に不可欠
ふ か け つ

なカテーテルなどはまとめ買
か

いを

余儀
よ ぎ

なくされるため、 必 要
ひつよう

以 上
いじょう

に買
か

わざるをえない 現 実
げんじつ

があります。  

 

【 東 川
ひがしがわ

委員
いいん

】  

○結 論
けつろん

 

 障 害
しょうがい

がない人
ひと

と同
おな

じスタートラインに立
た

つ」ための、障 害
しょうがい

による不利益
ふ り え き

・

困 難
こんなん

をカバーする福祉
ふくし

支援
しえん

は本 来
ほんらい

無 償
むしょう

であるべきと考
かんが

える。一 方
いっぽう

、食 費
しょくひ

等
とう

を 徴 収
ちょうしゅう

することは 当 然
とうぜん

とするならば、 所 得
しょとく

保 障
ほしょう

制度
せいど

を 確 実
かくじつ

なものとする

ことが前 提
ぜんてい

である。  

○理由
りゆう

 

 障 害
しょうがい

による不利益
ふ り え き

・困 難
こんなん

をカバーする 障 害
しょうがい

福祉
ふくし

の支援
しえん

と、日々
ひ び

の暮
く

らし

を 維
ゆい

持
じ

する 食 費
しょくひ

などの経費
けいひ

は 質
しつ

が 大
おお

きく 異
こと

なるので、支援
しえん

のシステムは

区別
くべつ

するべきである。  

 

【広田
ひろた

委員
いいん

】  

○結 論
けつろん

 

 食 費
しょくひ

は実費
じっぴ

でいいと 思
おも

う。  

○理由
りゆう

 

 在 宅
ざいたく

でも食 事
しょくじ

をするので。  
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【福井
ふくい

委員
いいん

】  

○結 論
けつろん

 

 応 益
おうえき

負担
ふたん

化
か 

がもたらした 根 本 的
こんぽんてき

な 問 題
もんだい

は、 前 述
ぜんじゅつ

したように 現 金
げんきん

給 付
きゅうふ

方 式
ほうしき

をとり、しかも 全 額
ぜんがく

給 付
きゅうふ

ではなく、原 則
げんそく

一
いち

割
わり

負担
ふたん

を利用者
りようしゃ

に強いて
し い て

い

るところにある。これは、違憲
いけん

訴 訟
そしょう

で 主 張
しゅちょう

されたとおり、 憲 法
けんぽう

25 条
じょう

の

「 健 康
けんこう

で文化的
ぶんかてき

な 最 低 限
さいていげん

の 生 活
せいかつ

」に違反
いはん

する。 障 害 者
しょうがいしゃ

が生きる
い き る

ために

必 要
ひつよう

なサービスは、全て
すべて

全 額
ぜんがく

公費
こうひ

で負担
ふたん

し利用者
りようしゃ

負担
ふたん

は無 料
むりょう

とすべきであ

り、応 能
おうのう

負担
ふたん

は過度
か ど

的
てき

な措置
そ ち

として位置づける
い ち づ け る

べきである。  

○理由
りゆう

 

 この間
このあいだ

の実 態 調 査
じったいちょうさ

でも明らかに
あ き ら か に

されているように、関 係 者
かんけいしゃ

の反 対
はんたい

の声
こえ

を

よそに自立
じりつ

支援法
しえんほう

が国 会
こっかい

で成 立
せいりつ

・実施
じっし

されて以来
いらい

、全 国 的
ぜんこくてき

にいかに悲惨
ひさん

な

事態
じたい

が展 開
てんかい

されたかは 枚 挙
まいきょ

にいとまがない。無理
む り

心 中
しんちゅう

、作 業 所
さぎょうしょ

退 所
たいしょ

など

をはじめ、自己
じ こ

負担
ふたん

の 増 大
ぞうだい

に耐えられ
た え ら れ

ず、サービス 提 供
ていきょう

を 断 念
だんねん

せざるを

得ない
え な い

状 況
じょうきょう

が 拡がっ
ひ ろ が っ

た 。 一 方
いっぽう

現場
げんば

で も 、 福祉
ふくし

労 働 者
ろうどうしゃ

の 労 働
ろうどう

条 件
じょうけん

は

根 本 的
こんぽんてき

な改 善
かいぜん

をみることなく、施設
しせつ

運 営
うんえい

も存 続
そんぞく

の危機
き き

にさらされている。

こうした 状 況
じょうきょう

を 早 急
さっきゅう

に解 決
かいけつ

することが、いま求められ
も と め ら れ

ている。  

 

【藤 岡
ふじおか

委員
いいん

】  

○結 論
けつろん

 

 原 則
げんそく

、全 額
ぜんがく

公費
こうひ

負担
ふたん

（利用者
りようしゃ

負担
ふたん

なし）とすべきである。  

 例 外
れいがい

として、 税
ぜい

・ 社 会
しゃかい

保 険 料
ほけんりょう

控除後
こうじょご

の 所 得
しょとく

が、 賃 金
ちんぎん

センサス
せ ん さ す

（ 厚 生
こうせい

労 働 省
ろうどうしょう

の賃 金
ちんぎん

構 造
こうぞう

基本
きほん

統 計
とうけい

調 査
ちょうさ

による 労 働 者
ろうどうしゃ

賃 金
ちんぎん

水 準
すいじゅん

）の 産 業 計
さんぎょうけい

、

企 業
きぎょう

規模計
き ぼ け い

、学 歴 計
がくれきけい

、男 女
だんじょ

別
べつ

全 年 齢
ぜんねんれい

平 均
へいきん

の賃 金
ちんぎん

額
がく

（平 成
へいせい

１８年
１ ８ ね ん

で約
やく

４

８９万 円
まんえん

）の１０倍
１ ０ ば い

以 上
いじょう

の場合
ばあい

には応
おう

能
のう

負担
ふたん

。  

○理由
りゆう

 

 障 害
しょうがい

の 本 質
ほんしつ

は、 機能
きのう

障 害
しょうがい

から派生
はせい

する 社 会 的
しゃかいてき

不利益
ふ り え き

である。その

社 会 的
しゃかいてき

不利益
ふ り え き

を回 復
かいふく

するためもサービス
さ ー び す

･
・

支援
しえん

に関する
か ん す る

費用
ひよう

は社 会
しゃかい

全 体
ぜんたい

で

負担
ふたん

すべきであり、 障 害
しょうがい

を持つ
も つ

当事者
とうじしゃ

に負担
ふたん

を追わせる
お わ せ る

べきではない。し

たがって、障 害 者
しょうがいしゃ

の公 的
こうてき

支援
しえん

請 求 権
せいきゅうけん

の内 容
ないよう

として、生 存
せいぞん

に必 要
ひつよう

不可欠
ふ か け つ
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な支援
しえん

を金 銭 的
きんせんてき

負担
ふたん

無く
な く

受けられる
う け ら れ る

ことが含まれる
ふ く ま れ る

といえる。  

 また、支援費
し え ん ひ

制度
せいど

と現 在
げんざい

の利用者
りようしゃ

負担
ふたん

額
がく

のいずれかより負担
ふたん

が増 大
ぞうだい

する

こ と に な れ ば 生 存 権
せいぞんけん

と し て 保 障
ほしょう

さ れ た 水 準
すいじゅん

を 合理的
ごうりてき

理由
りゆう

な く

切り下げられない
き り さ げ ら れ な い

という、制度
せいど

後 退
こうたい

禁止
きんし

原 則
げんそく

（憲 法
けんぽう

2 5
２５

条
じょう

）に反する
は ん す る

。支援費
し え ん ひ

制度
せいど

導 入
どうにゅう

時
じ

に利用者
りようしゃ

負担
ふたん

が議論
ぎろん

された 際
さい

にも「 公 的
こうてき

責 任
せきにん

・公費
こうひ

負担
ふたん

の後 退
こうたい

があってはならない」とし、「 障 害 者
しょうがいしゃ

が必 要
ひつよう

な福祉
ふくし

サービス
さ ー び す

を利用
りよう

するこ

とができるよう、公費
こうひ

助 成
じょせい

を 行 う
おこなう

こと」は 公 的
こうてき

責 任
せきにん

であると指摘
してき

された

（「 今後
こんご

の 障 害
しょうがい

保健
ほけん

福祉
ふくし

施策
しさく

の 在り方
あ り か た

に つ い て 」 １９９９年
１ ９ ９ ９ ね ん

１月
１がつ

１９日
１ ９ に ち

 

障 害 者
しょうがいしゃ

関 係
かんけい

三 審
さんしん

議会
ぎかい

合 同
ごうどう

企画
きかく

分科会
ぶんかかい

）。このような議論
ぎろん

を経て
た て

、支援費
し え ん ひ

制度下
せいどした

でも応
おう

能
のう

負担
ふたん

が維持
い じ

された。また、措置
そ ち

制度
せいど

と支援費
し え ん ひ

制度
せいど

を通じて
つ う じ て

、

食 費
しょくひ

も公費
こうひ

助 成
じょせい

に含まれて
ふ く ま れ て

いた。  

 例 外
れいがい

として 平 均 的
へいきんてき

賃 金
ちんぎん

の１０倍
１ ０ ば い

を超える
こ え る

高 額
こうがく

所 得
しょとく

のある場合
ばあい

に可処分
かしょぶん

所 得
しょとく

の範囲内
はんいない

で負担
ふたん

させる仕組み
し く み

により「 国 民
こくみん

感 情
かんじょう

」「 衡 平 間
こうへいかん

」を考 慮
こうりょ

す

る。  

 

【増田
ますだ

委員
いいん

】  

○結論  

 障 害
しょうがい

ゆえに必 要
ひつよう

な支援
しえん

については無 料
むりょう

とする．所 得
しょとく

保 障
ほしょう

の一部
いちぶ

として

家賃
やちん

助 成
じょせい

なども検 討
けんとう

していく．  

 

【三浦
みうら

委員
いいん

】  

○結論  

 サービス
さ ー び す

・支援
しえん

に関する
かん   

負担
ふたん

については 応
おう

能
のう

負担
ふたん

を 原 則
げんそく

とするべきであ

る。  

食 費
しょくひ

等
とう

については実費
じっぴ

負担
ふたん

を原 則
げんそく

とすべき。ただし、人件費部分
じんけんひぶぶん

について

は、負担
ふたん

の 対 象
たいしょう

外
がい

とする 必 要
ひつよう

がある。また、捕
ほ

足
そく

給 付
きゅうふ

については現 行
げんこう

の

5万 8 千円
まん せんえん

を最 低 限
さいていげん

の基 準
きじゅん

として維持
い じ

するべき。  

 なお、 実 質 的
じっしつてき

に負担
ふたん

を可能
かのう

とする 所 得
しょとく

保 障
ほしょう

についてのことが、 前 段
ぜんだん

で

議論
ぎろん

されるべき 重 要
じゅうよう

な課題
かだい

である。  

○理由  
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 食 事
しょくじ

の実費
じっぴ

負担
ふたん

については、 一 定
いってい

の合理性
ごうりせい

があるものと 考 え ら れ る
かんが       

が、

低 所 得 者
ていしょとくしゃ

への配 慮
はいりょ

は不可欠
ふ か け つ

であると思われる
おも     

ため。また、負担
ふたん

の有無
う む

、ま

たは、どの程度
ていど

負担
ふたん

するのかについての 前 提
ぜんてい

として、負担
ふたん

能 力
のうりょく

を担保
たんぽ

する

所 得
しょとく

保 障
ほしょう

がまず 考 え ら れ る
かんが        

べきであると 考 え る
かんが    

ため。  

 

【光 増
みつます

委員
いいん

】  

○結 論
けつろん

 

 実費
じっぴ

の負担
ふたん

は、ある程度
ていど

負担
ふたん

すべきであると 考
かんが

えるが、食
しょく

材 料 費
ざいりょうひ

だけで

はなく、調理費
ちょうりひ

を取
と

る 等
とう

の過度
か ど

の負担
ふたん

を 求
もと

める 事
こと

はするべきではないと 考
かんが

える。  

○理由
りゆう

 

 現 在
げんざい

の規定
きてい

では、料 金
りょうきん

設 定
せってい

は事 業 所
じぎょうしょ

の任意
にんい

になっており、それによって

利用者
りようしゃ

の負担
ふたん

は大
おお

きくなっている。事 業 所
じぎょうしょ

の料 金
りょうきん

設 定
せってい

によっては、利用者
りようしゃ

が食 事
しょくじ

を食
た

べない等
とう

、好
この

ましくない状 況
じょうきょう

も出
で

ているため。  

 

【宮田
みやた

委員
いいん

】  

○結論  

 食 事
しょくじ

の実費
じっぴ

負担
ふたん

は 当 然
とうぜん

と考える
かんがえる

が、 国
くに

が指針
ししん

として出して
だ し て

いる 6 5 0
６５０

円
えん

( 2 3 0
２３０

円
えん

の 食 材 費
しょくざいひ

と 4 2 0
４２０

円
えん

の人件費
じんけんひ

相 当 分
そうとうぶん

)に関して
か ん し て

は 生 活
せいかつ

実 態
じったい

とズレ
ず れ

が

あるため検 討
けんとう

が必 要
ひつよう

。また、児童
じどう

福祉
ふくし

施設
しせつ

における「 食 育
しょくいく

」と人 材
じんざい

確保
かくほ

の

観 点
かんてん

からは、保育所
ほいくしょ

や学 校
がっこう

給 食
きゅうしょく

のように 食 材 費
しょくざいひ

は「月 額
げつがく

」として 徴 収
ちょうしゅう

し、人件費
じんけんひ

相 当
そうとう

部分
ぶぶん

は基本
きほん

報 酬
ほうしゅう

としての支 給
しきゅう

が適 当
てきとう

である。  

○理由  

 児童
じどう

福祉
ふくし

施設
しせつ

におけ る 食 事
しょくじ

の 提 供
ていきょう

は、 子ども
こ ど も

の 健 康
けんこう

および 食 育
くうそだつ

を

考 慮
こうりょ

すれば 入 所
にゅうしょ

、通所児
つうしょじ

・者
しゃ

にとって 必 要
ひつよう

不可欠
ふ か け つ

なものである。しかし、

6 5 0
６５０

円
えん

という 額
がく

は 社 会
しゃかい

情 勢
じょうせい

からみて 高 額
こうがく

であるため 食 材 費
しょくざいひ

のみとする

べきである。また、調理師
ちょうりし

等
など

の人 材
じんざい

確保
かくほ

の安
あん

定化
ていか

の観 点
かんてん

から人件費
じんけんひ

相 当 分
そうとうぶん

は基本
きほん

報 酬
ほうしゅう

に組み入れる
く み い れ る

必 要 性
ひつようせい

がある。  
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【森
もり

委員
いいん

】  

○結論  

 応
おう

能
のう

負担
ふたん

制度
せいど

の実施
じっし

とともに、 食 費
しょくひ

等
とう

の実費負坦
じっぴふたいら

制度
せいど

は廃止
はいし

すべきであ

る。  

○理由  

 応
おう

能
のう

負担
ふたん

制度
せいど

は、 障 害 者
しょうがいしゃ

が受
う

ける全
すべ

ての支援
しえん

（食 費
しょくひ

等
とう

のサービス
さ ー び す

を含
ふく

め）に対
たい

して、 障 害 者
しょうがいしゃ

の 収 入
しゅうにゅう

に応
おう

じて負
ふ

担
たん

する（支
し

払
はら

う）制度
せいど

と理解
りかい

する。  

 

【渡井
わたい

委員
いいん

】  

○結 論
けつろん

 

 財 源
ざいげん

の確保
かくほ

が難
むずか

しければ応
おう

能
のう

負担
ふたん

もやむを得
え

ない。  

○理由
りゆう

 

 福祉
ふくし

サービス
さ ー び す

を安 定
あんてい

して利用
りよう

できる仕組
し く

みを構 築
こうちく

することが 重 要
じゅうよう

。  
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論 点
ろんてん

G-2-2) 費用
ひよう

負担
ふたん

を求
もと

める場合
ばあい

の仕組
し く

みとその 際
さい

の負担
ふたん

を求
もと

める範囲
はんい

（ 障 害 者
しょうがいしゃ

本 人
ほんにん

、同 居
どうきょ

家族
かぞく

等
とう

)についてどう 考
かんが

えるか？  

 

【荒井
あらい

委員
いいん

】  

○結 論
けつろん

 

 配 偶 者
はいぐうしゃ

を 除
のぞ

き、 本 人
ほんにん

のみ を 対 象
たいしょう

とする 場合
ばあい

は、 扶養
ふよう

控 除
こうじょ

制度
せいど

との

整 合 性
せいごうせい

等
とう

、現 行
げんこう

税 制 上
ぜいせいじょう

の均 衡
きんこう

にも配 慮
はいりょ

して必 要
ひつよう

な検 討
けんとう

を 行
おこな

うべきで

ある。  

○理由
りゆう

 

 障害者
しょうがいしゃ

の場合
ば あ い

は既
すで

に世帯
せ た い

単位
た ん い

でなく、本人
ほんにん

とその配偶者
はいぐうしゃ

を対象
たいしょう

として所得
しょとく

認定
にんてい

が実施
じ っ し

されている。現行
げんこう

と異
こと

なり、所得
しょとく

認定
にんてい

において本人
ほんにん

のみを対象
たいしょう

と

し配偶者
はいぐうしゃ

を対象
たいしょう

としない制度
せ い ど

とする場合
ば あ い

には、税
ぜい

制度
せ い ど

との制度間
せ い ど か ん

の整合性
せいごうせい

を

十分
じゅうぶん

図
はか

る必要
ひつよう

がある。  

 

【伊澤
いざわ

委員
いいん

】  

○結論  

 とにかく負担
ふたん

は廃止
はいし

すべきであるが、それに 至
いた

る経過
けいか

で一 定
いってい

の負担
ふたん

が 生
しょう

じたとしても、それはあくまで 本 人
ほんにん

事 情
じじょう

に拠
よ

り、 障 害 者
しょうがいしゃ

本 人
ほんにん

のみにすべ

きである。  

○理由  

 負担
ふたん

があったとしても負担
ふたん

を 求
もと

める 範
はんい

囲を 広
ひろ

げることは 同 居 人
どうきょにん

や家族
かぞく

との 関 係 性
かんけいせい

の 健
けん

全
ぜん

さが担保
たんぽ

しきれない可能性
かのうせい

もある。それでは 幸
しあわ

せにな

れない。  

 結 婚
けっこん

すると 配 偶 者
はいぐうしゃ

になる 人
ひと

に 収 入
しゅうにゅう

があるから自己
じ こ

負担
ふたん

が 発 生
はっせい

するた

め、 障 害
しょうがい

福祉
ふくし

サービス
さ ー び す

を利用
りよう

するかしないか 検 討
けんとう

しているケース
け ー す

がある。

ややもすれば 結 婚
けっこん

するかしないかの 検 討
けんとう

にもなってしまう。 実
じつ

に気
き

の毒
どく

で

ある。 障 害 者
しょうがいしゃ

福祉
ふくし

は社 会
しゃかい

全 体
ぜんたい

で支
ささ

えていくことに徹
てっ

する必 要
ひつよう

である。  
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【石 橋
いしばし

委員
いいん

】  

○結 論
けつろん

 

 自立
じりつ

支援
しえん

医 療
いりょう

に 関
かん

しては、 他
ほか

の 医 療
いりょう

関 連
かんれん

の制度
せいど

との兼
か

ね合
あ

いもあり 難
むずか

しい側 面
そくめん

はあるが、福祉
ふくし

サービスや補
たすく

装具
そうぐ

と合 算
がっさん

のうえ、一本化
いっぽんか

した月 額
げつがく

負担
ふたん

上 限
じょうげん

額
がく

を設 定
せってい

する。  

応
おう

能
のう

負担
ふたん

を求
もと

める範囲
はんい

は、障 害 者
しょうがいしゃ

本 人
ほんにん

とする。  

○理由
りゆう

 

 扶養
ふよう

の考
かんが

えが絶
た

えず提示
ていじ

されるが、先
ま

ずは、扶養
ふよう

の定義
ていぎ

の中
なか

に 何
なに

を 含
ふく

め

るかの一 定
いってい

の共 通
きょうつう

概 念
がいねん

の提示
ていじ

が必 要
ひつよう

と考
かんが

えている。  

 

【氏
うじ

田
た

委員
いいん

】  

○結 論
けつろん

 

 障 害 者
しょうがいしゃ

本 人
ほんにん

のみの 所 得
しょとく

をベースにすべきである。  

○理由
りゆう

 

 障 害 者
しょうがいしゃ

権利
けんり

条 約
じょうやく

では、障 害 者
しょうがいしゃ

を保護
ほ ご

の「客 体
きゃくたい

」ではなく 人 権
じんけん

の「主 体
しゅたい

」

として 示
しめ

されている。そのことからも、家族
かぞく

の保護
ほ ご

のもとでの 生 活 者
せいかつしゃ

では

なく、一人
ひとり

の市民
しみん

としてとらえるべきである。  

 

【大久保
お お く ぼ

委員
いいん

】  

○結 論
けつろん

 

 負担
ふたん

を求
もと

める範囲
はんい

は、利用
りよう

するサービスの 種 類
しゅるい

に関
かか

わらず、現 行
げんこう

の 18歳
さい

未満
みまん

は保護者
ほ ご し ゃ

、18歳
さい

以 上
いじょう

は本 人
ほんにん

（および配 偶 者
はいぐうしゃ

）とすることが妥当
だとう

と考
かんが

え

る。  

○理由
りゆう

 

 民 法
みんぽう

の扶養
ふよう

義務
ぎ む

規定
きてい

などとの 整 合 性
せいごうせい

を考 慮
こうりょ

すると 現 行
げんこう

の 方 式
ほうしき

が妥当
だとう

と

思
おも

われる。  

 

【岡部
おかべ

委員
いいん

】  

○結 論
けつろん

 

 成 人
せいじん

の費用
ひよう

負担
ふたん

については 本 人
ほんにん

の 所 得
しょとく

のみを算 定
さんてい

基 準
きじゅん

として行
おこな

われる
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べきである。  

 

【小澤
おざわ

委員
いいん

】  

○結 論
けつろん

 

 同 居
どうきょ

家族
かぞく

に対
たい

して、負担
ふたん

を求
もと

める考
かんが

え方
かた

は、「家族
かぞく

介護
かいご

」の延 長
えんちょう

線
せん

にあ

り、問 題
もんだい

である。  

 

【小田島
お だ じ ま

委員
いいん

】  

○結 論
けつろん

 

 障 害 者
しょうがいしゃ

本 人
ほんにん

の所 得
しょとく

だけで計 算
けいさん

する。  

 所 得
しょとく

の尐ない
す く な い

人
ひと

は無 料
むりょう

にする。  

○理由
りゆう

 

 本 人
ほんにん

のための福祉
ふくし

サービス
さ ー び す

に、家族
かぞく

が責 任
せきにん

を負う
お う

のはおかしいから。  

 お金
おかね

が無い
な い

人
ひと

からお金
おかね

を取る
と る

のはやめてほしい。  

 

【柏 女
かしわめ

委員
いいん

】  

○結論  

 障 害 児
しょうがいじ

(児童
じどう

福祉法
ふくしほう

と 障 害 者
しょうがいしゃ

総 合
そうごう

福祉法
ふくしほう

(仮 称
かしょう

)の相互
そうご

乗り入れ
の り い れ

部分
ぶぶん

を

含む
ふくむ

。 )の場合
ばあい

、保護者
ほ ご し ゃ

の 利 用 料
りようりょう

未納
みのう

に対して
た い し て

は、事
じ

業 者
ぎょうしゃ

による 一 定
いってい

の

ソーシャルワーク
そ ー し ゃ る わ ー く

対 応
たいおう

を経た
へ た

うえで 市 町 村
しちょうそん

が関与
かんよ

する仕組み
し く み

を 構 築
こうちく

する

必 要
ひつよう

がある。  

○理由  

 退 所
たいしょ

による子ども
こ ど も

の放置
ほうち

など、利 用 料
りようりょう

未納
みのう

による被害
ひがい

が本 人
ほんにん

に及ぶ
およぶ

こと

を防止
ぼうし

するため。  

 

【河 崎
かわさき

（建
たつ

）委員
いいん

】  

○結 論
けつろん

 

 障 害 者
しょうがいしゃ

本 人
ほんにん

の 収 入
しゅうにゅう

に応
おう

じた仕組
し く

みとすべきである。  

○理由
りゆう

 

 世帯
せたい

単位
たんい

の 収 入
しゅうにゅう

認 定
にんてい

を即 刻
そっこく

廃止
はいし

すべき。  
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【川 崎
かわさき

（洋
よう

）委員
いいん

】  

○結論  

 費用
ひよう

負担
ふたん

を求める
も と め る

べきではないが、止
や

むをえず求める
も と め る

とすれば、範囲
はんい

は

本 人
ほんにん

のみとすべきである。  

○理由  

 本 人
ほんにん

に必 要
ひつよう

な費用
ひよう

は、自立
じりつ

の観 点
かんてん

からも、本 人
ほんにん

自身
じしん

の 収 入
しゅうにゅう

をベース
べ ー す

と

すべきである。  

 

【北 浦
きたうら

委員
いいん

】  

○結論  

 費用
ひよう

負担
ふたん

の制度
せいど

は、応
おう

能
のう

負担
ふたん

とし、成 人
せいじん

の場合
ばあい

には、利用者
りようしゃ

本 人
ほんにん

のみの

負担
ふたん

能 力
のうりょく

を 基
もと

とした 負 担 料
ふたんりょう

とすべきであり、未成年
みせいねん

の場合
ばあい

には、家計
かけい

の

主 宰 者
しゅさいしゃ

の所 得
しょとく

を基
もと

とすべきである。  

○理由  

 成 人
せいじん

の場合
ばあい

には、独 立
どくりつ

した主 体
しゅたい

であり、家族
かぞく

に負担
ふたん

をかけることは、本 人
ほんにん

の家族
かぞく

に対する
た い   

心
こころ

の負担
ふたん

につながることとなるからである。  

 

【近 藤
こんどう

委員
いいん

】  

○結 論
けつろん

 

 障 害 者
しょうがいしゃ

本 人
ほんにん

の 収 入
しゅうにゅう

状 況
じょうきょう

のみを 基 準
きじゅん

とするべきである。  

○理由
りゆう

 

 障 害 者
しょうがいしゃ

で は 配 偶 者
はいぐうしゃ

、 障 害 児
しょうがいじ

で は 家族
かぞく

全 体
ぜんたい

の 収 入
しゅうにゅう

状 況
じょうきょう

で 負担
ふたん

上 限
じょうげん

額
がく

を設 定
せってい

することは、 徒
いたずら

に家族
かぞく

に負担
ふたん

を負
お 

わせるものであり、改 善
かいぜん

が必 要
ひつよう

である。  

 

【齋 藤
さいとう

委員
いいん

】  

○結論  

 応
おう

能
のう

負担
ふたん

にすることでよいが、負担
ふたん

額
がく

の発 生
はっせい

する所 得
しょとく

額
がく

のラインをどこ

に引
ひ

くのか、また 所 得
しょとく

額
がく

の増加
ぞうか

に 応
おう

じた負担
ふたん

額
がく

の 設 定
せってい

をどうするのかは
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検 討
けんとう

を要
よう

する。負担
ふたん

を求
もと

める範囲
はんい

については、基本的
きほんてき

に障 害 者
しょうがいしゃ

本 人
ほんにん

とすべ

きである。ただし 同 居
どうきょ

家族
かぞく

の中
なか

で障 害 者
しょうがいしゃ

の経 済 的
けいざいてき

独 立
どくりつ

が 保
たも

たれていない

等
とう

の問 題
もんだい

についても 検 討
けんとう

すべきである。  

 

【佐野
さ の

委員
いいん

】  

○結 論
けつろん

 

 負担
ふたん

の範囲
はんい

は 障 害 者
しょうがいしゃ

本 人
ほんにん

に 限 定
げんてい

すべきである。また、負担
ふたん

する場合
ばあい

は

本 人
ほんにん

の負担
ふたん

能 力
のうりょく

ににあった 応
おう

能
のう

負担
ふたん

制度
せいど

が望
のぞ

ましい。  

 

【末 光
すえみつ

委員
いいん

】  

○結 論
けつろん

 

 同 居
どうきょ

家族
かぞく

の負担
ふたん

を 求
もと

めるべきではない。  

 

【田中
たなか

（伸
のぶ

）委員
いいん

】  

○結 論
けつろん

 

 障 害 者
しょうがいしゃ

個人
こじん

の所 得
しょとく

認 定
にんてい

を行
おこな

い、負担
ふたん

額
がく

を決
けっ

すべきである。  

○理由
りゆう

 

 「負担
ふたん

を求
もと

める者
もの

」は、障 害 者
しょうがいしゃ

個人
こじん

としなければならない。同 居
どうきょ

家族
かぞく

に

負担
ふたん

を求
もと

めることは、障 害 者
しょうがいしゃ

を個人
こじん

として 尊 重
そんちょう

しないことにつながるとと

もに、 障 害 者
しょうがいしゃ

に 対
たい

する支援
しえん

を第一次的
だいいちじてき

には家族
かぞく

に 行
おこな

わせる 旧 来 型
きゅうらいがた

の 考
かんが

え

方
かた

につながるものであり、不適切
ふてきせつ

である。  

 

【田中
たなか

（正
まさ

）委員
いいん

】  

○結 論
けつろん

 

 所 得
しょとく

と負担
ふたん

については多制度
た せ い ど

との整 合 性
せいごうせい

をとるべき。その際
さい

、負担
ふたん

が大
おお

きいために利用
りよう

を控
ひか

える事 情
じじょう

と、かかるコスト
こ す と

に対
たい

する感 覚
かんかく

については、

議論
ぎろん

が必 要
ひつよう

。  

成 人
せいじん

は、障 害 者
しょうがいしゃ

本 人
ほんにん

の所 得
しょとく

を基本
きほん

とすべき。      

○理由
りゆう

 

 社 会
しゃかい

保 障
ほしょう

全 般
ぜんぱん

の課題
かだい

としての整理
せいり

と検 討
けんとう

が重 要
じゅうよう

と考
かんが

えるから。  
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【中 西
なかにし

委員
いいん

】  

○結 論
けつろん

 

 夫婦
ふうふ

のうち一人
ひとり

が 障 害 者
しょうがいしゃ

である場合
ばあい

、 収 入
しゅうにゅう

が合
ごう

算
さん

されて負担
ふたん

を求
もと

め

られ、家族
かぞく

と同 居
どうきょ

の 障 害 者
しょうがいしゃ

のサービス
さ ー び す

利用
りよう

負担
ふたん

が同 居
どうきょ

家族
かぞく

に求
もと

められる

のは不当
ふとう

であり、あくまでも 障 害 者
しょうがいしゃ

本 人
ほんにん

の 収 入
しゅうにゅう

を元
もと

に負担
ふたん

を求
もと

めるの

が基本
きほん

である。  

○理由
りゆう

 

 現 在
げんざい

では夫婦
ふうふ

でも家計
かけい

は別
べつ

であり同 居
どうきょ

家族内
かぞくない

でも 障 害 者
しょうがいしゃ

の負担
ふたん

を他
ほか

の

家族
かぞく

メンバー
め ん ば ー

に求
もと

めるのは時代
じだい

の趨 勢
すうせい

に合
あ

わない。国
くに

は大家族的
だいかぞくてき

な発 想
はっそう

で

はなく負担
ふたん

論理
ろんり

を個人
こじん

別
べつ

の課税
かぜい

や負担
ふたん

に転 換
てんかん

すべき時代
じだい

にきている。  

 

【中 原
なかはら

委員
いいん

】  

○結 論
けつろん

 

  福祉
ふくし

サービス
さ ー び す

、補
ほ

そう具
ぐ

、地域
ちいき

生 活
せいかつ

支援
しえん

事 業
じぎょう

、自立
じりつ

支援
しえん

医 療
いりょう

などを包 括
ほうかつ

した応 能
おうのう

負担
ふたん

とすべき。  

 負担
ふたん

を求
もと

める範囲
はんい

は、 障 害 者
しょうがいしゃ

本 人
ほんにん

の所 得
しょとく

のみによるものとすべき。な

お、低 所 得
ていしょとく

（市 町 村
しちょうそん

民 税
みんぜい

非課税
ひ か ぜ い

）の 障 害 者
しょうがいしゃ

については無 料
むりょう

とし、 就 労
しゅうろう

所 得
しょとく

等
とう

がある人
ひと

については利用者
りようしゃ

負担
ふたん

が過 重
かじゅう

とならない仕組み
し く   

が必 要
ひつよう

。  

○理由
りゆう

 

 現 在
げんざい

は福祉
ふくし

サービス
さ ー び す

、補
ほ

そう具
ぐ

、地域
ちいき

生 活
せいかつ

支援
しえん

事 業
じぎょう

、自立
じりつ

支援
しえん

医 療
いりょう

など、

別 々
べつべつ

に利用者
りようしゃ

負担
ふたん

の 上 限 額
じょうげんがく

が 設
もう

けられていることから、 複 数
ふくすう

のサービス
さ ー び す

等
とう

を利用
りよう

する場合
ばあい

の利用者
りようしゃ

負担
ふたん

が大きく
お お   

なってしまう。  

 

【奈良崎
な ら ざ き

委員
いいん

】  

○結 論
けつろん

 

 食 事
しょくじ

以外
いがい

はその人
ひと

の収 入
しゅうにゅう

によって分
わ

ける。  
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【西 滝
にしたき

委員
いいん

】  

○結 論
けつろん

   

①  障 害 者
しょうがいしゃ

本 人
ほんにん

の 所 得
しょとく

のみを収 入
しゅうにゅう

認 定
にんてい

とすべきである。  

○理由
りゆう

  

①  以前
いぜん

の支援費
し え ん ぴ

制度
せいど

が参 考
さんこう

になる。障 害
しょうがい

福祉
ふくし

サ
さ

－
ー

ビス
び す

は、あくまで当事者
とうじしゃ

本 人
ほんにん

が利用
りよう

するものであり、 当 然
とうぜん

その負担
ふたん

は障 害 者
しょうがいしゃ

本 人
ほんにん

に限 定
げんてい

される

べきである。同 居
どうきょ

家族
かぞく

に費用
ひよう

だけでなく 精 神 的
せいしんてき

負担
ふたん

を課
か

さないためにも、

収 入
しゅうにゅう

認 定
にんてい

は本 人
ほんにん

の収 入
しゅうにゅう

のみとする 必 要
ひつよう

がある。  

②  支援費
し え ん ぴ

制度
せいど

は 制度
せいど

の 仕組
し く

み と い う よ り は 、 む し ろ 財 源
ざいげん

問 題
もんだい

で 自立
じりつ

支援法
しえんほう

に切
き

り替
か

えられたと認 識
にんしき

している。同 居
どうきょ

家族
かぞく

に負担
ふたん

を負
お

わせるこ

とにより、家族
かぞく

関 係
かんけい

を悪化
あっか

させたり、親
おや

の扶養
ふよう

・介護
かいご

責 任
せきにん

を負
お

わせ続
つづ

け

ること（家族
かぞく

責 任
せきにん

）に繋
つな

がる。  

 

【野原
のはら

委員
いいん

】  

○結 論
けつろん

 

 費用
ひよう

負担
ふたん

を求
もと

める場合
ばあい

の原 則
げんそく

は「応
おう

能
のう

負担
ふたん

」であるべきです。負担
ふたん

上 限
じょうげん

の決
き

め 方
かた

は、障 害 者
しょうがいしゃ

誰
だれ

もが手軽
てがる

にサービスを受
う

けられるに足
た

る 金 額
きんがく

設 定
せってい

とし、 所 得
しょとく

階 層
かいそう

に 応
おう

じてきめ 細
こま

かい区分
くぶん

による 低 額
ていがく

の負担
ふたん

額
がく

とすべきで

す。  

 その 際
さい

の負担
ふたん

能 力
のうりょく

をはかる 基 準
きじゅん

としては、 障 害 者
しょうがいしゃ

本 人
ほんにん

のみの 所 得
しょとく

を

基 準
きじゅん

とすべきです。  

 医 療
いりょう

に依
やすし

存
そん

して 生 活
せいかつ

・生 命
せいめい

を維
い

持
じ

している難 病
なんびょう

・慢 性
まんせい

疾 患
しっかん

患 者
かんじゃ

の障 害
しょうがい

程度
ていど

の認 定
にんてい

と負担
ふたん

は、 特 別
とくべつ

の検 討
けんとう

が必 要
ひつよう

です。  

○理由
りゆう

 

 現 行
げんこう

の自立
じりつ

支援
しえん

医 療
いりょう

は、医 療
いりょう

保険
ほけん

の加 入 者
かにゅうしゃ

ごとの所 得
しょとく

状 況
じょうきょう

により負担
ふたん

上 限
じょうげん

が決
き

められています。同 居
どうきょ

および 加 入
かにゅう

保険
ほけん

にかかわらず、障 害 者
しょうがいしゃ

本 人
ほんにん

のみの所 得
しょとく

状 況
じょうきょう

に応
おう

じて負担
ふたん

額
がく

を決
き

める制度
せいど

にすべきです。障 害 者
しょうがいしゃ

を背負
せ お

う家族
かぞく

にまで負担
ふたん

を 求
もと

めるのは 経 済 的
けいざいてき

のみならず 精 神 的
せいしんてき

にも負担
ふたん

です。

障 害 者
しょうがいしゃ

が社 会 的
しゃかいてき

に自立
じりつ

をしていくための費用
ひよう

負担
ふたん

は、家族
かぞく

に負
お

わせるべき

ではなく社 会
しゃかい

全 体
ぜんたい

で負担
ふたん

すべきです。  
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 難 病
なんびょう

・ 慢 性
まんせい

疾 患
しっかん

患 者
かんじゃ

は、機能
きのう

障 害
しょうがい

の不自由
ふ じ ゆ う

さに 加
くわ

えて、 常
つね

に 通 院
つういん

・

送 迎
そうげい

・付
つ

き添
そ

い・遠地
えんち

施設
しせつ

への滞 在
たいざい

などを 含
ふく

めた多額
たがく

の医療費
いりょうひ

ケアの負担
ふたん

を

求
もと

められる場合
ばあい

が多
おお

くあります。  

 また、いままで理解
りかい

されていない 症 状
しょうじょう

で苦
くる

しんでいる 人
ひと

たちが多
おお

くいま

す。  

 

【 東 川
ひがしがわ

委員
いいん

】  

○結 論
けつろん

 

 成 人
せいじん

については、 障 害 者
しょうがいしゃ

本 人
ほんにん

のみとして、 所 得
しょとく

に 応
おう

じた負担
ふたん

の仕組
し く

み

とすべきである。その際
さい

の負担
ふたん

は応
おう

能
のう

負担
ふたん

とするのが現 実 的
げんじつてき

と考
かんが

える。  

○理由
りゆう

 

 本 人
ほんにん

が費用
ひよう

負担
ふたん

できない場合
ばあい

については、本 人
ほんにん

を対 象
たいしょう

とする、所 得
しょとく

保 障
ほしょう

の仕組
し く

みを 講
こう

じるべきである。民 法
みんぽう

877条
じょう

1項
こう

の「直 系
ちょっけい

血 族
けつぞく

及
およ

び兄 弟
きょうだい

姉妹
しまい

は、

互
たが

いに扶養
ふよう

をする義務
ぎ む

がある。」という考
かんが

え方
かた

そのものも検 討
けんとう

すべき時期
じ き

と

考
かんが

えるが、まずは、家族
かぞく

に負担
ふたん

を求
もと

めるのは、自立
じりつ

の阻害
そがい

要 因
よういん

となること

が大
おお

きいため。  

 

【広田
ひろた

委員
いいん

】  

○結 論
けつろん

 

 同 居
どうきょ

の場合
ばあい

、家族
かぞく

を含
ふく

める。  

○理由
りゆう

 

 北 欧
ほくおう

のような税
ぜい

負担
ふたん

ではないので。  

 日本
にほん

社 会
しゃかい

通 念 上
つうねんじょう

。  

 

【福井
ふくい

委員
いいん

】  

○結 論
けつろん

 

 違憲
いけん

訴 訟
そしょう

の基本
きほん

合意
ごうい

でも明らかな
あ き ら か な

ように、 障 害 者
しょうがいしゃ

支援
しえん

は 公 的
こうてき

責 任
せきにん

で

行 わ
おこなわ

れるべきであり、家族
かぞく

責 任
せきにん

を強いて
し い て

はならない。 民 法
みんぽう

の扶養
ふよう

義務
ぎ む

を

見直し
み な お し

、根 本 的
こんぽんてき

な制度
せいど

改 革
かいかく

を実施
じっし

すべきである。  

○理由
りゆう
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 障 害
しょうがい

のある当事者
とうじしゃ

を、社 会
しゃかい

の対 等
たいとう

な一 員
いちいん

として、その 人 権
じんけん

を保 障
ほしょう

して

いくための根 幹
こんかん

に係わる
か か わ る

問 題
もんだい

であり、どうしても解 決
かいけつ

しなければならない

不可欠
ふ か け つ

な課題
かだい

である。  

 

【藤井
ふじい

委員
いいん

】  

○結 論
けつろん

 

 あくまでも負担
ふたん

の範囲
はんい

は障 害 者
しょうがいしゃ

本 人
ほんにん

に限
かぎ

るべきである。また、負担
ふたん

の仕組
し く

みについては、最 低 限
さいていげん

、本 人
ほんにん

の負担
ふたん

能 力
のうりょく

に合
あ

わせた応
おう

能
のう

負担
ふたん

制度
せいど

にすべき

である。  

○理由
りゆう

 

 同 居
どうきょ

家族
かぞく

に負担
ふたん

を課
か

す事
こと

は、家族
かぞく

負担
ふたん

を軽 減
けいげん

し、障 害 者
しょうがいしゃ

の地域
ちいき

における

自立
じりつ

した生 活
せいかつ

を推 進
すいしん

するという 方 向 性
ほうこうせい

にそぐわない。障 害 者
しょうがいしゃ

を一 人 前
いちにんまえ

の

個人
こじん

として 捉
とら

えないことは、障 害 者
しょうがいしゃ

の 尊 厳
そんげん

の尊 重
そんちょう

を目 的
もくてき

にした権利
けんり

条 約
じょうやく

に反
はん

する。障 害 者
しょうがいしゃ

を一
いち

個人
こじん

として捉
とら

えるべきである。  

 

【藤 岡
ふじおか

委員
いいん

】  

○結 論
けつろん

 

 障 害 児
しょうがいじ

の場合
ばあい

、今 回
こんかい

の法
ほう

改 正
かいせい

で原 則
げんそく

無償化
むしょうか

は必 ず
かならず

実 現
じつげん

するべきである。 

 仮に
かりに

負担
ふたん

を 求 め る と し て も 費用
ひよう

負担者
ふたんしゃ

・ 費用
ひよう

負担
ふたん

算 定
さんてい

の 根 拠
こんきょ

と な る

収 入
しゅうにゅう

の 対 象
たいしょう

とも 障 害 児 者
しょうがいじしゃ

本 人
ほんにん

に限る
かぎる

べきである。  

○理由
りゆう

 

 障 害 児
しょうがいじ

の 有 償
ゆうしょう

制度
せいど

は子ども
こ ど も

の権利
けんり

条
じょう

約
やく

２３条
２３じょう

違反
いはん

。  

 障 害 児 者
しょうがいじしゃ

の世帯
せたい

や家族
かぞく

を費用
ひよう

負担者
ふたんしゃ

や 収 入
しゅうにゅう

認 定
にんてい

の 対 象
たいしょう

に含める
ふ く め る

の

は，家族
かぞく

が 障 害 者
しょうがいしゃ

を世話
せ わ

すべきという誤った
あやまった

考 え 方
かんがえかた

に基づく
も と づ く

ものであり，

障 害
しょうがい

に起因
きいん

する特 別
とくべつ

な負担
ふたん

を親子
おやこ

、配 偶 者
はいぐうしゃ

、家族
かぞく

に押し付ける
お し つ け る

ことにな。

障 害
しょうがい

福祉
ふくし

の公 的
こうてき

責 任
せきにん

に反する
は ん す る

。  

 現 状
げんじょう

では負担
ふたん

のない障害者
しょうがい

も 婚 姻
こんいん

により負担
ふたん

が 生 じ
しょうじ

、高齢化
こうれいか

で子
こ

にも

負担
ふたん

が生じる
しょうじる

。そんな不条理
ふじょうり

は 解 消
かいしょう

されるべきである。これでは 障 害 者
しょうがいしゃ

本 人
ほんにん

が自立
じりつ

した地域
ちいき

生 活
せいかつ

が営めなく
いとなめなく

なり、 障 害
しょうがい

福祉
ふくし

の目 的
もくてき

に反する。  
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【増田
ますだ

委員
いいん

】  

○結論  

 障 害
しょうがい

ゆ え に 必 要
ひつよう

な 支援
しえん

は 無 料
むりょう

を 原 則
げんそく

と す る と 考える
かんがえる

た め ， 負担
ふたん

を

求める
も と め る

範囲
はんい

は 検 討
けんとう

す る 必 要
ひつよう

が な い ． し か し ， 現 状
げんじょう

の 配 偶 者
はいぐうしゃ

の 所 得
しょとく

を

含めて
ふ く め て

負担
ふたん

を求める
も と め る

制度
せいど

は 早 急
そうきゅう

に廃止
はいし

すべきである．  

 

【三浦
みうら

委員
いいん

】  

○結論  

 費用
ひよう

負担
ふたん

を求 め る
もと    

場合
ばあい

の仕組み
し く  

については、 論 点
ろんてん

G-2-1)のとおり。  

 負担
ふたん

を求める
もと   

範囲
はんい

については、「 障 害 者
しょうがいしゃ

本 人
ほんにん

」のみとするべきである。  

 

○理由  

 障 害
しょうがい

のある 人
ひと

本 人
ほんにん

が 受ける
う   

支援
しえん

に 係 る
かか  

負担
ふたん

に つ いて は、「 障 害 者
しょうがいしゃ

本 人
ほんにん

」の 収 入
しゅうにゅう

等
とう

に 着 目
ちゃくもく

することが 適 当
てきとう

であると 考 え る
かんが   

ため。また、

障 害
しょうがい

のある人
ひと

本 人
ほんにん

とその配 偶 者
はいぐうしゃ

を含 む
ふく  

家族
かぞく

等
とう

との関 係 性
かんけいせい

は多様
たよう

であり、

基本的
きほんてき

には 本 人
ほんにん

の 収 入
しゅうにゅう

のみに 着 目
ちゃくもく

した仕組みづくり
し く み      

が、自立
じりつ

生 活
せいかつ

を

推 進
すいしん

する環 境 づ く り
かんきょう     

に必 要
ひつよう

と思われる
おも    

ため。  

 

【光 増
みつます

委員
いいん

】  

○結 論
けつろん

 

 現 行
げんこう

の徴 収
ちょうしゅう

基 準
きじゅん

(市 町
しちょう

村 税
そんぜい

非課税
ひ か ぜ い

等
とう

)を基 準
きじゅん

に、当 然
とうぜん

本 人
ほんにん

のみの収 入
しゅうにゅう

に着 目
ちゃくもく

すべき。  

 支払
しはら

う能 力
のうりょく

がある 人
ひと

からは負担
ふたん

を求
もと

める事
こと

はしても良
よ

いと考
かんが

える。  

○理由
りゆう

 

 個人
こじん

としてサービス
さ ー び す

の需 給
じゅきゅう

関 係
かんけい

が成
な

り立
た

つものであるから。  

 本 人
ほんにん

以外
いがい

から負担
ふたん

を求
もと

めてしまうと、それによって 本 人
ほんにん

が不利益
ふ り え き

をこう

むる事
こと

があるため。  

 負担
ふたん

を 求
もと

める仕組
し く

みに 関
かん

しては、 財 産
ざいさん

ではなく、 収 入
しゅうにゅう

要 件
ようけん

が 好
この

ましい

と考
かんが

える。  
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【宮田
みやた

委員
いいん

】  

○結論  

 成人期
せいじんき

には 障 害 者
しょうがいしゃ

本 人
ほんにん

、 児童期
じ ど う き

は 保護者
ほ ご し ゃ

を 費用
ひよう

負担
ふたん

の範囲
はんい

と する。

配 偶 者
はいぐうしゃ

の所 得
しょとく

についても負担
ふたん

範囲
はんい

に含めない
ふ く め な い

。施設
しせつ

入 所 者
にゅうしょしゃ

の年 金
ねんきん

所 得
しょとく

に

ついては、 将 来
しょうらい

の地域
ちいき

移行
いこう

に向けた
む け た

使途
し と

を検 討
けんとう

するべき。  

○理由  

 成人期
せいじんき

の支援
しえん

に対して
た い し て

も家族
かぞく

の所 得
しょとく

を勘 案
かんあん

するのは、 障 害
しょうがい

のある人
ひと

の

自立性
じりつせい

の否定
ひてい

につながる。また、地域
ちいき

生 活
せいかつ

を支える
さ さ え る

障 害 者
しょうがいしゃ

家族
かぞく

（ 含
ふくみ

：

配 偶 者
はいぐうしゃ

）に対する
た い す る

経 済 的
けいざいてき

支援
しえん

が必 要
ひつよう

であるにもかかわらず、 現 行 法
げんこうほう

では

逆
ぎゃく

になっている。  

 

【森
もり

委員
いいん

】  

○結論  

 費用
ひよう

負担
ふたん

を求
もと

める場
ば

合
あい

の仕
し

組
く

みと、その際
さい

の負担
ふたん

を求
もと

める 範
はん

囲
い

について

は、  

 １  仕
し

組
く

み：  障 害 者
しょうがいしゃ

本 人
ほんにん

が支
し

払
はら

える応
おう

能
のう

負
ふ

担
たん

制度
せいど

へ  

 ２  範囲
はんい

 ：  障 害 者
しょうがいしゃ

本 人
ほんにん

のみの個人
こじん

単位
たんい

制度
せいど

へ  

とするべきである。  

○理由  

 介護
かいご

保険
ほけん

制度
せいど

と
っ

違
ちが

って、 応 益
おうえき

負担
ふたん

制度
せいど

から 応
おう

能
のう

負担
ふたん

制度
せいど

にかえ、その

負担者
ふたんしゃ

は、 障 害 者
しょうがいしゃ

個人
こじん

のみに特 定
とくてい

すべき時期
じ き

にきたと 考
かんが

える。  

※ 昭 和
しょうわ

61年
ねん

より 障 害
しょうがい

基礎
き そ

年 金
ねんきん

制度
せいど

の 所 得
しょとく

制 限
せいげん

は 障 害 者
しょうがいしゃ

本 人
ほんにん

であるこ

と。費用
ひよう

徴 収
ちょうしゅう

制度
せいど

においては、 昭 和
しょうわ

63年
ねん

には、扶養
ふよう

義務者
ぎ む し ゃ

から 親
おや

・

兄 弟
きょうだい

を外
はず

したこと。そして、障 害 者
しょうがいしゃ

自立
じりつ

支援法
しえんほう

においても、扶養
ふよう

義務者
ぎ む し ゃ

は 実 質 的
じっしつてき

には配 偶 者
はいぐうしゃ

のみになったこと。さらには、 障 害 者
しょうがいしゃ

の定義
ていぎ

が、

社 会
しゃかい

モデル
も で る

として、多
おお

くの支持
し じ

を得
え

てきている 現 状
げんじょう

などを踏
ふ

まえて 考
かんが

えるべきである。  
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【渡井
わたい

委員
いいん

】  

○結 論
けつろん

 

 障 害 者
しょうがいしゃ

本 人
ほんにん

のみ、 収 入
しゅうにゅう

に応
おう

じた費用
ひよう

の補助
ほじょ

を支 給
しきゅう

。  

○理由
りゆう

 

 障 害 者
しょうがいしゃ

でも一
いち

個人
こじん

の大人
おとな

としてみなすべき。  
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＜ 項 目
こうもく

G-3 その他
た

＞  

論 点
ろんてん

G-3-1) 「分野
ぶんや

G
じー

 利用者
りようしゃ

負担
ふたん

」についてのその他
た

の論 点
ろんてん

及
およ

び意見
いけん

 

 

【荒井
あらい

委員
いいん

】  

○結 論
けつろん

 

 療 養
りょうよう

介護
かいご

や 重 症
じゅうしょう

心 身
しんしん

障 害 児
しょうがいじ

施設
しせつ

等
とう

、 医 療 型
いりょうかた

施設
しせつ

における医療費
いりょうひ

部分
ぶぶん

の利用者
りようしゃ

負担
ふたん

について 軽 減
けいげん

措置
そ ち

を検 討
けんとう

する必 要
ひつよう

がある。  

○理由
りゆう

 

 平 成
へいせい

22年度
ねんど

から 障 害
しょうがい

福祉
ふくし

サービス
さ ー び す

及
およ

び補装具
ほ そ う ぐ

に 係
かかわ

る低 所 得 者
ていしょとくしゃ

の

利用者
りようしゃ

負担
ふたん

が無 料
むりょう

とされたが、 療 養
りょうよう

介護
かいご

や 重 症
じゅうしょう

心 身
しんしん

障 害 児
しょうがいじ

施設
しせつ

等
とう

、

医 療 型
いりょうかた

施設
しせつ

における医療費
いりょうひ

部分
ぶぶん

の利用者
りようしゃ

負担
ふたん

について、軽 減
けいげん

措置
そ ち

を検 討
けんとう

す

る必 要
ひつよう

がある。  

 

【伊澤
いざわ

委員
いいん

】  

○結論  

 利用者
りようしゃ

負担
ふたん

は廃止
はいし

。  

○理由  

 障 害
しょうがい

当事者
とうじしゃ

にとって 酷
こく

である。障 害
しょうがい

を持
も

ちながらの生 活
せいかつ

にさらに「こ

れだけの費用
ひよう

がかかります」と追
お

い打
う

ちをかける行為
こうい

は残 酷
ざんこく

以外
いがい

の何 物
なにもの

で

もない。  

 

【氏
うじ

田
た

委員
いいん

】  

○結 論
けつろん

 

 障 害
しょうがい

のある子
こ

どもが生
う

まれても 安 心
あんしん

して子
こ

育
そだ

てが出来
で き

るインクルーシ

ブな 社 会
しゃかい

でなければならない。 健
けん

常 児
じょうじ

ばかりが生
う

まれてくる 訳
わけ

ではない。

障 害
しょうがい

のある子
こ

を疎外
そがい

しない社 会
しゃかい

づくりが必 要
ひつよう

であり、社 会
しゃかい

が連 帯
れんたい

して育
そだ

てるべきである。自立
じりつ

支援法
しえんほう

による応 益
おうえき

負担
ふたん

の導 入
どうにゅう

は、障 害
しょうがい

のある子
こ

を育
そだ

てる家族
かぞく

にさらなる 大
おお

きな負担
ふたん

を強
し

いただけでなく、 障 害
しょうがい

のある子
こ

の誕 生
たんじょう

を 迎
むか

え入
い

れることの出来
で き

ない 社 会
しゃかい

を生
う

みだしかねない。児童
じどう

憲 章
けんしょう

そして

憲 法
けんぽう

に戻
もど

って真摯
しんし

な議論
ぎろん

が必 要
ひつよう

である。  
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○理由
りゆう

 

 障 害
しょうがい

は、避
さ

けようにも避
さ

けられず（不可避性
ふ か ひ せ い

）、知
し

っていてなったわけで

はなく（不可知性
ふ か ち せ い

）、 元
もと

には戻
もど

れず（不可逆性
ふかぎゃくせい

）、若
わか

くしてなり（弱
じゃく

齢 性
よわいせい

）、

誰
だれ

でもなる可能性
かのうせい

がある（普遍性
ふへんせい

）という 特 徴
とくちょう

をもつ。そして、 障 害
しょうがい

はそ

の人
ひと

の責 任
せきにん

ではない。その意味
い み

からも費用
ひよう

負担
ふたん

の導 入
どうにゅう

はナンセンスであり、

さらに、社 会
しゃかい

連 帯
れんたい

が生
う

まれなくなることを懸念
けねん

する。  

 

【大久保
お お く ぼ

委員
いいん

】  

○結 論
けつろん

 

 中 長 期 的
ちゅうちょうきてき

検 討
けんとう

課題
かだい

として、年 金
ねんきん

制度
せいど

改 革
かいかく

などにおいて障 害
しょうがい

基礎
き そ

年 金
ねんきん

の

見直
みなお

しが行
おこな

われた場合
ばあい

は、利用者
りようしゃ

負担
ふたん

のあり方
かた

について再 検 討
さいけんとう

が想 定
そうてい

され

る。  

 

【近 藤
こんどう

委員
いいん

】  

○結 論
けつろん

 

 加算
かさん

と利用
りよう

者
しゃ

負担
ふたん

の連 動
れんどう

は、 早 急
さっきゅう

な見直
みなお

しが必 要
ひつよう

である。  

○理由
りゆう

 

 就 労
しゅうろう

移行
いこう

支援
しえん

体 制
たいせい

加算
かさん

といった前年度
ぜんねんど

の支援
しえん

内 容
ないよう

に 基
もと

づく加算
かさん

を 現
げん

利用
りよう

者
しゃ

が負担
ふたん

する 矛 盾
むじゅん

や、 食 費
しょくひ

の 軽 減
けいげん

措置
そ ち

としての 食 事
しょくじ

提 供
ていきょう

体 制
たいせい

加算
かさん

に利用
りよう

者
しゃ

負担
ふたん

が 生
しょう

じる 矛 盾
むじゅん

を 解 消
かいしょう

するべきである。  

 

【田中
たなか

（正
まさ

）委員
いいん

】  

○結 論
けつろん

 

 利用者
りようしゃ

負担
ふたん

の所 得
しょとく

階 層
かいそう

別
べつ

の支払
しはら

い 表
ひょう

の金 額
きんがく

を見直
みなお

す。  

 地域
ちいき

生 活
せいかつ

支援
しえん

事 業
じぎょう

の負担
ふたん

を自立
じりつ

支援
しえん

と統 合
とうごう

する仕組
し く

みを検 討
けんとう

すべき。  

○理由
りゆう

 

 非課税
ひ か ぜ い

世帯
せたい

が無 料
むりょう

の次
つぎ

に、いきなりほとんどの 人
ひと

が同
おな

じ負担
ふたん

額
がく

になるの

は違和感
い わ か ん

がある。 年 収
ねんしゅう

で５００万
まん

くらい差
さ

がある人
ひと

が同
おな

じ扱
あつか

いになってい

る。非課税
ひ か ぜ い

すれすれで課税
かぜい

世帯
せたい

になっている 人
ひと

に不利益
ふ り え き

が生
しょう

じる。  

 自立
じりつ

支援
しえん

は負担
ふたん

が軽 減
けいげん

されたが、地域
ちいき

生 活
せいかつ

支援
しえん

事 業
じぎょう

は、地域
ちいき

によっては
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上 限
じょうげん

がなく多制度
た せ い ど

との整 合 性
せいごうせい

が無
な

く、１割
わり

負担
ふたん

の自治体
じ ち た い

が多
おお

い。特
とく

に、移動
いどう

支援
しえん

はニーズ
に ー ず

が多
おお

いため負担感
ふたんかん

は重
おも

い。  

 

【中 原
なかはら

委員
いいん

】  

○結 論
けつろん

 

 18歳
さい

以下
い か

の 障 害
しょうがい

児
じ

については、保護者
ほ ご し ゃ

の 収 入
しゅうにゅう

に応じた
お う   

利用者
りようしゃ

負担
ふたん

の

仕組み
し く  

となっていることから家族
かぞく

の負担
ふたん

が大きい
おお   

。児童
じどう

権利
けんり

条 約
じょうやく

の趣旨
しゅし

か

らも 障 害
しょうがい

児
じ

の利用者
りようしゃ

負担
ふたん

は限りなく
かぎ    

無 料
むりょう

とすべき。  

○理由
りゆう

 

 こ れ ま で の 負担
ふたん

軽 減
けいげん

策
さく

に よ り 、 障 害 者
しょうがいしゃ

に つ い て は 障 害 者
しょうがいしゃ

本
ほん

人
にん

と

配 偶 者
はいぐうしゃ

の 所 得
しょとく

の み に よ る も の と な っ た が 、 障 害
しょうがい

児
じ

に つ い て は 家族
かぞく

の

収 入
しゅうにゅう

で利用者
りようしゃ

負担
ふたん

を 算 定
さんてい

されるため、家族
かぞく

の負担
ふたん

が大きい
お お   

ことから、

推 進
すいしん

会議
かいぎ

に設置
せっち

される「 障 害
しょうがい

児
じ

」の合 同
ごうどう

作 業
さぎょう

チーム
ち ー む

での 検 討
けんとう

を求
もと

める。 

 

【奈良崎
な ら ざ き

委員
いいん

】  

○結 論
けつろん

 

 全部
ぜんぶ

利用者
りようしゃ

負担
ふたん

ゼロは、 社 会
しゃかい

のためはよくありません。  

○理由
りゆう

 

 同
おな

じように福祉
ふくし

サービスを 使
つか

っている 高 齢 者
こうれいしゃ

が１割
わり

負担
ふたん

しているように、

同
おな

じく負担
ふたん

する。  

 

【野原
のはら

委員
いいん

】  

○結 論
けつろん

 

１）福祉
ふくし

、医 療
いりょう

の利用者
りようしゃ

負担
ふたん

の上 限
じょうげん

は、トータルに 総 合
そうごう

上 限
じょうげん

制度
せいど

とするこ

と。  

２）負担
ふたん

の公 平
こうへい

、平 等
びょうどう

という点
てん

を考
かんが

える場合
ばあい

には、障 害 者
しょうがいしゃ

権利
けんり

条 約
じょうやく

の観 点
かんてん

に立 脚
りっきゃく

し、 現 行
げんこう

制度
せいど

についても事実
じじつ

に即
そく

して広 報
こうほう

する必 要
ひつよう

があります。

この観 点
かんてん

から、現 行
げんこう

制度
せいど

を説 明
せつめい

するホームページの不適切
ふてきせつ

な記 述
きじゅつ

などを

至 急
しきゅう

改 善
かいぜん

すべきと 思
おも

います。  

○理由
りゆう
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１ ） 障 害
しょうがい

を も つ 人
ひと

が 生
い

き て い く う え で 必 要
ひつよう

な サ ー ビ ス は 社 会
しゃかい

の 負担
ふたん

（利用者
りようしゃ

無 料
むりょう

を 原 則
げんそく

）とすべきです。利用者
りようしゃ

負担
ふたん

を課
か

す場合
ばあい

には、総 合
そうごう

上 限
じょうげん

を設
もう

けるべきです。  

２）利用者
りようしゃ

負担
ふたん

について、 現 在
げんざい

でも 厚 生
こうせい

労 働 省
ろうどうしょう

のホームページにおいて、

「○安 定 的
あんていてき

な財 源
ざいげん

の確保
かくほ

」として、「 国
くに

の費用
ひよう

負担
ふたん

の責 任
せきにん

を強 化
きょうか

（費用
ひよう

の

２分
ぷん

の１を義務的
ぎ む て き

に負担
ふたん

）し、利用者
りようしゃ

も利用
りよう

したサービス量
りょう

及
およ

び所 得
しょとく

に応
おう

じて原 則
げんそく

１割
わり

の費用
ひよう

を負担
ふたん

するなど、みんなで 支
ささ

えあう仕組
し く

みになりまし

た。」とあります。  

 http://www.mhlw.go.jp/bunya/shougaihoken/service/aramashi.html 

 これまではあたかも 障 害 者
しょうがいしゃ

に負担
ふたん

はなかったかのような 表 現
ひょうげん

ですが、

自立
じりつ

支援
しえん

医 療
いりょう

（育 成
いくせい

医 療
いりょう

、更 生
こうせい

医 療
いりょう

、精 神
せいしん

通 院
つういん

医 療
いりょう

）については、応
おう

能
のう

負担
ふたん

区分
くぶん

による費用
ひよう

徴 収
ちょうしゅう

（ 育 成
いくせい

医 療
いりょう

、 更 生
こうせい

医 療
いりょう

）、５％の 定 率
ていりつ

負担
ふたん

（精 神
せいしん

通 院
つういん

）が行
おこな

われてきていました。これまではまるで 障 害 者
しょうがいしゃ

は他者
たしゃ

に

支
ささ

えられて生
い

きてきたと言
い

わんばかりの 表 現
ひょうげん

は事実
じじつ

に 即
そく

してすぐに 改
あらた

め

るべきです。  

 

【 東 川
ひがしがわ

委員
いいん

】  

○結 論
けつろん

 

 高次
こうじ

脳
のう

機能
きのう

障 害 者
しょうがいしゃ

の場合
ばあい

は利用
りよう

できるサービスがないために家族
かぞく

などが

自力
じりき

で立
た

ち上
あ

げた 相 談
そうだん

支援
しえん

、生 活
せいかつ

援 助
えんじょ

支援
しえん

活 動
かつどう

等
とう

について 現 状
げんじょう

は利用者
りようしゃ

に負担
ふたん

を 求
もと

めて家賃
やちん

などの 必 要
ひつよう

経費
けいひ

のねん 出
しゅつ

をせざるを得
え

ない 状 況
じょうきょう

であ

る。これらの小規模
しょうきぼ

事 業
じぎょう

に公 的
こうてき

助 成
じょせい

を早期
そうき

に実 現
じつげん

させてほしい。  

○理由
りゆう

 

 当事者
とうじしゃ

家族
かぞく

の家計
かけい

を圧 迫
あっぱく

している。  

 

【福井
ふくい

委員
いいん

】  

○結 論
けつろん

 

 この点
てん

が、今 回
こんかい

の新制度
しんせいど

を作っ
つくっ

ていく上
うえ

での根 本 的
こんぽんてき

な問 題
もんだい

となるところ

であり、 総 合
そうごう

福祉
ふくし

部会
ぶかい

としても、しっかりと意志
い し

統 一
とういつ

していく課題
かだい

である

と考える
かんがえる

。もし、意見
いけん

の違い
ちがい

があれば、 活 発
かっぱつ

な討 論
とうろん

が必 要
ひつよう

である。  

http://www.mhlw.go.jp/bunya/shougaihoken/service/aramashi.html
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○理由
りゆう

 

 基本的
きほんてき

なところでの一致
いっち

がないと、今後
こんご

の 方 向
ほうこう

にも 確 信
かくしん

がもてないと

思う
おもう

ので。  

 

【藤井
ふじい

委員
いいん

】  

○結 論
けつろん

 

 谷間
たにま

の年 齢 層
ねんれいそう

（義務
ぎ む

教 育
きょういく

終 了 後
しゅうりょうご

から 障 害
しょうがい

基礎
き そ

年 金
ねんきん

受 給
じゅきゅう

対 象
たいしょう

となる 20

歳
さい

まで）については、特 別
とくべつ

給 付
きゅうふ

金
きん

等
とう

の支 給
しきゅう

を行
おこな

うべきである。  

○理由
りゆう

 

 働
はたら

くことができない障 害 者
しょうがいしゃ

への支援
しえん

の谷間
たにま

を生
う

まないため  

 

【藤 岡
ふじおか

委員
いいん

】  

○結 論
けつろん

 

 今 回
こんかい

の改 革
かいかく

が成 功
せいこう

したか否
いな

かを 検 証
けんしょう

するメルクマール
め る く ま ー る

の一つ
ひとつ

は、応 益
おうえき

負担
ふたん

撤 廃
てっぱい

が実 現
じつげん

したかである。  

○理由
りゆう

 

 今 回
こんかい

の改 革
かいかく

のスローガン
す ろ ー が ん

の一つ
ひとつ

は「 障 害
しょうがい

自己
じ こ

責 任
せきにん

からの解 放
かいほう

」のはず

であり、基本
きほん

合意
ごうい

の骨子
こっし

であるから。  

 

【増田
ますだ

委員
いいん

】  

○結論  

 応 益
おうえき

負担
ふたん

．実費
じっぴ

負担
ふたん

を理由
りゆう

に，必 要
ひつよう

な支援
しえん

を受けなく
う け な く

なったり， 通 所
つうしょ

を

断 念
だんねん

した 人
ひと

たちに， 低 所 得
ていしょとく

1
１

， 2
， ２

の場合
ばあい

には 無 料
むりょう

になったことなど， 再 び
ふたたび

支援
しえん

に結びつく
む す び つ く

ことができるような働きかけ
はたらきかけ

を国
くに

と自治体
じ ち た い

の責 任
せきにん

で行 う
おこなう

べ

きである．  

 

【光 増
みつます

委員
いいん

】  

○結 論
けつろん

 

 所 得
しょとく

保 障
ほしょう

が充 分
じゅうぶん

なされていない現 状
げんじょう

では、市 町
しちょう

村 民
そんみん

税
ぜい

非課税
ひ か ぜ い

世帯
せたい

の人
ひと

には、自立
じりつ

支援
しえん

医 療
いりょう

、地域
ちいき

生 活
せいかつ

支援
しえん

事 業
じぎょう

も含
ふく

めた軽 減
けいげん

策
さく

を講
こう

じるべきだ  
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○理由
りゆう

 

 障 害
しょうがい

のある 人
ひと

がどこで暮
く

らしても、 最 低 限
さいていげん

の 所 得
しょとく

保 障
ほしょう

が実施
じっし

できる

制度
せいど

にすべきであるから  

 

【森
もり

委員
いいん

】  

○結論  

 措置
そ ち

制度
せいど

から 契 約
けいやく

制度
せいど

に変
か

わった現
げん

在
ざい

、利用者
りようしゃ

負担
ふたん

という言葉
ことば

は適 切
てきせつ

で

あるのか。また、 就 労
しゅうろう

移行
いこう

支援
しえん

や 就 労
しゅうろう

継 続
けいぞく

支援
しえん

については、利用者
りようしゃ

負担
ふたん

は撤 廃
てっぱい

すべきである。  

○理由  

 措置
そ ち

制度
せいど

から 対 等
たいとう

の立場
たちば

を基本
きほん

とする契 約
けいやく

制度
せいど

にかわっても、負担
ふたん

とい

うのか。また、就 労
しゅうろう

の場
ば

において、利用者
りようしゃ

負担
ふたん

を 徴 収
ちょうしゅう

されること自体
じたい

が

就 労
しゅうろう

とはいえないし、意欲
いよく

をもって 就 労
しゅうろう

に取
と

り組
く

むことができがたい。  

 

【渡井
わたい

委員
いいん

】  

○結 論
けつろん

 

①作 業 所
さぎょうしょ

の利用者
りようしゃ

の利 用 料
りようりょう

負担
ふたん

の廃止
はいし

 

②通 所
つうしょ

の訓 練
くんれん

等
とう

を受
う

ける場合
ばあい

の交通費
こうつうひ

補助
ほじょ

の支 給
しきゅう

 

○理由
りゆう

 

①賃 金
ちんぎん

が低
ひく

いところが多
おお

く、利 用 料
りようりょう

が 発 生
はっせい

すれば労 働
ろうどう

意欲
いよく

を阻害
そがい

してし

まうから。  

②住
す

まいによる地域
ちいき

格差
かくさ

をなくすため。  

 

 

 


